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１．防災組織に関すること 

資料 1-1 積丹町防災会議条例 

 

積丹町防災会議条例 

昭和 37年 12月１日 

条例第 16号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第１６条第６項の規定に基づ

き、積丹町防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定

めるものとする。 

 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 積丹町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(２) 町長の諮問に応じて積丹町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(３) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。 

(４) 水防法（昭和２４年法律第１９３号）第３３条の水防計画を調査審議すること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

 

（組織） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、町長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(１) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 

(２) 自衛隊に所属する自衛官のうちから町長が任命する者 

(３) 北海道知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 

(４) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者 

(５) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 

(６) 積丹町教育委員会教育長 

(７) 北後志消防組合積丹支署長及び積丹消防団長 

(８) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者 

(９) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者 

６ 委員の定数は、２１人以内とする。 

７ 第５項第８号及び第９号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前

任者の残任期間とする。 

８ 前項の委員は、再任されることができる。 

９ 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

10 専門委員は、関係地方行政機関の職員、道の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係

指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。 
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11 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

 

（会長への委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項

は、会長が防災会議に諮って定める。 

 

附 則 

この条例は、昭和３７年１２月１日から施行する。 

附 則（昭和３８年条例第１７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成元年条例第１１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１２年条例第１号） 

この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年条例第１６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年条例第９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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資料 1-2 積丹町防災会議運営規程 

 

積丹町防災会議運営規程 

 

（趣旨） 

第１条 積丹町防災会議（以下「防災会議」という。）の運営に関する事項について、災害対策基  

本法（昭和３６年法律第２２３号）、災害対策基本法施行令（昭和３７年政令第２８６号）及び  

積丹町防災会議条例（昭和３７年条例第１６号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、 

この規程に定めるところによる。 

 

（会長の職務代理） 

第２条 条例第３条第４項に規定する委員は、副町長の職にある委員とする。 

 

（防災会議の招集） 

第３条 防災会議は、会長が招集する。 

２ 委員は必要があると認めたときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができるもの  

とする。 

 

（代理出席） 

第４条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、代理者を出席させること  

ができる。 

２ 前項の代理者は、委員とみなす。 

 

（議事） 

第５条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。 

 

（会長の専決処分） 

第６条 防災会議の権限に属する事務のうち、積丹町地域防災計画に係る軽微な修正に関するこ  

とについては、会長において、これを処分することができる。 

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、会長は、次の会議に報告しなければならない。 

 

（庶務） 

第７条 防災会議の庶務は、総務課において行う。 

 

（会長への委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、運営等に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

附 則 

 この訓令は、平成２４年１１月１２日から施行する。 
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資料 1-3 積丹町災害対策本部条例 

 

積丹町災害対策本部条例 

昭和 37年 12月 1日 

条例第 17号 

改正 平成24年8月28日条例第9号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２３条の２第８項の規定に

基づき、積丹町災害対策本部（以下「本部」という。）に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（組織） 

第２条 災害対策本部長（以下「本部長」という。）は、本部の事務を総理し、所属の職員を指揮

監督する。 

２ 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 災害対策本部員（以下「本部員」という。）その他の職員は、本部長の命を受け、本部の事務

に従事する。 

 

（部） 

第３条 本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき本部員その他の職員は、本部長が定める。 

３ 部にそれぞれ部長を置き、本部員のうちから本部長が指名する。 

４ 部長は、部の事務を整理する。 

 

（現地災害対策本部） 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長、現地災害対策副本部長、現地災害対策本部員そ

の他の職員を置き、災害対策副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者を

もって充てる。 

２ 現地災害対策本部長は、本部長の定めるところにより、現地災害対策本部の事務を掌理し、所

属の職員を指揮監督する。 

３ 第２条第２項及び第３項並びに第３条の規定は、現地災害対策本部について準用する。 

 

（本部長への委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。 

附 則 

この条例は、昭和３７年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２４年条例第９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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資料 1-4 北海道災害対策現地合同本部設置要綱 

 

災害対策現地合同本部設置要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、災害対策現地合同本部（以下｢現地合同本部｣という｡)の組織及び運営に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（設置） 

第２条 現地合同本部は、大規模な災害が発生した際に、防災機関が相互に協議し、現地において

災害対策を連携して行うことが必要なときに設置するものとする。 

２ 現地合同本部が設置された場合は、知事は、防災関係機関の長に対し、本部員の派遣を要請す

るものとする。 

３ 派遣要請を受けた防災機関の長は、当該機関の役員及び職員のうちから本部員を指名し現地合

同本部に常駐させるものとする。 

４ 災害の状況等により必要な場合は、災害発生地域の防災関係機関による地方災害対策現地合同

本部（以下、地方現地合同本部という｡）を設置することができるものとする。 

５ 現地合同本部及び地方現地合同本部（以下、現地本部等という。)には、必要に応じて班を置

くことができるものとする。 

 

（任務） 

第３条 現地合同本部等は、次に掲げる事項を相互に協議し、処理するものとする。 

 (1) 災害に関する情報収集に関すること。 

 (2) 災害対策の連絡、調整及び実施に関すること。 

 (3) 被災者の救助・救出方法に係る検討、調整及び実施に関すること。 

 (4) 被災者の応急措置及び被災者家族等のケアの調整に関すること。 

 (5) 災害に関する広報及び関係者に対する状況説明の調整に関すること。 

 (6) その他必要な事項について調整を図ること。 

 

（現地合同本部の組織） 

第４条 現地合同本部は、本部長、副本部長、班長及び本部員をもって組織する。 

２ 現地合同本部の本部長は、北海道の職員のうちから、知事が指名する職員をもって充てる。 

３ 副本部長及び班長は、本部長が北海道防災会議構成機関と速やかに調整の上、本部員のうちか

ら指名するものをもって充てる。 

４ 本部員は、知事が北海道の職員のうちから指名したもの及び防災関係機関の長が当該機関の役

員及び職員のうちから指名したものをもって充てる｡ 

 

（地方現地合同木部の組織） 

第５条 地方現地合同本部は、本部長、副本部長、班長及び本部長をもって組織する。 

２ 地方現地合同本部の本部長は、災害発生地域を所管する総合振興局の職員のうちから、知事が

指名する職員をもって充てる。 
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３ 副本部長及び班長は、本部長が総合振興局地域災害対策連絡協議会構成機開と速やかに調整の

上、本部員のうちから指名するものをもって充てる。 

４ 本部員は、当該地域の総合振興局長（地方部局長）が指名した職員及び防災関係磯関の長が指

名した当該地域を所管する出先機関等の役員及び職員をもって充てる。 

 

（情報伝達系統等） 

築６条 現地合同本部等の設置に関する情報伝達系統及び現地合同本部等の業務分担は、別紙のと

おりとする。 

 

（非常災害現地対策本部との連携) 

第７条 国の非常災害現地対策本部が設置された際は、これと連携し、一体的に活動するものとす

る。 

 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、現地合同本部の運営等に関し必要な事項は別に定める。 
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資料 1-5 積丹町災害対策本部の標示板、腕章 

 

 

 

■標示板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■腕章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

町名はいずれも黒文字 
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災
害
対
策
本
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黒文字 

黄色地 

 

 

積 丹 町 

 

 

35cm 

10cm 
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２．気象業務に関すること 

資料 2-1 警報・注意報発表基準一覧表（積丹町） 

発表官署：札幌管区気象台 

警
報 

大雨 
（浸水害） 表面雨量指数基準 9 

（土砂災害） 土壌雨量指数基準 115 

洪水 流域雨量指数基準 美国川流域=16.6 積丹川流域=13.1 余別川流域=13.6 

暴風 平均風速 陸上 18m/s 海上 25m/s 

暴風雪 平均風速 陸上 16m/s 海上 25m/s 雪による視程障害を伴う 

大雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ 50cm 

波浪 有義波高 6.0m 

高潮 潮位 TP上 1.4m 

注
意
報 

大雨 
（浸水害） 表面雨量指数基準 6 

（土砂災害） 土壌雨量指数基準 71 

洪水 流域雨量指数基準 美国川流域=13.2 積丹川流域=10.4 余別川流域=10.8 

強風 平均風速 陸上 13m/s 海上 15m/s 

風雪 平均風速 
陸上 11m/s 海上 15m/s 

雪による視程障害を伴う 

大雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ 30cm 

波浪 有義波高 3.0m 

高潮 潮位 TP上 0.9m 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融雪 70mm以上：24時間雨量と融雪量（相当水量）の合計 

濃霧 視程 陸上 200m 海上 500m 

乾燥 最小湿度 30％    実効湿度 60％ 

なだれ 
①24時間降雪の深さ 30cm以上 

②積雪の深さ 50cm以上で、日平均気温 5℃以上 

低温 
5月～10月：（平均気温）平年より 5℃以上低い日が 2日以上継続 

11月～4月：（最低気温）平年より 8℃以上低い 

霜 最低気温 3℃以下 

着氷 船体着氷：水温 4℃以下 気温-5℃以下で風速 8m/s以上 

着雪 気温 0℃くらいで、強度並以上の雪が数時間以上継続 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 80mm 
 

※この基準は令和３年６月８日現在のものである。 

※表雨雨量指数：表面雨量指数は、短時間強雨による浸水害リスクの高まりを示す指標で、降った雨が地
表面にたまっている量を示す指数。解析雨量、降水短時間予報をもとに、1㎞四方の領域ごとに算出す
る。 

※「平均風速」は、「10分間の平均風速を用いる」ことを意味する。 

※土壌雨量指数基準値は 1km四方毎に設定しているが、土壌雨量指数基準には、町内における基準値の最
低値を示している。 

※土壌雨量指数：土壌雨量指数は、降雨による土砂災害発生の危険性を示す指標で、土壌中に貯まってい
る雨水の量を示す指数。解析雨量、降水短時間予報をもとに、1km四方の領域ごとに算出する。 

※流域雨量指数：流域雨量指数は、降雨による洪水災害発生の危険性を示す指標で、対象となる地域・時
刻に存在する流域の雨水の量を示す指数。解析雨量、降水短時間予報をもとに、1km四方の領域ごとに
算出する。 

※「TP上」とは、東京湾平均海面からの高さを意味する。 
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※「有義波高」とは、ある地点で連続する波を観測したとき、波高の高いほうから順に全体の１/３の個
数の波（例えば 20分間で 100個の波が観測されれば、大きい方の 33個の波）を選び、これらの波高及
び周期を平均した。 

 

３．災害区域に関すること 

資料 3-1 災害危険区域 

(1)総括表 

市町村名 
水防 

区域 

高波・高潮・ 

津波等 

危険区域 

土砂災害警戒区域等 ※括弧内は特別警戒区域の内数 

合計 
地すべり 急傾斜地の崩壊 土石流 小計 

積丹町 ４ 12 6(0) 56(53) 17(9) 79 62 

(2)水防区域 

危険区域 

市町村名 地区名 水系名 河川名 流心距離(Kｍ) 危険区域延長(ｍ) 災害の要因 

積丹町 美国 美国川 焼野川 美国川合流点から 1.0 両岸 3,000 溢水 

〃 〃 〃 美良波川 美国川合流点から 0.3 両岸 300 溢水 

〃 〃 〃 弁財泊川 美国川合流点から 0.5 左岸 500 溢水 

〃 〃 〃 ２級 美国川 河口から 0.5 右岸 1,000 溢水 

※ 水防区域内の要配慮者利用施設 

要 配 慮 者 利 用 施 設 名 住                  所 電 話 番 号 

積丹町エイジングステーション 積丹町大字美国町字大沢２９９－２ ほか 0135-44-3224 

積丹町 B&G海洋センター 積丹町大字美国町字大沢３２９－２ 0135-44-3260 

地域密着型特別養護老人ホーム ゆうるり 積丹町大字美国町字大沢３２６－１ 0135-48-5201 

(3)高波・高潮・津波等危険区域 

危険区域の現況 

市町村名 海岸名 
海岸線危険区域 

延長(ｍ) 
指定済延長(ｍ) 

海岸保全施設の

ある区域延長(ｍ) 
災害の要因 

積丹町 入舸町 出岬 8,680 215  高波 波高５ｍ 

〃 神岬町 柾泊 13,428 159  高波 波高４ｍ 

〃 野塚 2,540 603  高波 波高４ｍ 

〃 余別 来岸 2,080 2,060  高波 波高４ｍ 

〃 
神岬町 

尾根町 
50   高波 波高４ｍ 

〃 神岬町 草内 200   高波 波高４ｍ 

〃 幌武意 3,607 1,065  高波 波高４ｍ 

〃 
美国町 

小泊、茶津 
4,595 1,540  高波 波高４ｍ 

〃 美国町 厚苫 700 451  高波 波高５ｍ 
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〃 日司 300 280  高波 

〃 西河 2,812   高波 

〃 日司泊 2,000 280  高波 

(4) 土砂災害警戒区域等の指定状況 

令和３年３月 30日現在 
 

現象名 所在地 区域の名称 区域番号 指定月日 
警戒 
区域 

特別警

戒区域 

地すべり 積丹町大字入舸町 入舸 1 
<3>-1-405-

405-0004 
令和 3年 3月 30日 ○ - 

地すべり 積丹町大字入舸町 入舸 2 
<3>-1-405-

405-0005 
令和 3年 3月 30日 ○ - 

地すべり 

積丹町大字美国町字

厚苫､字厚苫山､字山

の上 

厚苫 1 
<3>-1-405-

405-0002 
令和 3年 3月 30日 ○ - 

土石流 積丹町大字神岬町 柾泊川 II-13-0540 令和 3年 3月 30日 ○ ○ 

地すべり 積丹町大字神岬町 沼前 1 
<3>-1-405-

405-0007 
令和 3年 3月 30日 ○ - 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字幌武意町 積丹幌武意町 8 I-1-321-858 令和 3年 3月 30日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字日司町 積丹日司町 2 I-1-326-863 令和 3年 3月 30日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字神岬町 積丹神岬町 3 I-1-341-878 令和 3年 3月 30日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字神岬町 積丹神岬町 4 I-1-342-879 令和 3年 3月 30日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字神岬町 積丹神岬町 6 I-1-343-880 令和 3年 3月 30日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字神岬町 積丹神岬町 7 II-1-129-682 令和 3年 3月 30日 ○ ○ 

土石流 積丹町大字西河町 ｺﾞﾛﾀ川 II-13-0500 令和 3年 3月 30日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町日司町 積丹日司町 4 I-1-328-865 令和 3年 1月 29日 ○ ○ 

土石流 
積丹町大字美国町字

小泊､字美良波 
ビバラ川 II-13-0400 令和 2年 3月 24日 ○ ○ 

地すべり 積丹町大字余別町 教照寺 1-29-94 令和 2年 3月 24日 ○ - 

土石流 積丹町大字来岸町 来岸トンネル沢 II-13-0530 令和 2年 3月 24日 ○ - 

地すべり 積丹町大字来岸町 来岸町 1-30-95 令和 2年 3月 24日 ○ - 

土石流 積丹町大字野塚町 湯の沢 I-13-0480 令和 2年 3月 24日 ○ - 

土石流 積丹町大字来岸町 滝の川 II-13-0510 令和 2年 3月 24日 ○ - 

土石流 
積丹町大字美国町字

大沢､字船澗､字ﾆｻﾅｲ 
焼野左 1号川 II-13-0410 令和 2年 3月 24日 ○ - 

土石流 
積丹町大字美国町字

小泊､字山ﾉ上 
白岩川 II-13-0390 令和 2年 3月 24日 ○ ○ 

土石流 積丹町大字来岸町 神社の川 I-13-0520 令和 2年 3月 24日 ○ - 
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現象名 所在地 区域の名称 区域番号 指定月日 
警戒 
区域 

特別警

戒区域 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字余別町 積丹余別町 1 I-1-337-874 令和 2年 3月 24日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字余別町 積丹余別町 2 I-1-338-875 令和 2年 3月 24日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字余別町 積丹余別町 3 I-1-339-876 令和 2年 3月 24日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字余別町 積丹余別町 4 I-1-340-877 令和 2年 3月 24日 ○ - 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字来岸町 積丹来岸町 1 II-1-124-677 令和 2年 3月 24日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字来岸町 積丹来岸町 2 I-1-334-871 令和 2年 3月 24日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字来岸町 積丹来岸町 3 I-1-335-872 令和 2年 3月 24日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字来岸町 積丹来岸町 4 I-1-336-873 令和 2年 3月 24日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字来岸町 積丹来岸町 5 II-1-125-678 令和 2年 3月 24日 ○ - 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字神岬町 積丹神岬町 2 II-1-127-680 令和 2年 3月 24日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字神岬町 積丹神岬町 5 II-1-128-681 令和 2年 3月 24日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字美国町字

小泊 
積丹美国町 2 I-1-310-847 令和 2年 3月 24日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字美国町字

小泊､字美良波 
積丹美国町 3 I-1-311-848 令和 2年 3月 24日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字美国町字

大沢､字船澗､字ﾍﾞﾝｻﾞ

ｲﾄﾏﾘ､字茶津内､字浦

町 

積丹美国町 5 I-1-313-850 令和 2年 3月 24日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字美国町字

船澗､字茶津内､字大

沢 

積丹美国町 6 I-1-314-851 令和 2年 3月 24日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字美国町字

船澗､字茶津内 
積丹美国町 7 I-1-315-852 令和 2年 3月 24日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字西河町 積丹西河町 1 II-1-123-676 令和 2年 3月 24日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字西河町 積丹西河町 2 I-1-333-870 令和 2年 3月 24日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字野塚町 積丹野塚町 1 II-1-120-673 令和 2年 3月 24日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字野塚町 積丹野塚町 2 II-1-121-674 令和 2年 3月 24日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字野塚町 積丹野塚町 3 II-1-122-675 令和 2年 3月 24日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字野塚町 積丹野塚町 4 I-1-332-869 令和 2年 3月 24日 ○ ○ 

土石流 
積丹町大字西河町､大

字野塚町 
西川七号沢 II-13-0490 令和 2年 3月 24日 ○ - 

土石流 積丹町大字日司町 今井沢川 II-13-0460 平成 30年 3月 13日 ○ - 

土石流 積丹町大字入舸町 入舸 1の沢川 I-13-0431 平成 30年 3月 13日 ○ ○ 
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現象名 所在地 区域の名称 区域番号 指定月日 
警戒 
区域 

特別警

戒区域 

土石流 積丹町大字日司町 日司左 1号の沢 II-13-0450 平成 30年 3月 13日 ○ ○ 

土石流 積丹町大字日司町 白川の沢 II-13-0470 平成 30年 3月 13日 ○ - 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字入舸町 積丹入舸町 2 I-1-323-860 平成 30年 3月 13日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字入舸町 積丹入舸町 4 II-1-116-669 平成 30年 3月 13日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字入舸町 積丹入舸町 5 II-1-117-670 平成 30年 3月 13日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字入舸町 積丹入舸町 6 I-1-324-861 平成 30年 3月 13日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字日司町 積丹日司町 5 I-1-329-866 平成 30年 3月 13日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字日司町 積丹日司町 6 I-1-330-867 平成 30年 3月 13日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字日司町 積丹日司町 7 II-1-119-672 平成 30年 3月 13日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字日司町 積丹日司町 8 I-1-331-868 平成 30年 3月 13日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字幌武意町 積丹幌武意町 2 I-1-318-855 平成 29年 3月 10日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字幌武意町 積丹幌武意町 5 II-1-113-666 平成 29年 3月 10日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字幌武意町 積丹幌武意町 6 I-1-320-857 平成 29年 3月 10日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字幌武意町 積丹幌武意町 7 II-1-114-667 平成 29年 3月 10日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町入舸町 積丹入舸町 1 I-1-322-859 平成 28年 1月 22日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町入舸町 積丹入舸町 3 II-1-115-668 平成 28年 1月 22日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字日司町 積丹日司町 I-1-325-862 平成 28年 1月 22日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字日司町 積丹日司町 1 II-1-118-671 平成 28年 1月 22日 ○ - 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字日司町 積丹日司町 3 I-1-327-864 平成 28年 1月 22日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字神岬町 積丹神岬町 1 II-1-126-679 平成 28年 1月 22日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字幌武意町 積丹幌武意町 1 I-1-317-854 平成 27年 6月 15日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字幌武意町 積丹幌武意町 3 II-1-112-665 平成 27年 6月 15日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字幌武意町 積丹幌武意町 4 I-1-319-856 平成 27年 6月 15日 ○ ○ 

土石流 
積丹町大字美国町字

厚苫 
厚苔川 I-13-0380 平成 27年 4月 24日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字美国町字

厚苫 
積丹美国町 1 II-1-108-661 平成 27年 4月 24日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字美国町 積丹美国町 10 II-1-110-663 平成 27年 4月 24日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字美国町 積丹美国町 11 II-1-111-664 平成 27年 4月 24日 ○ ○ 
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現象名 所在地 区域の名称 区域番号 指定月日 
警戒 
区域 

特別警

戒区域 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字美国町 積丹美国町 4 I-1-312-849 平成 27年 4月 24日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字美国町 積丹美国町 8 II-1-109-662 平成 27年 4月 24日 ○ ○ 

急傾斜地の
崩壊 

積丹町大字美国町 積丹美国町 9 I-1-316-853 平成 27年 4月 24日 ○ ○ 

土石流 積丹町大字美国町 茶津一の川 II-13-0420 平成 27年 4月 24日 ○ ○ 

土石流 積丹町大字美国町 茶津川 II-13-0430 平成 27年 4月 24日 ○ ○ 

 

指定箇所計 79 62 

 
 

※ 土砂災害警戒区域等内の要配慮者利用施設 

要 配 慮 者 利 用 施 設 名 住                  所 電 話 番 号 

美国小学校 美国町字大沢 214番地甲の１ 0135-44-2044 

余別小学校 余別町字沢 544番地１ 0135-46-5002 

 
 

■参考：土砂災害警戒情報の発表履歴 

タイトル 発表日時 発表された市町村 

後志地方土砂災害警戒情報 

第 1報 
平成 22年 07月 29日 9:35 島牧村、泊村、神恵内村、積丹町、古平町 
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資料 3-2 土砂災害危険区域 

■地すべり危険箇所一覧 

図番号 箇所番号 箇所名 工事有無 

地 008 1-29-94 教照寺  

地 009 1-30-95 来岸町  

積丹町 計２箇所 

 

■急傾斜地崩壊危険箇所一覧 

図番号 箇所番号 箇所名 工事有無 

急 025 Ⅰ-1-310-847 積丹美国町 2  

急 026 Ⅰ-1-311-848 積丹美国町 3  

急 027 Ⅰ-1-312-849 積丹美国町 4  

急 028 Ⅰ-1-313-850 積丹美国町 5  

急 029 Ⅰ-1-314-851 積丹美国町 6  

急 030 Ⅰ-1-315-852 積丹美国町 7  

急 031 Ⅰ-1-316-853 積丹美国町 9  

急 032 Ⅰ-1-317-854 積丹幌武意町 1  

急 033 Ⅰ-1-318-855 積丹幌武意町 2  

急 034 Ⅰ-1-319-856 積丹幌武意町 4  

急 035 Ⅰ-1-320-857 積丹幌武意町 6  

急 036 Ⅰ-1-321-858 積丹幌武意町 8  

急 037 Ⅰ-1-322-859 積丹入舸町 1  

急 038 Ⅰ-1-323-860 積丹入舸町 2  

急 039 Ⅰ-1-324-861 積丹入舸町 6  

急 040 Ⅰ-1-325-862 積丹日司町 有 

急 041 Ⅰ-1-326-863 積丹日司町 2  

急 042 Ⅰ-1-327-864 積丹日司町 3  

急 043 Ⅰ-1-328-865 積丹日司町 4  

急 044 Ⅰ-1-329-866 積丹日司町 5  

急 045 Ⅰ-1-330-867 積丹日司町 6  

急 046 Ⅰ-1-331-868 積丹日司町 8  

急 047 Ⅰ-1-332-869 積丹野塚町 4  

急 048 Ⅰ-1-333-870 積丹西河町 2  

急 049 Ⅰ-1-334-871 積丹来岸町 2  

急 050 Ⅰ-1-335-872 積丹来岸町 3  

急 051 Ⅰ-1-336-873 積丹来岸町 4  

急 052 Ⅰ-1-337-874 積丹余別町 1  

急 053 Ⅰ-1-338-875 積丹余別町 2  

急 054 Ⅰ-1-339-876 積丹余別町 3  

急 055 Ⅰ-1-340-877 積丹余別町 4  

急 056 Ⅰ-1-341-878 積丹神岬町 3  
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図番号 箇所番号 箇所名 工事有無 

急 057 Ⅰ-1-342-879 積丹神岬町 4  

急 058 Ⅰ-1-343-880 積丹神岬町 6  

急 063 Ⅱ-1-112-665 積丹幌武意町 3  

急 064 Ⅱ-1-113-666 積丹幌武意町 5  

急 065 Ⅱ-1-114-667 積丹幌武意町 7  

急 066 Ⅱ-1-115-668 積丹入舸町 3  

急 067 Ⅱ-1-116-669 積丹入舸町 4  

急 068 Ⅱ-1-117-670 積丹入舸町 5  

急 069 Ⅱ-1-118-671 積丹日司町 1  

急 070 Ⅱ-1-119-672 積丹日司町 7  

急 071 Ⅱ-1-120-673 積丹野塚町 1  

急 072 Ⅱ-1-121-674 積丹野塚町 2  

急 073 Ⅱ-1-122-675 積丹野塚町 3  

急 074 Ⅱ-1-123-676 積丹西河町 1  

急 075 Ⅱ-1-124-677 積丹来岸町 1  

急 076 Ⅱ-1-125-678 積丹来岸町 5  

急 077 Ⅱ-1-126-679 積丹神岬町 1  

急 078 Ⅱ-1-127-680 積丹神岬町 2  

急 079 Ⅱ-1-128-681 積丹神岬町 5  

急 080 Ⅱ-1-129-682 積丹神岬町 7  

積丹町 計 52箇所 

 

※急傾斜地崩壊危険箇所：傾斜度 30°以上、高さ５ｍ以上の急傾斜地で、保全人家等が現にあるもの及
び住宅の立地が見込まれるもの 
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■土石流危険渓流一覧 

図番号 箇所番号 箇所名 工事有無 

土 011 Ⅰ-13-0380 厚苫川  

土 012 Ⅰ-13-0440 岬沢川  

土 013 Ⅰ-13-0480 湯の沢  

土 014 Ⅰ-13-0520 神社の川  

土 015 Ⅱ-13-0390 白岩川  

土 016 Ⅱ-13-0400 ビバラ川  

土 017 Ⅱ-13-0410 焼野左 1号川  

土 018 Ⅱ-13-0420 茶津一の川  

土 019 Ⅱ-13-0430 茶津川  

土 020 Ⅱ-13-0450 日司左 1号の沢  

土 021 Ⅱ-13-0460 今井沢川  

土 022 Ⅱ-13-0470 白川の沢  

土 023 Ⅱ-13-0490 西川七号沢  

土 024 Ⅱ-13-0500 ゴロタ川  

土 025 Ⅱ-13-0510 滝の川  

土 026 Ⅱ-13-0530 来岸トンネル沢  

土 027 Ⅱ-13-0540 柾泊川  

積丹町 計 17渓流 

※土石流危険渓流：渓床勾配３°以上の谷地形を有する渓流で、保全人家等が現にあるもの及び住宅の立
地が見込まれるもの。 
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４．避難に関すること 

資料 4-1 避難指示等の発令基準 

指示等 
状況 
 
 

町民 
行動 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
対象災害 

高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 

・要配慮者及び特に避難行動
に時間を要する者が避難行
動を開始しなければならな
い段階であり、人的被害の
発生する可能性が高まった
状況 

・通常の避難行動ができる者
が避難行動を開始しなけれ
ばならない段階であり、人
的被害の発生する可能性が
明らかに高まった状況 

・前兆現象の発生や現在の切
迫した状況から、人的被害
の発生する危険性が極めて
高いと判断された状況 

【町民に求める行動】 【町民に求める行動】 【町民に求める行動】 

・要配慮者等は避難する 
・要配慮者以外の者は、避難
の準備をし、自発的に避難
する 

・指定緊急避難場所等への避
難を基本とする避難行動を
とる 

・災害が発生するおそれが極
めて高い状況等となってお
り、緊急に避難する 

・すでに災害が発生している
状況であり、命を守るため
の最善の行動をとる 

土砂災害
（※１） 

・大雨警報（土砂災害）が発表
され、メッシュ情報（※３）
で大雨警報の発表基準を超
過した場合 

・土砂災害の前兆現象（落石
など）の発見など、避難準備
を要すると認められる場
合。 

・「土砂災害警戒情報」が発表
されたとき 

・土砂災害の前兆現象（湧き
水・地下水の濁り、渓流の水
量の変化、土地の亀裂等）が
発見された場合 

・「土砂災害警戒情報」が発表
され、かつメッシュ情報で
土砂災害警戒情報の基準を
超過した場合 

・「記録的短時間大雨情報」が
発表された場合 

・土砂災害の前兆現象（既に
他で土砂災害が発生してい
る）が発見された場合 

地震・津波
（※２） 

  
・「津波注意報、津波警報、大
津波警報」が発表された場
合 

水害 

・美国川テレメーター水位が
「はん濫注意水位」を超過
し、さらに美国川の増水が
予想される場合 

・河川のはん濫が予想される
場合（美国川、積丹川、余別
川の流域雨量指数基準が
「警戒基準=10」を越える予
想の場合など) 

・美国川テレメーター水位が
「避難判断水位」を超過し、
さらに美国川の増水が予想
される場合 

・住民の生命に危険が迫るよ
うな河川のはん濫が起こっ
た場合 

・河川管理施設（堤防）に漏
水、亀裂等が確認された場
合 

・床下浸水や道路冠水が発生
しそうな状況で被害の可能
性が明らかに高まった場合 

・「記録的短時間大雨情報」が
発表されたとき 

・美国川テレメーター水位が
「はん濫危険水位」を超過
した場合 

・河川の堤防決壊、はん濫な
ど住民の生命に危険が非常
に迫っている場合 

・床下浸水や通行に支障をき
たす道路冠水が発生し、被
害の拡大が極めて高まった
場合 

・「特別警報」が発表された場
合 

大規模災害 

・大規模な火災など災害によ
り住民の生命に危険が迫る
恐れのある場合 

・大規模な火災など災害によ
り住民の生命に危険が迫っ
ている場合 

・大規模な火災など災害によ
り住民の生命に危険が非常
に迫っている場合 

原子力災害 

・泊原子力発電所で施設敷地
緊急事態（EAL（SE））が発
生した場合 

・泊原子力発電所で全面緊急
事態（EAL（GE））が発生し
た場合 

・泊原子力発電所で避難を要
する事態（OIL2など）が発
生した場合 

※１、※２：避難勧告等の判断・伝達マニュアル 

※３：北海道土砂災害警戒システムの判定メッシュ情報  
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資料 4-2 避難場所一覧 

（注：洪水・土砂災害は対象外）（世帯・人口：令和３年 12月 31日現在） 

NO 名  称 所在地 
面積
(㎡) 

収容 
人数 

管理 
責任者 

電話 
番号 

災害種別の 
適応 

指定緊急 
避難場所 
（地震） 

避難対象 

地区 世帯 人口 

１ 小泊野営場駐車場 
美国町字小泊

29番地 70 
2,132 533 － 

44-2111 
44-3215 

地震・津
波 

○ 
厚苫、小
泊 

30  54 

２ 研修センター敷地 
美国町字小泊

115番地５ 
1,910 477 教育長 44-3446 

地震・津

波 

○ 
寺町、常
盤 

109 174 

３ 
美国小泊共同墓地
広場 

美国町字美良

波 1番地 
17,604 4,401 町長 44-2111 ○ 

４ 総合文化センター 
美国町字船澗

48番地 12 
2,407 1,203 町長 44-2111 

地震・津

波 
○ 

柳町、浜
町、茶津 

111 196 ５ 黄金岬遊歩道 
美国町国有無

番地 
300 75 － 44-2111 

地震・津

波 
○ 

６ 憩いの広場 
美国町字大沢

326番地１ 
8,600 2,150 町長 44-2111 地震 ○ 

７ 
研修広場(美国小学
校グラウンド) 

美国町字大沢

213番地１ 
15,330 3,832 教育長 

44-2044 
44-2115 

地震・津

波 
○ 

山岸、西
浦、多茂
木 

223 402 

８ 
美国中学校グラウ
ンド 

美国町字大沢

344番地１ 
13,121 3,280 学校長 44-2047 

地震・津

波 
○ 

東浦、栄
町 

120 206 

９ 
Ｂ＆Ｇ海洋センタ
ー駐車場 

美国町字船澗

1458番地３ 
8,164 2,041 教育長 44-3260 地震 ○ 

中央、西
仲 

 53 91 

10 
Ｂ＆Ｇ防災拠点広
場 

美国町字大沢

784番地 1 
2,495 623 町長 44-2111 地震 ○ 

11 婦美会館広場 
婦美町字婦美

519番地 
6,603 1,650 町長 

44-2620 
44-2111 

地震・津

波 
○ 

婦美、丸
山 

 49 92 

12 
旧幌武意小学校グ
ラウンド 

幌武意町 44

番地 
3,179 794 〃 44-2111 

地震・津

波 
○ 幌武意  28 53 

13 
旧入舸小学校グラ
ウンド 

入舸町字沢

199番地 
6,224 1,556 〃 44-2111 

地震・津

波 
○ 

入舸  49 85 

14 島武意駐車場 

入舸町字出岬

町山ノ上 472

番地 21 

2,231 557 〃 44-2111 
地震・津

波 
○ 

15 
日司地区緑地広場
(日司小学校グラウ
ンド)  

日司町字日和

山 120番地 
6,500 1,625 学校長 45-6075 

地震・津

波 
○ 

日司  60 124 

16 
日司みなと防災セ
ンター 

日司町 127番

地 
341 170 町長 45-6205 

地震・津

波 
○ 

17 
野塚小学校グラウ
ンド 

野塚町 326番

地 
5,835 1,458 学校長 45-6009 

地震・津

波 
○ 

野塚、日
司泊 

 86 163 

18 野塚児童公園 
野塚町 199番

地  
1,982 495 町長 

45-6904 
44-2111 

地震 ○ 

19 岬の湯しゃこたん 

野塚町字ウエ

ント川の上

229番地１ 

485 121 〃 47-2050 
地震・津

波 
○ 

20 
岬の湯しゃこたん
駐車場 

野塚町字ウエ

ント川の上

229番地１ 

6,699 1,674 〃 47-2050 
地震・津

波 
○ 
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NO 名  称 所在地 
面積
(㎡) 

収容 
人数 

管理 
責任者 

電話 
番号 

災害種別の 
適応 

指定緊急 
避難場所 
（地震） 

避難対象 

地区 世帯 人口 

21 
来岸町旧小学校グ
ラウンド用地 

来岸町 84番

地 
1,350 337 〃 

44-2111 
46-5036 

地震 ○ 
来岸、西
河 

 30  63 

22 
余別小学校グラウ
ンド 

余別町字沢

544番地１ 
2,100 525 学校長 46-5002 地震 ○ 

余別、草
内 

 77 131 

23 雙源寺前広場 

余別町 49番

地 2、213番

地 

1,000 250 － 44-2111 
地震・津

波 
○ 

24 
緑地広場(神岬会館
広場) 

神岬町字尾根

内 60番地 
1,530 382 〃 

46-5054 
44-2111 

地震・津

波 
○ 神岬  13 27 

計 24箇所（内 3箇所は指定避難所を兼ねる） 
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資料 4-3 避難所一覧 

（世帯・人口：令和３年 12月 31日現在） 

NO 施設名 所在地 

施
設
の
構
造 

施設面積
（㎡） 

収
容
人
員 

責
任
者 

電
話
番
号 

避難所の適応 
注：洪水・土砂災
害はその時の状況

による 

指
定
避
難
所 

避難対象 

延面
積 

収容 
面積 

地区 世
帯 

人口 

１ 美国小学校 
美国町字大沢
214番地甲の
１ 

RC 4,016 2,905 1,452 学校長 
44-
2044 

地震、津波、洪
水 

○ 山岸､東
浦、西
浦、栄
町､多茂
木、常
盤、小泊 

419 726 ２ 美国中学校 
美国町字大沢
351番地１ RC.S 3,673 1,441 720 〃 

44-
2047 

地震、津波、洪
水、土砂災害 

○ 

３ 
Ｂ＆Ｇ海洋
センター 

美国町字大沢
329番地２ 

RC.S 1,542 1,416 708 教育長 44-
3260 

地震、土砂災害  

４ 看視舎 
美国町字ヤケ
ノ 804番地 

W 68 58 29 町長 － 津波、洪水、土
砂災害 

 川上 12 22 

５ 
研修センタ
ー 

美国町字美良
波 115番地５ R 567 442 221 教育長 

44-
3466 

津波、洪水、土
砂災害 

 
厚苫、小
泊、寺町 93 164 

６ 
総合文化セ
ンター 

美国町字船澗
48番地 12 RC.S 3,275 2,407 1,203 町長 

44-
2111 地震、洪水 ○ 

柳町、浜
町、茶
津、西
仲、中
央、東
浦、西
浦、栄
町、多茂
木 

444 783 

７ 婦美会館 
婦美町字婦美
519番地 W 507 320 160 〃 

44-
2620 

津波、洪水、土
砂災害 

 婦美 39 72 

８ 丸山会館 
野塚町字丸山
1101番地１ 

W 245 211 105 〃 45-
6303 

津波、洪水、土
砂災害 

 丸山 10 20 

９ 
旧幌武意小
学校 

幌武意町字番
屋の沢 27番地
1 

RC 
S.W 

909 695 347 学校長 45-
6179 

地震、津波、洪
水 

 

幌武意 28 53 

10 寿の家 
幌武意町字番
屋の沢 24番地
1 

W 247 201 100 町長 45-
6233 

津波、洪水、土
砂災害 

 

11 
旧入舸小学
校 

入舸町 158番
地１ 

RC.S 1,139 775 387 学校長 45-
6037 

地震、津波、洪
水 

 

入舸 49 85 

12 入舸会館 
入舸町 487番
地１ W 338 226 113 町長 

45-
6556 洪水  

13 日司小学校 
日司町 
233番地１ RC.S 1,173 880 440 学校長 

45-
6075 

地震、津波、洪
水、土砂災害 

○ 

日司 60 124 

14 

日司みなと
防災センタ
ー 

日司町 127番
地 

RC 427 341 170 町長 45-
6205 

地震、津波、洪
水、土砂災害 

○ 

15 野塚小学校 
野塚町 326番
地 

S.W 1,283 1,016 508 学校長 45-
6009 

津波、洪水、土
砂災害 

 

野塚、日
司泊 86 163 

16 
克雪管理セ
ンター 

野塚町字新道
220番地１ 

RC.W 412 233 116 町長 45-
6904 

地震、洪水、土
砂災害 

 

17 

野塚地区ふ
れあい交流
館 

野塚町字新道
220番地１ W 283 198 99 町長 

45-
6904 

地震、洪水、土
砂災害 

 

18 
岬の湯しゃ
こたん 

野塚町字ウエ
ント川の上
212番地１ 

RC.W 2,019 485 242 〃 47-
2050 

地震、津波、洪
水、土砂災害 

○ 

19 来岸会館 
来岸町 21番地
７ 

W 224 165 82 〃 46-
5036 

洪水  来岸、西
河 

30 63 

20 

余別地区コ
ミュニティ
センター 

余別町字沢
544番地１ 

W 446 233 116 〃 

46-
5476 
46-
5004 

地震、洪水  余別、草
内 

77 131 
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NO 施設名 所在地 

施
設
の
構
造 

施設面積
（㎡） 

収
容
人
員 

責
任
者 

電
話
番
号 

避難所の適応 
注：洪水・土砂災

害はその時の状況
による 

指
定
避
難
所 

避難対象 

延面
積 

収容 
面積 

地区 世
帯 

人口 

21 余別小学校 
余別町字沢
544番地１ 

RC.S 1,394 890 445 学校長 46-
5002 

地震、洪水 
 

22 神岬会館 
神岬町 39番地
1 W 376 328 164 町長 

46-
5054 津波、洪水 

 
神岬 13 27 

計 22箇所 

 

 

 

■参考：「指定緊急避難場所」と「指定避難所」について 

 

「指定緊急避難場所」 

指定緊急避難場所は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるた

めの避難場所として、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施

設又は場所を市町村長が指定する（災害対策基本法第 49条の４）。 

指定緊急避難場所のうち、津波に係るものについては、災害対策基本法施行令に定める基準と

して、以下の２つのいずれかを満たすこととされている（災害対策基本法施行令第 20条の３）。 

 

①津波が発生した場合において安全な区域内にあること（例：高台など）。 

②津波が発生した場合において安全な区域外にある施設（例：津波避難ビル）については、以下

の全てを満たすこと。 

・津波により生ずる水圧等によって構造耐力上支障のある事態を生じない構造であること。 

・想定される津波の水位以上の高さに避難スペースが配置され、かつ、当該スペースまでの避

難上有効な階段等があること。 

・地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合するものであること。 

 

「指定避難所」 

指定避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間

滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設として

市町村長が指定する（災害対策基本法第 49 条の７）。 

指定避難所の政令による基準は、以下の全てを満たすこととなっている（災害対策基本法施行

令第 20条の６）。 

・被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであること。 

・速やかに、被災者等を受け入れ、または生活関連物資を配布することが可能なものであるこ

と。 

・想定される災害の影響が比較的少ない場所にあること。 

・車両などによる輸送が比較的容易な場所にあること。 
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資料 4-4 福祉避難所一覧 

NO 施設名 所在地 
収容
人員 

責任者 電話番号 
避難所の適応 

注：洪水・土砂災害は 
その時の状況による 

１ 国民健康保険診療所 
美国町字小泊
52番地 

8 町長 44-2175 地震、津波、洪水、土砂災
害 

２ 

地域密着型特別養護
老人ホーム ゆうる
り 

美国町字大沢
326番地１ 

10 よいち福祉会 
理事長 

48-5201 地震、津波、土砂災害 
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資料 4-5 ヘリコプター着陸可能地一覧 

施 設 名 所 在 地 
以下の地点からの 

方向及び距離 
広さ 施設管理者 

研修広場 

(美国小学校グラウンド) 

美国町字大沢 

213番地１ 

美国小学校 

北東隣接 
120m×120m 

積丹町 

教育委員会 

美国中学校グラウンド 
美国町字大沢 

344番地１ 

美国中学校 

北東隣接 
120m×110m 〃 

野塚小学校グラウンド 
野塚町 

326番地 

野塚小学校 

北北東隣接 
60m×70m 〃 

日司地区緑地広場 

(日司小学校グラウンド) 

日司町字日和山 

120番地 

日司小学校から 

西南西へ 70m 
90m×90m 〃 

余別小学校グラウンド 
余別町字沢 

544番地１ 

余別小学校 

北東隣接 
70m×100m 〃 

旧幌武意小学校グラウンド 
幌武意町 

44番地 

旧幌武意小学校 

北東隣接 
60m×50m 積丹町 

旧入舸小学校グラウンド 
入舸町字沢 

199番地 

旧入舸小学校 

北東隣接 
60m×60m 〃 
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資料 4-6 水防倉庫及び水防用備蓄資機材等 

■水防倉庫及び水防用備蓄資機材 

地区名 所在 
土のう用

袋 
縄 鉄線 

カケ
ヤ 

スコ
ップ 

ツル
ハシ 

鎌 なた のこ 

美国 

北後志消防組合 

1,250  1 1 31 2 8  2 積丹支署 

第 1分団 

幌武意 第 2分団 200 1 1  9  2   

入舸 第 3分団 250    8  2   

日司 第 4分団 200    6  2   

野塚 

北後志消防組合 

640  1  12  5   積丹支署野塚分遣所 

第 5分団 

来岸 第 6分団 200 1   9  2   

余別 第 7分団 300  1  10     

神岬 第 8分団 300  1  9     

合計 3,340 2 5 1 94 2 21 0 2 

 

■民間等からの調達可能な水防資機材 

調達先 住所 電話番号 調達できる資材 

新おたる農業協同組合 

積丹事業所 

積丹町大字 

美国町 
0135-44-2211 

土のう用袋、スコップ、縄、丸太、くい

等 
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５．応急対策等の実施にあたっての要綱等 

資料 5-1 災害情報等報告取扱要領 

 

災害情報等報告取扱要領 

 

町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、次に定めるところにより災害情報及び

被害状況報告（以下「災害情報等」という。）を後志総合振興局長に報告する。 

１ 報告の対象 

災害情報等の報告の対象は、おおむね次に掲げる。 

(1) 人的被害、住家被害が発生したもの 

(2) 救助法の適用基準に該当する程度のもの 

(3) 災害に対し、国及び北海道の財政援助等を要すると思われるもの 

(4) 災害が当初軽微であっても、今後拡大し、発展するおそれがある場合、又は広域的な災害で町

内の被害が軽微であっても総合振興局地域全体から判断して報告を要すると認められるもの 

(5) 地震が発生し、震度４以上を記録したもの 

(6) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて、報告の必要があると認められるもの 

(7) その他特に指示があった災害 

２ 報告の種類及び内容 

(1) 災害情報 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、災害情報報告の様式により速やかに報告す

る。 

この場合、災害の経過に応じ把握した事項を逐次報告する。 

(2) 被害状況報告 

被害状況報告は、次の区分により行う。ただし、指定行政機関及び指定公共機関の維持管理す

る施設等（住家を除く)については除く。 

ア 速報 

被害発生後、直ちに被害状況報告の様式により件数のみ報告する。 

イ 中間報告 

被害状況が判明次第、被害状況報告の様式により報告する。 

なお、報告内容に変更を生じたときは、その都度報告する。ただし、報告の時期等について

特に指示があった場合はその指示による。 

ウ 最終報告 

応急措置が完了した後、15日以内に被害状況報告の様式により報告する。 

ただし、被害金額の把握等が困難な場合は、15日を超えることができる。 

(3) その他の報告 

災害の報告は、(1)及び(2)によるほか、法令等の定めに従い、それぞれ所要の報告を行う。 

３ 報告の方法 

災害情報及び被害状況報告（速報及び中間報告）は、電話又は無線等により迅速に行う。 
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４ 被害状況判定基準 

被害状況の判定基準は、災害状況報告の被害区分と判断基準のとおりとする。 

■ 災害情報報告 

※ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、本様式により速やかに報告すること。 

災 害 情 報 

報告日時 月  日  時現在 発受信日時 月  日  時  分 

発信機関(総合振興

局・市町村名等) 
 

受信機関(総合振

興局・市町村名等) 
 

発信者 

（職・氏名） 
 

受信者 

（職・氏名） 
 

発生場所 
 

 

発生日時    月  日  時  分   災害の原因  

気

象

等

の

状

況 

雨 量  

河 川 水 位  

潮 位 波 高  

風 速  

そ の 他  

ラ

イ

フ

ラ

イ

ン

関

係

の

状

況 

道 路  

鉄 道  

電 話  

水 道 
（ 飲 料 水 ）  

電 気  

そ の 他  

(1) 災害対策本部

等の設置状況 

（名   称） 

（設置日時）    月   日   時   分設置 

 

（名   称） 

（設置日時）    月   日   時   分設置 

(2) 災害救助法の 

適用状況 

地区名 被害棟数 罹災世帯 罹災人数 

    

（救助実施内容） 
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応

急

措

置

の

状

況 

（3） 

避 難 の 状

況 

 地区名 避難場所 人 数 日 時 

自
主
避
難 

    

高
齢
者
等
避
難 

    

避
難
指
示 

    

緊
急
安
全
確
保 

    

（4） 

自 衛 隊 派

遣 要 請 の

状況 

 

（5） 

応急対策 

出動人員 

(ｱ) 出動人員 (ｲ) 主な活動状況 

市町村職員 名 

 

消防職員 名 

消防団員 名 

その他（住民等） 名 

計 名 

その他（今後の見通し等） 

注）欄に記入しきれない場合は、適宜別葉に記載し報告すること。  
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■被害状況報告 

被 害 状 況 報 告 （ 速報 中間 最終 ） 

   月  日  時現在 

災害発生日時   月  日  時  分 災害の原因  

災害発生場所  

発
信 

機関（市町村）名  
受

信 

機関（市町村）名  

職・氏名  職・氏名  

発信日時   月  日  時  分 発信日時   月 日  時  分 

 

項  目 件数等 
被害金額 
（千円） 

項  目 件数等 
被害金額 
（千円） 

①
人
的
被
害 

死 者 人  
※個人別の氏

名、性別、年令、

原因は、補足資

料で報告 

⑤
土
木
被
害 

道工事 

河 川 箇所   

行方不明 人  海 岸 箇所   

重 傷 人  砂防設備 箇所   

軽 傷 人  地すべり 箇所   

計 人  急傾斜地 箇所   

②
住
家
被
害 

全 壊 

棟   道 路 箇所   

世帯   橋 梁 箇所   

人   小 計 箇所   

大規模半壊 

棟   

市町村 
工 事 

河 川 箇所   

世帯   道 路 箇所   

人   橋 梁 箇所   

半 壊 

棟   小 計 箇所   

世帯   港 湾 箇所   

人   漁 港 箇所   

一部破損 

棟   下水道 箇所   

世帯   公 園 箇所   

人   崖くずれ 箇所   

床上浸水 

棟   計 箇所   

世帯   

⑥
水
産
被
害 

漁船 

水没流出 隻   

人   破 損 隻   

床下浸水 

棟   計 隻   

世帯   漁港施設 箇所   

人   共同利用施設 箇所   

計 

棟   その他施設 箇所   

世帯   漁具（網） 件   

人   水産製品 件   

③
非
住
家
被
害 

全
壊 

公共建物 棟   その他 件   

その他 棟   計    

半
壊 

公共建物 棟   

⑦
林
業
被
害 

道有林 

林 地 箇所   

その他 棟   治山施設 箇所   

計 
公共建物 棟   林 道 箇所   

その他 棟   林産物 箇所   

④
農
業
被
害 

農 
地 

田 
流出・埋没 ha   その他 箇所   

冠水 ha   小 計 箇所   

畑 
流出・埋没 ha   

一般 
民有林 

林 地 箇所   

冠水 ha   治山施設 箇所   

農 
作 

田 ha   林 道 箇所   

畑 ha   林産物 箇所   

農業用施設 箇所   その他 箇所   

共同利用施設 箇所   小 計 箇所   

営農施設 箇所   計 箇所   

畜産被害 箇所        

その他 箇所        

計         
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項  目 件数等 
被害金額 

（千円） 
項  目 件数等 

被害金額 

（千円） 

⑧
衛
生
被
害 

水  道 箇所   ⑪社会教育施設被害 箇所   

病院 
公 立 箇所   

⑫社会福祉

施設等被害 

公 立 箇所   

個 人 箇所   法 人 箇所   

清掃

施設 

一般廃棄物処理 箇所   計 箇所   

し尿処理 箇所   ⑬
そ
の
他 

鉄道不通 箇所   

火葬場 箇所   鉄道施設 箇所   

計 箇所   被害船舶（漁船除く） 隻   

⑨
商
工
被
害 

商 業 件   空 港 箇所   

工 業 件   水 道 戸   

その他 件   電 話 回線   

計 件   電 気 戸   

⑩ 

公立文

教施設

被害 

小学校 箇所   ガ ス 戸   

中学校 箇所   ブロック塀等 箇所   

高 校 箇所   都市施設 箇所   

その他文教施設 箇所   計    

計 箇所   被害総額    

公共施設被害市町村数 団体   

火災発生 

建 物 件   

罹災世帯数 世帯   危険物 件   

罹災者数 人   その他 件   

消防職員出動延人数 人   消防団員出動延人数 人   

災害対策本部の 

設置状況 

道（総合振興局） 

市町村名 名  称 設置日時 廃止日時 

    

災害救助法 

適用市町村名  

補足資料（※別様で報告） 

 ○災害発生場所 

 ○災害発生年月日 

 ○災害の種類概況 

 ○人的被害（個人別の氏名、性別、年令、住所、職業、被災場所、原因） →個人情報につき取扱い注意 

 ○応急対策の状況 

   ・避難指示等の状況 

   ・避難所の設置状況 

   ・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況 

   ・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況 

   ・自衛隊の派遣要請、出動状況 

   ・災害ボランティアの活動状況 ほか 
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■ 災害状況報告 

災害状況 （中間・最終） 報告集計表 
 

災害・事故名  
 

総合振興局     年   月   日   時現在 

項  目 件数等 
被害金額 

（千円） 
項  目 件数等 

被害金額 

（千円） 

①
人
的
被
害 

死 者 人   

⑤
土
木
被
害 

道工事 

河 川 箇所   

行方不明 人   海 岸 箇所   

重 傷 人   砂防設備 箇所   

軽 傷 人   地すべり 箇所   

計 人   急傾斜地 箇所   

②
住
家
被
害 

全 壊 

棟   道 路 箇所   

世帯   橋 梁 箇所   

人   小 計 箇所   

大規模半壊 

棟   

市町村 

工 事 

河 川 箇所   

世帯   道 路 箇所   

人   橋 梁 箇所   

半 壊 

棟   小 計 箇所   

世帯   港 湾 箇所   

人   漁 港 箇所   

一部破損 

棟   下水道 箇所   

世帯   公 園 箇所   

人   崖くずれ 箇所   

床上浸水 

棟   計 箇所   

世帯   

⑥
水
産
被
害 

漁船 

水没流出 隻   

人   破 損 隻   

床下浸水 

棟   計 隻   

世帯   漁港施設 箇所   

人   共同利用施設 箇所   

計 

棟   その他施設 箇所   

世帯   漁具（網） 件   

人   水産製品 件   

③
非
住
家
被
害 

全

壊 

公共建物 棟   その他 件   

その他 棟   計    

半

壊 

公共建物 棟   

⑦
林
業
被
害 

道有林 

林 地 箇所   

その他 棟   治山施設 箇所   

計 
公共建物 棟   林 道 箇所   

その他 棟   林産物 箇所   

④
農
業
被
害 

農 

地 

田 
流出・埋没 ha   その他 箇所   

冠水 ha   小 計 箇所   

畑 
流出・埋没 ha   

一般 

民有林 

林 地 箇所   

冠水 ha   治山施設 箇所   

農 

作 

田 ha   林 道 箇所   

畑 ha   林産物 箇所   

農業用施設 箇所   その他 箇所   

共同利用施設 箇所   小 計 箇所   

営農施設 箇所   計 箇所   

畜産被害 箇所        

その他 箇所        

計         
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項目 件数等 
被害金額 

（千円） 
項目 件数等 

被害金額 

（千円） 

⑧
衛
生
被
害 

水  道 箇所   ⑪社会教育施設被害 箇所   

病院 
公 立 箇所   ⑫社会福

祉施設等

被害 

公 立 箇所   

個 人 箇所   法 人 箇所   

清掃 

施設 

一般廃

棄物処

理 

箇所   計 箇所   

し尿処

理 
箇所   

⑬
そ
の
他 

鉄道不通 

鉄道不通 
箇所   

火葬場 箇所   鉄道施設 箇所   

計 箇所   
被害船舶 

（漁船除く） 
隻   

⑨
商
工
被
害 

商 業 件   空 港 箇所   

工 業 件   水 道 戸   

その他 件   電 話 回線   

計 件   電 気 戸   

⑩
公
立
文
教
被
害 

小学校 箇所   ガ ス 戸   

中学校 箇所   ブロック塀

等 

箇所   

高 校 箇所   都市施設 箇所   

その他文教施設 箇所   計    

計 箇所   被害総額    

公共施設被害市町村数 団体   

火災発生 

建 物 件   

罹災世帯数 世帯   危険物 件   

罹災者数 人   その他 件   

消防職員出動延人数 人   消防団員出動延人数 人   

災害対策本部

の設置状況 

道（総合振興局） 

市町村名 名  称 設置日時 廃止日時 

    

災害救助法 

適用市町村名 
 

補足資料（※別様で報告） 

○災害発生場所 

○災害発生年月日 

○災害の種類概況 

○人的被害（個人別の氏名、性別、年令、住所、職業、被災場所、原因）→個人情報につき取扱い注意 

○応急対策の状況 

・避難指示等の状況 

・避難所の設置状況 

・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況 

・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況 

・自衛隊の派遣要請、出動状況 

・災害ボランティアの活動状況ほか 
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■ 被害区分と判断基準 

被害区分 判断基準 

①

人

的

被

害 

死者 

 当該災害が原因で死亡した死体を確認したもの。又は死体を確認することができないが死亡し

たことが確実なもの 

(1)当該災害により負傷し、死亡した者は、当該災害による死亡者とすること。 

(2)Ｃ町のものが隣接のＤ町に滞在中、当該災害によって死亡した場合は、Ｄ町の死亡者として

取り扱うこと(行方不明、重傷、軽傷についても同じ。）。 

(3)氏名、性別、年令、職業、住所、原因を調査し町と警察調査が一致すること。 

行方不明 
 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるもの 

(1)死者欄の(2)(3)を参照すること。 

重傷者 

 災害のため負傷し、１ヶ月以上医師の治寮を受け、又は受ける必要のあるもの 

(1)負傷の程度は医師によるものとし、診断後入院、通院、自宅治療等が１ヶ月以上に及ぶもの

を重傷者とすること。 

(2)死者欄の(2)(3)を参照すること。 

軽傷者 

 災害のため負傷し、１ヶ月未満の医師の治療を受け、又は受ける必要のあるもの 

(1)負傷の程度は医師によるものとし、診断後入院、通院、自宅治療等が１ヶ月未満であるもの

を軽傷者とすること。 

(2)死者欄(2)(3)を参照すること。 

②

住

家

被

害 

住家 

 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない 

(1)物置、倉庫等を改造して居住している場合は、住家とみなすこと。 

(2)商品倉庫等の一部を管理人宿舎として使用している場合で、商品倉庫、管理人宿舎ともに半

壊した場合、住家の半壊１、商工被害１として計上すること。 

(3)住家は社宅、公宅(指定行政機関及び指定公共機関のもの）を問わず全てを住家とすること。 

世帯 

 生活を一つにしている実際の生活単位。寄宿舎、下宿その他これ等に類する施設に宿泊するも

ので共同生活を営んでいる者は、原則としてその寄宿舎等を１世帯とすること。 

(1)同一家屋内に親子夫婦が生活の実態を別々にしている場合は、２世帯とすること。 

全壊 

 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、

焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの

で、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の 70％

以上に達した程度のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合

で表し、その住家の損害割合が 50％以上に達した程度のもの 

(1)被害額の算出は、その家屋(畳、建具を含む)の時価とし、家財道具の被害は含まないこと。 

大規模半壊 

構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが

困難なもの。具体的には，損壊部分がその住家の延床面積の 50％以上 70％未満のもの，又は住

家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し，その住家の損害割合が

40％以上 50％未満のもの 

(1)被害額の算出は、その家屋(畳、建物を含む)の時価に減損耗率を乗じた額とし、家財道具の

被害は含まないこと。 

半壊 

 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしい

が、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面

積の 20％以上 70％未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損

害割合で表し、その住家の損害割合が 20％以上 50％未満のもの 

(1)被害額の算出は、その家屋(畳、建具を含む)の時価に減損耗率を乗じた額とし、家財道具の

被害は含まないこと。 

一部破損 

 全壊、半壊、床上浸水及び床下浸水に該当しない場合であって、建物の一部が破損した状態で、

居住するためには、補修を要する程度のもの 

(1)被害額の算出は、その家屋(畳、建物を含む)の時価に減損耗率を乗じた額とし、家財道具の

被害は含まないこと。 

床上浸水 

 住家が床上まで浸水又は土砂等が床上まで堆積したため、一時的に居住することができない状

態となったもの 

(1)被害額の算出は、床上浸水によって家屋（畳、建具を含む）が破損した部分の損害額とし、

家財道具の被害、土砂及び汚物等の除去に要する経費は含まないこと。 
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被害区分 判断基準 

床下浸水 

住家が床上浸水に達しないもの 

(1)被害額の算出は、床下浸水によって家屋が破損した部分の損害額とし、土砂及び汚物等の除

去に要する経費は含まないこと。 

③

非

住

家

被

害 

非住家 

非住家とは住家以外の建物で、この報告中他の被害項目に属さないもの 

これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とすること。 

(1)公共建物とは、役場庁舎、集会施設等の公用又は公共の用に供する建物をいう。なお、指定

行政機関及び指定公共機関の管理する建物は含まないこと。 

(2)その他は、公共建物以外の神社、仏閣、土蔵、物置等をいうこと。 

(3)土蔵、物置とは、生活の主体をなす主家に附随する建物の意味であって、営業用の倉庫等

は、その倉庫の用途に従って、その他の項目で取り扱うこと。 

(4)被害額の算出は、住家に準ずること。 

④

農

業

被

害 

農地 

農地被害は、田畑が流失・埋没等のため農耕に適さなくなった状態 

(1)流失とは、その田畑の筆における耕土の厚さ 10%以上が流出した状態 

(2)埋没とは粒径１㎜以下にあっては２㎝、粒径 O.25㎜以下の土砂にあっては５㎝以上流入し

た状態 

(3)埋没等の等とは、地震による土地の隆起、陥没又は干ばつ等 

(4)被害額の算出は農地の原形復旧に要する費用又は、農耕を維持するための最小限度の復旧に

要する費用とし、農作物の被害は対象外 

農作物 

農作物が農地の流失、埋没等及び浸冠水・倒伏によって生じた被害 

(1)浸冠水とは、水、土砂等によって相当期間(24時間以上)作物等が地面に倒れている状態 

(2)倒伏とは、風のため相当期間(24時間以上）作物等が地面に倒れている状態をいうこと。 

(3)被害額の算出は、災害を受けなかったとしたならば得たであろう金額を推定積算すること。 

農業用施設 頭首工、水路、揚水機、堤防、道路、橋梁、その他農地保全施設の被害 

共同利用 

施設 

農業協同組合又は同連合会の所有する倉庫、農産物加工施設、共同作業場、産地市場施設、

種苗施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、家畜診療施設等及び農家の共同所有に係る営農施設

の被害 

営農施設 
 農家個人所有に係る農舎、サイロ倉庫、尿溜、堆肥舎、農業機械類、温室、育苗施設等の被

害 

畜産被害 施設以外の畜産被害で、家畜、畜舎等の被害 

その他 上記以外の農業被害、果樹(果実は含まない）草地畜産物等 

⑤

土

木

被

害 

河川 

河川の維持管理上必要な堤防、護岸、水制・床止め又は沿岸を保全するため防護することを

必要とする河岸等で復旧工事を要する程度の被害 

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

海岸 

 海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護することを必要とする海岸等で

復旧工事を要する程度の被害 

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

砂防設備 

砂防法第１条に規定する砂防設備、同法第３条の規定によって同法が準用される砂防の施設

又は天然の河岸等で復旧工事を必要とする程度の被害 

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

地すべり 

防止施設 

 地すべり等防止法第２条第３項に規定する地すべり防止施設で復旧工事を必要とする程度の

被害 

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

急傾斜地 

崩壊防止 

施設 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第２条第２項に規定する急傾斜地壊防止施設

で復旧工事を必要とする程度の被害 

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

道路 

道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている、道路法第２条の道路の損壊が、復旧工

事を要する程度の被害 

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

橋梁 

道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている、道路法第２条の道路を形成する橋が流

失又は損壊し、復旧工事を要する程度の被害 

(1)被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 
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被害区分 判断基準 

⑤

土

木

被

害 

漁 湾 漁港法第３条に規定する基本施設又は漁港の利用及び管理上重要な輸送施設 

下 水 道 下水道法に規定する公共下水道、流域下水道、都市下水路 

公 園 
都市公園法施行令第 31条各号に掲げる施設（主務大臣の指定するもの（植栽・いけが

き）を除く。）で、都市公園法第２条第１項に規定する都市公園に設けられたもの 

⑥

水

産

被

害 

漁 船 

動力船及び無動力船の沈没流出、破損(大破、中破、小破）の被害 

(1)港内等における沈没は、引上げてみて今後使用できる状態であれば破損として取り扱

うこと。 

(2)被害額の算出は、被害漁船の再取得価額又は復旧額とすること。 

漁 港 施 設 外かく施設、けい留施設、水域施設で水産業協同組合の維持管理に属するもの 

共 同 利 用 

施 設 

水産業協同組合、同連合会、又は地方公共団体の所有する施設で漁業者の共同利用に供

する水産倉庫、加工施設、作業所、荷さばき所、養殖施設、通信施設、給水施設、給油施

設、製氷・冷凍・冷蔵施設・干場・船揚場等 

そ の 他 施 設 上記施設で個人(団体、会社も含む。）所有のもの 

漁 具 ( 網 ) 定置網、刺網、延縄、かご、函等 

水 産 製 品 加工品、その他の製品 

⑦

林

業

被

害 

林 地 新生崩壊地、拡大崩壊地、地すべり等 

治 山 施 設 既設の治山施設等 

林 道 林業経営基盤整備の施設道路 

林 産 物 素材、製材、薪炭原木、薪、木炭、特用林産物等 

そ の 他 苗畑、造林地、製材工場施設、炭窯、その他施設(飯場、作業路を含む。)等 

⑧

衛

生

被

害 

水 道 水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設。 

病 院 病院、診療所、助産所等 

清 掃 施 設 ごみ処理施設、し尿処理施設及び最終処分場 

火 葬 場 火葬場 

そ の 他 苗畑、造林地、製材工場施設、炭窯、その他施設(飯場、作業路を含む。)等 

⑨商工被害 
商業 商品、原材料等 

工業 工場等の原材料、製品、生産機械器具等 

⑩公立文教施設被害 
公立の小、中、高校、中等教育学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園等 

(私学関係はその他の項目で扱う。） 

⑪社会教育施設被害 図書館、公民館、博物館、文化会館等の施設。 

⑫社会福祉施設等 

被害 

老人福祉施設、身体障がい者(児）福祉施設、知的障がい者（児)福祉施設、児童母子福

祉施設、生活保護施設、介護老人保健施設、精神障がい者社会復帰施設 

⑬

そ

の

他 

被害船舶 

(漁船除く) 

ろ、かいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能となったもの及び流出

し、所在が不明となったもの、並びに修理しなければ航行できない程度の被害 

水道（戸数） 上水道、簡易水道で断水している戸数のうち、ピーク時の戸数 

電話（戸数） 災害により通話不能となった電話の回線数 

電気（戸数） 災害により停電した戸数のうちピーク時の停電戸数 

ガス（戸数） 一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっているピーク時の戸数 

ブロック塀等 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数 

都市施設 街路等の都市施設 

 上記の項目以外のもので特に報告を要すると思われるもの 

  



- 35 - 

資料 5-2 自衛隊の派遣要請の要求 

 

 

積        号 

 

年  月  日 

 

後志総合振興局長  殿 

 

 

積丹町長 

 

 

 

 

自 衛 隊 の 派 遣 に つ い て 

 

 

このことについて、次のとおり自衛隊の派遣を要請お願いします。 

 

 

記 

 

１．災害の状況及び派遣を要請する事由 

 

 

２．派遣を希望する期間 

 

 

３．派遣を希望する区域及び活動内容 

 

 

４．派遣部隊が展開できる場所 

 

 

５．派遣部隊との連絡方法、その他参考となる事項 
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資料 5-3 北後志消防組合消防計画 

 

北後志消防組合消防計画 
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資料 5-4 北海道雪害対策実施要綱 

 

北海道地域防災計画（北海道防災会議） 第 4章 予防計画より（抜粋） 

北海道雪害対策実施要綱 

第１ 目 的 

この要綱は、北海道地域防災計画の定めるところにより、大雪、暴風雪及びなだれ等の災害(以下、

｢雪害｣という。)に対処するため、防災関係機関の実施事項を定めるとともに、市町村との連携を図

り、雪害対策の総合的な推進を図ることを目的とする。 

 

第２ 防災会議の体制 

１ 連絡部の設置 

雪害に関する予防対策及び応急対策の円滑な実施を図るため、北海道防災会議に次の機関で構成す

る｢北海道雪害対策連絡部｣（以下、｢連絡部｣という。)を設置する。 

北海道開発局、北海道農政事務所、北海道運輸局、札幌管区気象台、陸上自衛隊北部方面総監部、

北海道警察本部、北海道、公益財団法人北海道消防協会、全国消防長会北海道支部、東日本高速道路

株式会社北海道支社、北海道旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社北海道支社、日本放送協会札

幌放送局、東日本電信電話株式会社北海道事業部、日本赤十字社北海道支部、北海道電力株式会社 

２ 設置期間 

11月 1日から 3月 31日まで 

３ 連絡部の任務 

連絡部の任務は、次のとおりとする。 

(1) 雪害に関する各種情報の収集等 

(2) 雪害対策における関係機関相互の緊密な連絡調整及び迅速な情報の交換 

(3) 雪害に対処するための除雪機械等に関する資料の収集 

(4) 雪害時における定時報告 

9時 13時 17時 

(5) その他雪害対策に必要な事項 

４ 連絡部の招集 

連絡部の招集は、雪害に関する気象等警報・注意報並びに情報等が発表され、事務局が札幌管区気

象台と協議して、必要と認めたときに行う。 

また、事務局は必要に応じて、雪害による交通障害対策に迅速かつ的確に当たるため、連絡部関係

機関の職員の招集を求めることができる。 

５ 連絡部の運営 

連絡部は、連絡部を構成する機関の職員のうちから、当該機関の長が指名する職員をもって運営す

る。 

連絡部の事務局は、北海道総務部危機対策局危機対策課内に置く。 

 

第３ 対策実施目標 

雪害対策の期間及び実施目標は、次のとおりとする。 

１ 第一次目標 



- 59 - 

(1) 期間 11月～12月中旬 

(2) 目標 除雪機械車両等の整備点検 

２ 第二次目標 

(1) 期間 12月～3月 

(2) 目標 豪雪等雪害に対処する除雪･排雪の推進 

 

第４ 防災関係機関の予防対策 

１ 気象観測及び情報収集 

(1) 札幌管区気象台 

札幌管区気象台は、必要と認める場合は観測資料及び雪害に関係のある特別警報・警報・注意報並

びに情報等を連絡部に通報する。 

また、気象官署及びアメダスで観測した積雪について、12月 20日から翌年 4月 10日までの毎日、

積雪速報を作成し、札幌管区気象台のホームページに掲載することをもって通報に代える。 

なお、積雪の状況等により北海道総務部危機対策局危機対策課と協議して、開始日及び終了日を変

更することがある。 

(2) 北海道開発局 

北海道開発局は、事務所及び事業所等で観測する積雪状況等を把握し、その状況により災害の発生

が予想される場合は、連絡部へ通報する。 

(3) 北海道旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社北海道支社 

北海道旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社北海道支社(以下｢北海道旅客鉄道株式会社等｣と

いう。)は、駅等で観測する積雪状況等を把握し、その状況により列車ダイヤに大きな支障が予想され

る場合は、連絡部へ通報する。 

(4) 北海道 

北海道は、出張所等で観測する積雪状況等を把握し、その状況により災害が予想される場合は、連

絡部へ通報する。 

また、関係機関及び民間企業や地域住民等から地域的な異常気象の情報等の提供を受け、その状況

により災害の発生が予想される場合は、連絡部へ通報する。 

(5) 東日本高速道路株式会社北海道支社 

東日本高速道路株式会社北海道支社は、事務所及び事業所等で気象監視用カメラ等で把握した積雪

状況等により災害の発生が予想される場合は、連絡部へ通報する。 

２ 交通、通信、送電及び食料の確保 

(1) 北海道開発局 

北海道開発局が管理する道路で冬期間 24時間体制で除雪作業を行い交通の確保を保つ。 

(2) 北海道 

北海道が管理する道路で冬期間除雪を行い、除雪作業による交通確保目標は路線の区分に応じて次

のとおりである。 

なお、夜間除雪を実施しない区間には、看板を設置し、夜間除雪未実施についての周知に努める。 
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種類 標準交通量 除 雪 目 標 

第 1種 1,000台/日以上 

２車線以上の幅員確保を原則とし、異常な降雪時以外は、交

通を確保する。 

異常降雪等においては、極力２車線確保を図る。 

第 2種 
300台/日以上 

1,000台/日未満 

２車線(5.5m)以上の幅員確保を原則とし、夜間除雪は実施

しない。 

異常降雪等においては、極力１車線以上の確保を図る。 

第 3種 300台/日未満 

２車線幅員を確保することを原則とし、夜間除雪は実施し

ない。状況によっては１車線(4.0m)幅員で待避所を設ける。 

異常降雪時においては、一時通行止めとすることもやむを

得ないものとする。 

(3) 東日本高速道路株式会社北海道支社 

東日本高速道路株式会社北海道支社が管理する道路で冬期間２４時間体制で除雪作業を行い交通の

確保を保つ。 

(4) 北海道警察本部 

北海道警察は、雪害による交通の混乱を防ぐため、必要により道路管理者と協議のうえ通行の禁

止、制限等の措置を講ずるものとする。 

(5) 北海道旅客鉄道株式会社等 

北海道旅客鉄道株式会社等は、雪害による列車ダイヤに支障を来さないよう除雪に努めるものとす

る。 

なお、雪害時においては、通勤、通学及び緊急必需物資の輸送に重点を置くものとする。 

(6) 東日本電信電話株式会社北海道支店 

東日本電信電話株式会社北海道支店は、雪害により電気通信に支障を来さないよう必要な措置を講

ずるものとする。 

(7) 北海道電力株式会社 

北海道電力株式会社は、着氷雪、風圧及び荷重に耐える設備の増強を図り、雪害により送電に支障

を来さないよう努めるものとする。 

(8) 北海道農政事務所 

北海道農政事務所は、応急用食料の調達・供給に関する連絡調整等を行うものとする。 

(9) 北海道運輸局 

北海道運輸局は、雪害時における旅客及び貨物の円滑な輸送の確保に努めるものとする。 

３ なだれ防止策 

住民に被害を及ぼすおそれのある、なだれの発生が予想される箇所を地域住民に周知させるため、

関係機関は、自己の業務所管区域のなだれの発生が予想される箇所に、標示板による標示を行う等の

措置を講ずるものとする。 

(1) 北海道開発局 

北海道開発局は、なだれ発生の可能性が想定される箇所について、随時パトロールを実施するとと

もに、必要に応じてなだれ防止柵設置等の整備に努めるものとする。 

(2) 北海道 

北海道は、標示板による標示を行うほか、なだれの発生が予想される箇所の巡視を強化するものと

する。 
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(3) 北海道旅客鉄道株式会社等 

北海道旅客鉄道株式会社等は、なだれの発生が予想される地点に、防護柵を設置する等の防災設備

の増加に努めるとともに、状況に応じ線路警戒運転規制を実施し、列車運転の安全を期するものとす

る。 

４ 排雪 

道路管理者は、排雪に伴う雪捨場の設定に当たっては、特に次の事項に留意するものとする。 

(1) 雪捨場は、交通に支障のない場所を設定すること、止むを得ず道路側面等を利用する場合は、車

両の待避場を設ける等交通の妨げにならないよう配意するものとする。 

(2) 河川等を利用し、雪捨場を設定する場合は、河川の流下能力の確保に努め、溢水災害等の発生防

止に十分配意するものとする。 

５ 住民への啓発 

連絡部の各機関は、日ごろからそれぞれの立場において、又は関係機関と連携・協力して雪害によ

る被害防止に関する情報を住民に対し周知・啓発することに努めるものとする。 

 

第５ 防災関係機関の警戒体制 

１ 北海道開発局 

(1) 北海道開発局は、気象官署の発する気象等警報・注意報並びに情報等や現地指定観測所の情報等

を勘案し、必要と認める場合は、北海道開発局防災対策事務規程の定める体制に入るとともに、自

己の管理する地域の状況の把握に努めるとともに、市町村に対し、積極的な防災支援を講ずるもの

とする。 

(2) 雪害の発生が予想されるときは、必要により通行禁止、制限等の通行規制を行う等所要の対策を

講ずるものとする。 

２ 北海道 

(1) 北海道は、気象官署の発する気象等警報・注意報並びに情報等や現地指定観測所の情報等を勘案

し、必要と認める場合は、北海道地域防災計画に定める非常配備体制に入るとともに、道関係出先

機関に対し警戒体制を指示するものとする。 

   なお、状況に応じ自己の管理する地域へ連絡員を派遣し、状況の把握に努めるとともに、市町村

に対し、積極的な防災支援を講ずるものとする。 

(2) 雪害の発生が予想されるときは、必要により通行禁止、制限等の通行規制を行う等所要の対策を

講ずるものとする。 

(3) 雪害の発生が予想される場合は、必要によりＮＨＫ及び関係報道機関に対して住民に向けた注意

喚起等の放送要請等、所要の対策を講ずるものとする。 

３ 東日本高速道路株式会社北海道支社 

東日本高速道路株式会社北海道支社は、気象官署の発する気象等特別警報・警報・注意報並びに情

報等や現地気象観測所の情報並びに現地巡回等の情報等を勘案し、必要と認める場合は、東日本高速

道（株）北海道支社雪氷対策要領に定める体制に入り交通の確保に努めるものとする。 

４ 北海道警察本部 

北海道警察は、雪害の発生が予想されるときは、北海道警察災害警備計画に定める体制を整えるも

のとし、必要により道路管理者と協議のうえ、通行の禁止、制限等所要の対策を講ずるものとする。 

５ 北海道旅客鉄道株式会社等 
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北海道旅客鉄道株式会社等は、雪害の発生が予想されるときは、警備体制に入り、その状況によ

り、除雪に要する人員の確保、運転規制等を実施するものとする。 

６ 東日本電信電話株式会社北海道支店 

東日本電信電話株式会社北海道支店は、雪害の発生が予想されるときは、警戒体制に入り、その状

況により、巡視点検、安全上必要な防護、要員の配置等を実施し、電気通信の確保に努めるものとす

る。 

７ 北海道電力株式会社 

北海道電力株式会社は、雪害の発生が予想されるときは、当該管轄地域毎に警戒体制に入り、状況

により臨時巡視するとともに、既に配備済の復旧資器材の点検、整備及び人員の確保等に努めるもの

とする。 

８ ＮＨＫ及び関係報道機関 

ＮＨＫ及び関係報道機関は、雪害に関する情報を積極的に報道し、一般住民の雪害に対する注意喚

起及び緊急時の避難等について所要の報道体制を整えるものとする。 

９ その他の機関 

その他の機関は、それぞれの立場において雪害発生時における応急措置の体制を整えるものとす

る。 

 

第６ 避難救出措置等 

１ 北海道 

(1) 雪害の発生により応急対策を実施する場合は、当該市町村と緊密な連絡をとり、北海道地域防災

計画の定めるところにより、避難、救出、給水、食料供給及び防疫等に万全の措置を講ずるものと

する。 

(2) 雪害の状況により必要があると認める場合は、自衛隊の災害派遣を要請するものとする。 

２ 北海道警察本部 

(1) 雪害により住民の生命身体に危険が及ぶことが予想されるときは、自主避難を勧めるとともに、

急を要するときで、市町村長が避難の指示ができないと認めるとき、又は、市町村長から要請のあ

ったときは、避難を指示して誘導するものとする。 

(2) 雪害による被害者の救出、行方不明者の捜索を実施するものとする。 

 

第７ 災害対策本部の設置等 

雪害により防災関係機関が災害対策本部を設置したときは、連絡部にその状況を通報するものとす

る。連絡部は、その状況を他の防災関係機関に連絡し、災害対策の一本化を図るものとする。 

 

第８ 総合振興局・振興局協議会の体制 

総合振興局・振興局協議会は、本要綱に準じ、雪害対策地方連絡部を設置する等、雪害に対処する

所要の措置を講ずるとともに管下市町村における雪害対策の積極的な指導を実施するものとする。 

 

第９ 市町村の体制 

市町村は、雪害対策を積極的に実施するため、本要綱に準じ、所要の対策を講ずるとともに、特に

次の事項につき十分留意するものとする。 

１ 雪害対策の体制及び窓口を明確にすること。 
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２ 雪害情報の連絡体制を確立すること。 

３ 災害警戒区域等の警戒体制を確立すること。 

４ 積雪における消防体制を確立すること。 

５ 雪害発生時における避難、救出、給水、食料、燃料等の供給及び防疫等の応急措置の体制を整

えること。 

６ 孤立予想地域に対しては、次の対策を講ずること。 

(1) 食料、燃料等の供給対策 

(2) 医療助産対策 

(3) 応急教育対策 

７ 除雪機械、通信施設の整備点検を行うこと。 

８ 雪捨場の設定にあたっては、交通障害及び溢水災害等の発生防止について十分配慮すること。 
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資料 5-5 北海道融雪災害対策実施要綱 

 

北海道融雪災害対策実施要綱 

第１ 目的 

この要綱は、北海道地域防災計画の定めるところにより融雪災害に対処する防災関係機関の実施事

項を定めるとともに、市町村との連携を図り、融雪災害対策の総合的な推進を図ることを目的とす

る。 

 

第２ 防災会議の体制 

１ 連絡部の設置 

融雪災害に関する予防対策及び応急対策の円滑な実施を図るため、北海道防災会議に次の機関で構

成する｢北海道融雪災害対策連絡部｣(以下｢連絡部｣という。）を設置する。 

北海道開発局、北海道運輸局、札幌管区気象台、陸上自衛隊北部方面総監部、北海道警察本部、北

海道、公益財団法人北海道消防協会、全国消防長会北海道支部、東日本高速道路株式会社北海道支

社、東日本電信電話株式会社北海道事業部、日本放送協会札幌放送局、電源開発株式会社北海道支

店、北海道旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社北海道支社、北海道電力株式会社 

２ 設置期間 

3月 15日から 6月 15日まで 

３ 連絡部の任務 

(1) 融雪災害対策に関する各種情報の収集 

(2) 融雪災害対策に関する関係機関相互の連絡調整及び情報交換 

(3) 融雪災害時における定時報告 9時、13時、17時 

(4) その他融雪災害対策に必要な事項 

４ 連絡部の招集 

連絡部は、北海道防災会議常任幹事である北海道総務部危機対策局危機対策課長が必要と認めた場

合に招集する。 

５ 連絡部の運営 

連絡部は、連絡部を構成する機関のうちから、当該機関の長が指名する職員をもって運営する。 

連絡部の事務局は、北海道総務部危機対策局危機対策課内に置く。 

 

第３ 予防対策 

１ 気象情報及び積雪状況の把握 

(1) 札幌管区気象台は、積雪状況等の観測資料及び融雪災害に関する気象等特別警報・警報・注意報

並びに情報等を連絡部及び関係機関に通報するものとする。 

  また、気象官署及びアメダスで観測した積雪について、3月 15日から 4月 10日までの毎日、積雪

速報を作成し、札幌管区気象台のホームページに掲載することをもって通報に代える。 

  なお、積雪の状況等により北海道総務部危機対策局危機対策課と協議して、終了日を変更するこ

とがある。 

(2) 北海道旅客鉄道株式会社は、所属の観測所が観測した積雪に関する情報等を随時気象官署に通報

するものとする。 
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  また、道路管理者は、パトロール等により確認した積雪・融雪に関する情報等について、必要に

応じ気象官署に通報するものとする。 

(3) 連絡部は、積雪状況及び融雪状況を把握するため、随時現地調査を実施するほか、必要と認める

場合は、航空査察を実施するものとする。 

 

２ 融雪出水対策 

(1) 北海道開発局及び北海道は、融雪出水期における警戒地域を調査して連絡部に通報するととも

に、関係市町村等と事前に予防対策を樹立し、常に警戒に当たるものとし、水防用資器材及び通信

機材の整備点検を行うものとする。 

(2) 河川管理者は、河川が融雪、結氷、捨雪及びじんかい等により河道が著しく狭められ出水による

災害が予想される場合は、融雪出水前に河道内の除雪、結氷の破砕等障害物の除去に努め、あわせ

て、樋門、樋管等河川管理施設の整備点検を十分行うとともに、堰、水門等河川工作物の管理者並

びに河川の上流部に集積している木材の搬出等について関係者に指導を行い、流下能力の確保を図

るものとする。 

(3) ダム、貯水池等(以下｢ダム等｣という。）水防上重要な施設の管理者(以下｢ダム管理者等｣とい

う。)は融雪出水前に管理施設の整備点検を十分行うとともに、ダム等の放流を行う場合は、ダム等

操作規則等に基づき下流に急激な水位の変動を生じないよう留意し、関係機関及び地域住民への伝

達が的確かつ迅速に行われるよう、通報体制の確立を図るものとする。 

３ なだれ等対策 

(1) 道路管理者は、なだれ発生の可能性が想定される箇所について、パトロールを行うとともに、地

域住民、生徒、児童及びドライバーに対し、新聞、テレビ、ラジオ等を利用して広報活動を積極的

に行うものとする。 

  また、気象情報を把握し、なだれの発生が予想される場合は、関係機関との緊密な連絡を保ち、

迅速に当該道路の通行規制等の措置を講ずるものとする。 

(2) 北海道旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社北海道支社は、常になだれの発生が予想され

る地点の状況の把握に努め、状況に応じ線路警戒、運転規制を実施し、列車の安全運転を期するも

のとする。 

(3) 関係防災機関は、融雪期に警戒が必要ながけ崩れ及び地すべり等について、日ごろから市町村等

と連携して住民に対する啓発に努めるとともに必要な措置を講ずるものとする。 

４ 交通の確保 

道路管理者は、積雪、捨雪及びじんかい等により道路側溝の機能が低下し、溢水災害が発生するの

を防止するため、融雪出水前に道路側溝内の障害物の除去に努め、排水能力の確保を図るものとす

る。 

５ 通信及び送電の確保 

東日本電信電話株式会社北海道支店及び北海道電力株式会社は、融雪出水及びなだれにより電気通

信及び送電に支障を来さないよう十分配慮するものとする。 

６ 広報活動 

(1) 防災関係機関は、融雪出水に際し、住民の水防に対する協力が十分得られるよう、あらゆる広報

媒体を通じ、水防思想の普及徹底に努めるものとする。 
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(2) 日本放送協会札幌放送局及び関係報道機関は、融雪に関する情報を積極的に報道し住民の融雪出

水、なだれ等に関する注意を喚起し、緊急時の避難等について、所要の報道体制を整えるものとす

る。 

 

第４ 応急対策 

１ 防災関係機関の措置 

防災関係機関は、融雪出水、なだれ等による災害が発生した場合は、直ちにその状況を連絡部に通

報するとともに関係機関と緊密な連携を保ち、所要の措置を講ずるものとする。 

２ 避難・救出等の措置 

(1) 北海道は、融雪災害の発生により応急対策を実施する場合は、当該市町村と緊密な連絡をとり北

海道地域防災計画の定めるところにより避難、救出、給水、食料供給及び防疫等に万全の措置を講

ずるものとし、災害の態様により必要と認める場合は、自衛隊の災害派遣を要請するものとする。 

(2) 北海道警察本部は、融雪、なだれ、崖崩れ及び地滑り等の災害により住民の生命、身体に危険が

及ぶことが予想されるときは、自主避難を勧めるとともに急を要するときで市町村長の指示ができ

ないと認めるとき、又は市町村長からの要請があったときは避難を指示して誘導するものとする。 

 

第５ 災害対策本部の設置等 

融雪災害により防災関係機関が災害対策本部を設置したときは、連絡部にその状況を通報するもの

とする。 

連絡部は、その状況を他の防災関係機関に連絡し、災害対策の一本化を図るものとする。 

 

第６ 総合振興局・振興局地域災害対策連絡協議会の体制 

総合振興局・振興局地域災害対策連絡協議会は、本要綱に準じ、融雪災害対策地方連絡部を設置す

るなど、融雪災害に対処する所要の措置を講ずるとともに、管下市町村における融雪災害対策の積極

的な指導を行うものとする。 

 

第７ 市町村の体制 

市町村は、融雪災害対策を積極的に実施するため、本要綱に準じ所要の措置を講ずるとともに、特

に次の事項に十分留意するものとする。 

１ 融雪災害対策の体制及び窓口を明確にすること。 

２ 気象情報及び融雪状況の把握に努め、連絡体制を確立すること。 

３ 融雪出水、なだれ、崖崩れ、地滑り発生予想箇所の警戒体制を確立すること。 

４ 融雪出水前に河道内の除雪、結氷の破砕等障害物の除去に努め、流下能力の確保を図ること。 

５ 融雪災害時に適切な避難指示等ができるようにしておくこと。 

６ 災害の発生又は発生のおそれのある場合における連絡体制及び出動体制並びに避難・救助体制を

確立すること。 

７ 水防資器材、通信連絡施設の整備点検を行うこと。 

８ 道路側溝及び排水溝などの流下能力確保のため、住民協力による氷割デー、河道清掃デー等の設

定に努めること。 

９ 融雪出水に際し、住民の水防に対する協力が得られるよう、水防思想の普及徹底に努めること。 
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資料 5-6 被災宅地危険度判定実施要綱 

 

被災宅地危険度判定実施要網 

平成２１年８月２１日 改正 

被災宅地危険度判定連絡協議会 

（目的） 

第１条 この要綱は、市町村（特別区を含む｡以下同じ｡）において、災害対策本部が設置されること

となる規模の地震又は降雨等の災害（以下「大地震等」という。）により、宅地が大規模かつ広範囲

に被災した場合に、被災宅地危険度判定士（以下「宅地判定士」という｡）を活用して被害の発生状

況を迅速かつ的確に把握し、危険度判定を実施することによって、二次災害を軽減、防止し住民の

安全の確保を図ることを目的とする｡ 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る｡ 

一 宅地 宅地造成等規制法第２条第１号に規定する宅地のうち住居である建築物の敷地及び危険度

判定実施本部長が危険度判定の必要を認める建築物等の敷地並びにこれらに被害を及ぼすおそれの

ある土地をいう｡ 

二 危険度判定 宅地判定士の現地踏査により、宅地の被災状況を調査し、変状項目ごとの配点から

危険度を分類することをいう｡ 

三 危険度判定実施本部 危険度判定を実施するために被災した市町村の災害対策本部に設置する組

織をいう｡ 

四 危険度判定支援本部 被災した市町村の実施する危険度判定活動を支援するために、当該市町村

を管轄する都道府県の災害対策本部に設置する組織をいう｡ 

（危険度判定の責任体制等） 

第３条 この要綱による危険度判定は、被災した市町村長が行うものとする｡ 

２ 宅地判定士の派遣を要請した市町村長は、当該宅地判定士が実施する危険度判定及び危険度判定

の実施に伴い生ずる責任を負うものとする｡ 

３ 危険度判定の実施に係る経費については、原則として宅地判定士の派遣を要請した市町村及び都

道府県が負担するものとする。ただし、派遣を要請された市町村及び都道府県と十分協議するもの

とする｡ 

（連絡支援体制等） 

第４条 都道府県は、管下の被災した市町村の要請により、当該市町村の区域内における危険度判定

活動を支援し、又は災害の規模が極めて大きく、広範囲にわたるときには、必要に応じて、他の都

道府県に対して宅地判定士の派遣等を要請し、若しくは国土交通省に対し宅地判定士の派遣等につ

いて調整を要請することができる｡ただし、市町村の要請が無い場合でも必要に応じて都道府県が積

極的に危険度判定活動を指導・指揮できるものとする。 

２ 国土交通省は、都道府県から前項の要請を受けたとき、又は災害の規模が極めて大きく、広範囲

にわたり、多数の都道府県の支援を必要とすると認めたときは、都道府県間の宅地判定士の派遣等

を調整し、あわせて独立行政法人都市再生機構（以下「都市再生機構」という。）に宅地判定士の派

遣を要請するものとする｡ 
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３ 都道府県は、管下の被災した市町村、他の都道府県又は国土交通省から宅地判定士の派遣につい

て要請を受けたときは、登録した宅地判定士に対しすみやかに協力を依頼するものとする｡  

４ 都市再生機構は、国土交通省から宅地判定士の派遣について要請を受けたときは、登録した宅地

判定士に対しすみやかに協力を依頼するものとする。 

（判定結果の表示等） 

第５条 市町村長は、二次災害を軽減、防止するために、危険度判定の結果を当該宅地に表示する

等、必要な措置を講じるものとする｡ 

（被災宅地危険度判定士） 

第６条 都道府県知事及び都市再生機構理事長（以下「都道府県知事等」という。）は、大地震等によ

り宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合において、別に定める被災宅地危険度判定実施マニュア

ル（以下「実施マニュアル」という。）に基づき、当該宅地を調査し、その危険度を判定するため、

あらかじめ宅地判定士を登録するものとする｡  

２ 宅地判定士としてこの要綱による危険度判定の実施に協力しようとする者で、実施マニュアルに

規定する宅地判定士の業務を実施する能力があり、次の各号いずれかに該当する者は、第１１条に

定める被災宅地危険度判定士養成講習会（以下「講習会」という｡）を受講し、修了した後、その居

住地又は勤務先の所在地いずれかの都道府県知事に、被災宅地危険度判定士登録申請書及び別に定

める書類（以下「申請書等」という｡）を提出することにより、前項の登録を受けることができる｡ 

  ただし、都市再生機構の職員である者が前項の登録を受けようとするときは、その居住地又は勤

務先の所在地にかかわらず、都市再生機構理事長に申請書等を提出し、登録を受けるものとする。 

一 宅地造成等規制法施行令第１７条各号又は都市計画法施行規則第１９条第１号イからトに該当す

る者 

二 国又は地方公共団体等の職員及びこれらの職員であった者で、土木、建築又は宅地開発に関する

技術に関して３年以上の実務経験を有する者  

三 国又は地方公共団体等の職員及びこれらの職員であった者で、土木、建築又は宅地開発に関して

１０年以上の実務経験を有し、申請書を提出しようとする都道府県知事等が認めた者 

四 その他、建築士法による二級建築士として４年以上の実務の経験を有する者及び建設業法による

土木・建築・造園に関する一級施工管理の資格を有する者または二級施工管理の資格を有し、５年

以上の実務経験を有する者など、前各号と同等以上の知識及び経験を有する者として都道府県知事

等が認めた者  

３ 都道府県知事等は、前項の申請書等の提出を受けたときは、速やかに第 1 項の登録を行い、被災

宅地危険度判定士登録証（以下「登録証」という｡）を交付するものとする｡  

４ 都道府県知事等は、第２項及び第３項の規定によらず、学識経験者等の第２項各号と同等以上の

知識及び経験を有していると認めた者を宅地判定士として登録し、登録証を交付することができる｡ 

５ 登録の有効期間は、当該登録を受ける者が、最後に受講した講習会の修了の日（前項に該当する

場合にあっては、都道府県知事等が認めた日）から５年後の応答日の属する年度の末日までとする｡ 

６ 宅地判定士登録の詳細に関しては、別に定める要領による。 

（宅地判定士登録の更新） 

第７条 前条第１項による登録の有効期間終了の後も、引き続き宅地判定士としてこの要綱による危

険度判定の実施に協力しようとする者は、現に有効な登録の有効期間の終了までに、講習会を受講

し、修了した場合、又は都道府県知事等が講習会を修了した者と同等の知識を有すると認めた場

合、その登録を受けている都道府県知事等に、被災宅地危険度判定士登録更新申請書及び現に有効

な登録証（以下「更新申請書等」という｡）を提出することにより、登録を更新することができる｡ 
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２ 都道府県知事等は、前項の更新申請書等の提出を受けたときは、すみやかに第６条第１項の登録

を行い、新たな登録証を交付するものとする｡ 

３ 前項による登録の有効期間は、前条第５項に準ずる｡ 

（宅地判定士名簿） 

第８条 都道府県知事等は、前二条により宅地判定士の登録を行った場合には、すみやかに別に定める

事項を被災宅地危険度判定士名簿（以下「名簿」という｡）に記載しなければならない｡ 

（名簿記載事項の変更） 

第９条 宅地判定士は、前条に定める名簿記載事項に変更を生じたときは、第３項に該当する場合を除

き、被災宅地危険度判定士名簿記載事項変更届出書及び登録証（以下「届出書等」という｡）を、登録

を受けた都道府県知事等に提出しなければならない｡  

２ 都道府県知事等は、前項の届出書等の提出を受けたときは、すみやかに名簿を訂正し、必要に応じ

記載事項を変更した登録証を新たに交付しなければならない｡  

３ 宅地判定士は、登録をその居住地の都道府県知事に受けている場合にあっては、都道府県を越えて

居住地を変更したとき又は登録を受けている都道府県知事を居住地の都道府県以外の都道府県に存

する勤務先の所在地の都道府県知事に変更しようとするとき、及び登録をその勤務先の所在地の都道

府県知事に受けている場合にあっては、都道府県を越えて勤務先の所在地を変更したとき又は登録を

受けている都道府県知事を勤務先の所在する都道府県以外の都道府県に存する居住地の都道府県知

事に変更しようとするとき、並びに都市再生機構職員である者が職員でなくなったときは、届出書等

を、新たに登録を受けることとなる都道府県知事に提出するものとする｡ 

  また、宅地判定士が新たに都市再生機構の職員となったときには、届出書等を都市再生機構理事長

に提出するものとする。  

４ 都道府県知事等は、前項の届出書等の提出を受けたときは、第８条に準じその内容により名簿の記

載を訂正するとともに変更前の登録を行なっていた都道府県知事等に通知し、あわせて記載事項を変

更した登録証を届出書を提出した宅地判定士に交付しなければならない｡ 

５ 都道府県知事等は、第６条第２項第３号及び第４号に該当し、同条第１項の登録を受けた宅地判定

士又は同条第４項により登録を受けた宅地判定士に、第３項に該当する変更が生じたときは宅地判定

士の登録を取り消さなければならない｡ 

（登録証の再交付） 

第１０条 宅地判定士は、登録証を紛失し、又はやむを得ない事情により滅失した場合には、被災宅地

危険度判定士登録証再交付申請書を、登録を受けた都道府県知事等に提出し、新たな登録証の交付を

受けることができる。 

２ 都道府県知事等は、前項の申請書の提出を受けたときは、すみやかに新たな登録証を交付しなけれ

ばならない。  

３ 登録証を紛失し、前項の規定により新たな登録証の交付を受けた宅地判定士は、紛失した登録証が

発見された場合にはすみやかに発見した登録証を新たな登録証の交付を受けた都道府県知事へ届け

出なければならない。 

（講習会） 

第１１条 都道府県、協議会等は、この要綱に基づき運用される制度に協力しようとする者に対して、

危険度判定の実施に必要な知識を修得させるため、講習会を実施することができる｡ 

（宅地判定士の災害補償） 

第１２条 協議会は、宅地判定士が危険度判定の実施により死亡し、負傷し又は危険度判定の実施に起

因する疾病に罹った場合に係る補償制度を整備しなければならない｡  
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２ 前項の補償制度の詳細に関しては、別に定める細則による。  

（判定調整員） 

第１３条 都道府県知事等は、危険度判定の実施に当たり、宅地判定士である者で次項の業務を適正に

行うことができると認めた者を、被災宅地危険度判定業務調整員（以下「判定調整員」という｡）とし

て認定するものとする｡ 

２ 判定調整員は、実施マニュアルに基づき、危険度判定実施本部と宅地判定士との連絡調整、危険度

判定の実施に係る宅地判定士の指導監督、危険度判定の結果の集計及び危険度判定実施本部長への報

告等を行う｡ 

３ 都道府県知事等は、判定調整員を認定したときは、認定年月日を、名簿に記載しなければならない｡ 

（被災宅地危険度判定地域連絡協議会） 

第１４条 都道府県及び市町村等は、地域の相互支援体制を充実し、広域的な災害に対しこの要綱を円

滑に運用するため、都道府県、市町村等の相互の連絡調整のための体制を整備するものとする｡ 

（都道府県実施要綱等） 

第１５条 この要綱による危険度判定実施の詳細に関しては、実施マニュアル等の別に定める細則によ

る。 

２ 都道府県知事等は、この判定制度の的確な実施を図るため、基本的な事項を地域防災計画に位置付

けるとともに、この要綱及びこの要綱により定めることとされている細則等に含まれない、都道府県

等における特殊な状況により必要となる事項を規定する細則として、都道府県等ごとに実施要綱を定

めるものとする｡ 

（雑則） 

第１６条 都道府県知事は、管下の市町村長が地域防災計画を踏まえ、この要綱に基づく危険度判定の

実施に関しあらかじめ計画等を策定する場合に、必要な助言を行うことができる｡ 

２ 協議会は、判定制度の目的を達成するために、必要な連絡調整に努め、この要綱が適正に運用され

るよう、常に見直し、必要に応じて改正するものとする｡ 

 

附 則 

１ この要綱は、平成１０年２月６日から施行する。  

２ 協議会会長は、都道府県等においてそれぞれこの要綱を運用する体制が整備され、正常な運用がで

きることとなるまでの間、宅地判定士の登録等に関する業務のうち一部を行うものとする｡ 

３ 都道府県知事等は、平成１５年３月３１日までに前項の体制を整備しなくてはならない｡ 

４ 第２項に定める間、第６条第２項の申請書等及び第７条第１項の更新申請書等並びに第９条第３項

の届出書等は、協議会会長に提出するものとする｡ 

５ 第２項に定める間、第６条第３項及び第７条第２項並びに第９条第４項の「都道府県知事等」を「協

議会会長」に、第９条第４項の「協議会会長」を新たな登録先として届出者が指定した都道府県知事

等にそれぞれ読み替えるものとする｡ 

６ 協議会会長は、前項の読み替えにより第６条及び第７条の登録を行った場合には、第８条に準じ記

載した名簿を、次項又は第７項により指定された都道府県知事等に送付するものとする。 

７ 第４項により協議会会長に申請書等を提出し登録を受けようとする者は、第２項の期間終了後に登

録されるその居住地又は勤務先の所在地いずれかの都道府県をあらかじめ指定することができる｡ 

８ 前項の指定を行わずに登録を受けた者は、申請の時点におけるその者の勤務先の所在地の都道府県

を前項により指定したものとみなす｡ 

９ 前二項にかかわらず、第４項により協議会会長に申請書等を提出し登録を受けようとする者が都市
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基盤整備公団の職員である場合には、第７項の指定の有無にかかわらず、同項により都市基盤整備公

団を指定したものと見なす。 

１０ 第２項により協議会会長が行った業務は、同項の期間終了後、第７項又は第８項により指定され

た都道府県知事等が行ったものとみなす｡ 

１１ 都道府県知事等は、第２項の期間中、第６条第２項第３号及び第４号並びに第６条第４項の規定

による認定を行うことができないものとする｡ 

 

附 則 

１ この改正による新たな要綱は、平成１１年６月３日から施行する。  

２ 都市基盤整備公団の職員であって、平成１１年６月３日に、すでに宅地判定士として登録を受けて

いる者については、登録時に改正後の附則第７項により指定を行い登録されたものと見なす。  

３ 前項に該当する宅地判定士については、名簿を訂正し、あわせて記載事項を訂正した新たな登録証

を交付するものとする。 

 

附 則 

この改正による新たな要綱は、平成１３年５月３１日から施行する。 
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資料 5-7 北海道被災宅地危険度判定連絡協議会における危険度判定の相互支援に関する申し合

わせ 

 

北海道被災宅地危険度判定連絡協議会における危険度判定の相互支援に関する申し合わせ 

（目的） 

第１条 この申し合わせは、北海道被災宅地危険度判定実施要網(以下「道実施要網」という。) 

第７条第１項に基づき、知事から北海道被災宅地危険度判定連絡協議会(以下「道協議会」という。)会

員に対し、当該協議会会員に所属する被災宅地危険度判定士(以下「宅地判定士」という。)の派遣要

請があった場合における、道協議会の取扱いその他必要な事項をあらかじめ定めることにより、迅速

かつ円滑に宅地判定士を派遣する等、危険度判定を的確に実施することによって、二次災害を軽減、

防止し住民の安全の確保を図ることを目的とする。 

（派遣要請に対する取扱い） 

第２条 道協議会の会員(以下「会員」という。)は、道実施要網第７条第１項に基づき、知事から宅

地判定士の派遣要請を受けたときは、その市町村に所属する宅地判定士の派遣等の可否について、

別記第１号様式に定めるところにより、知事に対し回答する。 

（派遣等の決定） 

第３条 会員は、道実施要網第７条第３項に基づき、知事から支援計画案の通知があったときは、宅

地判定士の派遣等を決定し、別記第２号様式に定めるところにより、知事に通知する。 

（派遣等の実行） 

第４条 会員は、道実施要網第７条第４項に基づき、知事から支援計画の通知があったときは、支援

計画に基づき所属する宅地判定士を被災市町村に派遣する等、必要な措置を行う。 

（職員派遣の取扱い） 

第５条 会員が、その所属する職員である宅地判定士を被災市町村に派遣するときは、公務又は業務

による出張として取り扱う。 

（費用負担等の取扱い） 

第６条 危険度判定の相互支援に伴う費用負担等の取扱いについては、「災害時における北海道及び市

町村相互の応援に関する協定(平成９年 11月５日北海道、北海道市長会、北海道町村会が締結)」に

準じて取り扱う。 

（他の都府県に対する支援） 

第 7条 会員は、道実施要網第 12条に基づき準用する同要網第７条第１項から第４項の規定により、

知事から他の都府県若しくは国土交通省からの危険度判定のための支援要請について依頼があった

ときは、第２条から第４条の規定に準じて、宅地判定士の派遣等の支援措置を講じる。 

２ 会員が、前項により宅地判定士を派遣するときは、第５条の規定に準じて取り扱う。 

 

この申し合わせは、平成 15年７月４日から施行する。 

 

附則(平成 18年８月１日) 

この改正による新たな申し合わせは、平成 18年８月１日から施行する。 
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資料 5-8 北海道災害義援金募集委員会会則 

 

北海道災害義援金募集委員会会則 

（目的） 

第１条 本委員会は災害による被災者を救援するため、災害救助法第 31条の２第２項及び北海道地域

防災計画第 32節災害義援金募集（配分）計画に基づき北海道における災害義援金の募集に関する業

務を総合的かつ有機的に実施することを目的とする。 

（名称） 

第２条 本委員会は北海道災害義援金募集委員会（以下「委員会」という。）と称する。 

（事務局） 

第３条 委員会の事務局は日本赤十字社北海道支部（以下「日赤道支部」という。）に置く。 

（組織） 

第４条 委員会は第１条の目的に賛同し、協力する機関又は団体（以下「構成団体」という。）をもっ

て組織する。 

（委員） 

第５条 委員会は前条の構成団体から選出された委員をもって構成する。 

(2) 委員会の会長は、日赤道支部長をもって充てる。 

(3) 委員は会議に出席し事案を協議する。 

（委員会） 

第６条 委員会は会長が必要と認めたとき、又は委員の要請に基づき会長が招集する。 

(2) 会議の議長は、会長がこれにあたる。 

(3) 会長に事故あるときは、予め会長が指名した者が代理する。 

（募集要綱等） 

第７条 義援金募集要綱は別紙要綱骨子に拠るものとし、必要な細目についてはその都度委員会にお

いて協議し決定する。 

（運営） 

第８条 委員会の運営に必要な庶務並びに経費は日赤道支部において措置する。 

（意見の聴取） 

第９条 委員会は第１条の目的を達成するため、必要に応じて関係行政機関から意見を求めることが

できる。 

（附則） 

第 10条 この会則は平成 19年５月 30日から実施する。 

 

北海道災害義援金募集（配分）委員会会則（昭和 57年９月１日制定）は廃止する。 

「参考」 

本委員会が実施する義援金募集業務は、災害救助法第 32条に基づき北海道知事から救助又は応援の

実施について委託（注）を受けている日本赤十字社北海道支部とその協力団体が実施するものである

ことから、寄託された義援金は法人税法第 37条第３項第１号又は所得税法第 78条第２項１号に規定

する寄付金に該当するものである。 

（注） 医療・助産・死体の処理（埋葬及び死体の一時保存を除<）に関する委託協定 

（昭和 34年９月１日 甲北海道知事 乙日赤北海道支部長） 
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資料 5-9 災害義援金募集事業要綱骨子 

 

災害義援金募集事業要綱骨子 

北海道災害義援金募集委員会会則第７条に定める要綱骨子は次のとおりとする。 
 

１ 義援金募集要綱名 

要綱の名称は原則として発生した災害名を冠し「○○災害義援金募集要綱」とする。 

２ 実施主体 

北海道災害義援金募集委員会とする。 

（事務局：日本赤十字社北海道支部） 

３ 構成団体 

委員会構成団体名を明記する。 

４ 趣旨 

都度委員会において定める。 

５ 義援金の種別 

募集する義援金は原則として現金とする。 

特定の個人・施設・団体及び地域に配分を指定する義援金又は有価証券等は特別の場合を除き募集

しない。 

６ 募集期間 

都度委員会において定める。 

７ 損金等の取扱い 

委員会名をもって募集する義援金は税制上損金等の扱いになることを明記する。 

８ 義援金の受付窓口 

各構成団体（同地方組織を含む）の事務所に義援金受付窓口を設定するほか、委員会が開設する義

援金口座への振込み又は街頭募金等による。 

９ 受領書の発行 

各構成団体が義援金を受領したときは、その団体の受付窓口において受領書を発行する。 

ただし、寄託者が義援金の損金扱いを希望する場合は仮受領書を発行し、後刻委員会名の領収書

（免税領収書）の発行手続きをとるものとする。 

 (2) 街頭募金の場合は受領書は発行しない。 

10 義援金の送金 

各構成団体において受付けた義援金は委員会が開設する義援金口座に随時送金するものとする。 

 (2) 委員会口座に送金された義援金（預金利子を含む）は、募集期間終了後速やかに北海道災害義

援金配分委員会が開設する義援金口座に送金するものとする。 

11 広報・周知 

義援金募集の一般への広報・周知は委員会名をもって新聞・ラジオ・テレビ等を通じて広報するほ

か、各構成団体においても、立看板、懸垂幕、ビラ、その他団体が有する広報手段をもって周知す

る。 

 (2) 義援金の募集成績は概ね１ヵ月２回程度集計し、その都度委員会名をもって新聞、ラジオ、テ

レビその他の方法により公表する。 

12 義援品の取り扱い 

義援品は原則として取扱わない。 

13 経費 

各構成団体が義援金を募集するに当って必要とする諸経費については、その団体が負担する。 

14 その他 
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本要綱骨子に定めるものの外必要な事項は委員会において定める。 

資料 5-10 北海道災害義援金配分委員会会則 

 

北海道災害義援金配分委員会会則 

（目的） 

第１条 本委員会は災害による被災者を救援するため、北海道地域防災計画第 32節災害義援金募集

（配分）計画に基づき北海道における災害義援金の配分に関する業務を総合的かつ有機的に実施す

ることを目的とする。 

（名称） 

第２条 本委員会は北海道災害義援金配分委員会（以下「委員会」という。）と称する。 

（事務局） 

第３条 委員会の事務局は北海道保健福祉部福祉局福祉援護課（以下「北海道」という。）に置く。 

（組織） 

第４条 委員会は第１条の目的に賛同し、協力する機関又は団体（以下「構成団体」という。）をもっ

て組織する。 

（委員） 

第５条 委員会は前条の構成団体から選出された委員をもって構成する。 

 (2) 委員会の会長は、北海道保健福祉部長をもって充てる。 

 (3) 委員は会議に出席し事案を協議する。 

（委員会） 

第６条 委員会は会長が必要と認めたとき、又は委員の要請に基づき会長が招集する。 

 (2) 会議の議長は、会長がこれにあたる。 

 (3) 会長に事故あるときは、予め会長が指名した者が代理する。 

（配分要綱等） 

第７条 義援金配分要綱は別紙要綱骨子に拠るものとし、必要な細目についてはその都度委員会にお

いて協議し決定する。 

（運営） 

第８条 委員会の運営に必要な庶務並びに経費は北海道において措置する。 

（意見の聴取） 

第９条 委員会は第１条の目的を達成するため、必要に応じて関係機関から意見を求めることができ

る。 

（附則） 

第 10条 この会則は平成 19年５月 30日から実施する。 

 

北海道災害義援金募集（配分）委員会会則（昭和 57年９月１日制定）は廃止する。 
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資料 5-11 災害義援金配分事業要綱骨子 

 

災害義援金配分事業要綱骨子 

北海道災害義援金配分委員会会則第７条に定める要綱骨子は次のとおりとする。 

 

１ 義援金配分要綱名 

要綱の名称は原則として発生した災害名を冠し「○○災害義援金配分要綱」とする。 

２ 実施主体 

北海道災害義援金配分委員会とする。 

（事務局：北海道保健福祉部福祉局福祉援護課） 

３ 構成団体 

委員会構成団体名を明記する。 

４ 趣旨 

都度委員会において定める。 

５ 配分方法 

北海道災害義援金募集委員会から送金された義援金（預金利子を含む）は、速やかに委員会を開催

し協議の上、公正・適正に被災市町村等に配分する。 

６ 広報・周知 

義援金配分結果については、その都度委員会名をもって新聞・ラジオ・テレビ等を通じて公表す

る。 

７ 経費 

各構成団体が義援金の配分結果について公表する諸経費については、その団体が負担する。 

 (2) 被災地への義援金送料等については委員会において定める。但しこれらの費用を義援金より支

出することは原則として行わない。 

８ その他 

本要綱骨子に定めるものの外必要な事項は委員会において定める。 
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資料 5-12 事業別国庫負担等一覧 

 

■事業別国庫負担等一覧 

適用法令 事業名 事業主体 

公共土木施設災害復旧事業国庫負担法 

河川 

町 

国 

道 

海岸 〃 

砂防設備 
国 

道 

林地荒廃防止施設 道 

地すべり防止施設 
国 

道 

急傾斜地崩壊防止施設 道 

道路 

町 

国 

道 

港湾 

町 

管理組合 

国 

漁港 
国 

道 

下水道 
町 

道 

公園等 〃 

空港整備法 空港 

町 

国 

道 

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補

助の暫定措置に関する法律 

農地 

町 

土地改良区等 

道 

農業用施設 

町 

道土地 

改良区等 

林業用施設 

町 

道 

組合 

共同利用施設 組合 

水道法 水道施設 町 

土地改良法 農業用施設 開発局 

公営住宅法 公営住宅 町 
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適用法令 事業名 事業主体 

道 

生活保護法 保護施設 

町 

道 

社会福祉法人 

日赤 

老人福祉法 老人福祉施設 

町 

道 

社会福祉法人 

身体障害者福祉法 身体障害者更生援護施設 〃 

知的障害者福祉法 知的障害者援護施設 〃 

売春防止法 婦人保護施設 
道 

社会福祉法人 

児童福祉法 児童福祉施設 

町 

道 

社会福祉法人 

日赤 

母子及び寡婦福祉法 母子福祉施設 

町 

道 

社会福祉法人 

精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律 
精神障害者社会復帰施設 

町 

道 

非営利法人等 

感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律 

感染症指定医療機関 町 

感染症法予防事業 町 

公立学校施設災害復旧費国庫負担法 公立学校 
町 

道 

都市災害復旧事業国庫補助に関する基

本方針 

街路 
町 

道 

都市排水施設等 〃 

堆積土砂排除 町 
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資料 5-13 罹災証明書書式 

 

第  号 

り 災 証 明 書 

世 帯 主 氏 名 家族数 

住 所  

り

災

事

項 

災 害 の 原 因  

り災年月日時  

り 災 場 所  

り
災
状
況 

住 家 自家、借家、全壊、半壊、全焼、半焼、流失、 
床上浸水 

床下浸水 

家 財 滅失、流失、焼失、き損、   分の１以上 

生 命 死亡 名 重傷 名 軽傷 名 行方不明 名 

そ の 他  

世

帯

人

員 

氏 名 続柄 性別 年齢 学年 摘      要 

      

      

      

      

      

      

備 考      

 

 上記のとおりり災したことを証明する。 
 

 平成  年  月  日 

積丹町長          □印  

 

月    日 援    護    状    況    等 認  印 

   

  

  

  

  

１ 救助物資の受領にあたっては、本証明書の提示をしないと支給されません。 

２ 物資等を受領したときは「援護状況等」の記載を確認してください。 

（注） 「援護状況等」欄はできるだけ詳細に記載し、責任者が認印を押す。 
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資料 5-14 救助法の適用基準・救助の種類 

 

■ 救助法の適用基準 

適 用 基 準 摘    要 

 

 

 

被害区分 
町単独の

場合 

相当広範

囲な場合

（ 全 道

2,500世帯

以上） 

被害が全道にわた

り、12,000世帯以

上の住家が減失し

た場合 

町の人口 
住家減失

世帯数 

住家減失

世帯数 
 

5,000人未満 30 15 

町の被害状況が特

に救助を必要とす

る状態にあると認

められたとき。 

 

 

１住家被害の判定基準 

・減失：全壊、全焼、流失 

 住家が全部倒壊、流失、埋没、焼失したもの

又は損壊が甚だしく、補修により再使用する

ことが困難で具体的には、損壊、焼失又は流出

した部分の床面積が、その住家の延床面積の

70％以上に達したもの、又は住家の主要な要

素の経済的被害を住家全体に占める損害割合

で表し、50％以上に達した程度のもの 

 

・半壊、半焼：２世帯で減失１世帯に換算 

 住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通

りに再使用できる程度のもので、具体的には

損壊部分の床面積が、その住家の延床面積の

20～70％のもの、その住家の主要な構成要素

の経済的被害を住家全体に占める損害割合で

表し、20％以上50％未満のもの 

 

・床上浸水：３世帯で減失１世帯に換算 

 床上浸水、土砂の堆積等により、一時的に居

住することができない状態となったもの 

 

２ 世帯の判定 

(1)生計を一にしている実際の生活単位をいう。 

(2)会社又は学生の寮等は、各々が独立した生計

を営んでいると認められる場合、個々の生活

実態に即し判断する。 
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■ 救助の種類 

救助の種類 実施期間 実施者区分 

避難所の設置 ７日以内 町 

応急仮設住宅の供与 

20日以内に着工 

建設工事完了後３か月以内 

※特定行政庁の許可を受け

て２年以内に延長可能 

対象者、 

対象箇所の選定～町設置～道 

（ただし、委任したときは

町） 

炊き出しその他による食品の給与 ７日以内 町 

飲料水の供給 ７日以内 町 

被服、寝具その他生活必需品 

の給与又は貸与 
10日以内 町 

医療 14日以内 

医療班～道・日赤道支部 

（ただし、委任したときは

町） 

助産 分娩の日から７日以内 

医療班～道・日赤道支部 

（ただし、委任したときは

町） 

災害にかかった者の救出 ３日以内 町 

住宅の応急修理 １ヶ月以内 町 

学用品の給与 
教科書等 １か月以内 町 

文房具等 15日以内 町 

埋葬 10日以内 町 

遺体の捜索 10日以内 町 

遺体の処理 10日以内 町・日赤道支部 

障害物の除去 10日以内 町 

（注）期間については、すべて災害発生の日から起算することとし、厚生労働大臣の承認を得て実施期

間を延長することができる。 
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資料 5-15 北海道震災建築物応急危険度判定要綱 

 

北海道震災建築物応急危険度判定要綱 

第１ 目的 

この要綱は、地震により多くの建築物が被災した場合、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等

から生ずる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、全国被災建築物応急危険度判定協議会

が定める「被災建築物応急危険度判定要綱」及び「北海道地域防災計画（地震防災計画編）」に基づ

き、被災建築物の応急危険度判定に関し必要な事項を定めることにより、その的確な実施を確保する

ことを目的とする。 

 

第２ 定義 

この要綱において、次の各項に掲げる用語の定義は、それぞれ次の各項に定めるところによる。 

１ 応急危険度判定（以下、「判定」という。） 

余震等による被災建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全の確保を

図るため、建築物の被害の状況を調査し、余震等による二次災害の発生の危険の程度の判定・表示等

を行うことをいう。 

２ 応急危険度判定士  

前項の判定業務に従事する者として知事が定める者をいう。 

３ 応急危険度判定コーディネーター 

判定の実施にあたり、実施本部、支援地方本部、支援本部等と応急危険度判定士との連絡調整にあ

たる行政職員及び判定業務に精通した地域の建築関係団体等に属する者をいう。 

 

第３ 判定実施の決定 

１ 市町村長は、その区域内において地震により多くの建築物が被災した場合、応急危険度判定実施

本部（以下、「実施本部」という。）の設置その他必要な措置を講じ､判定を実施するものとする。 

２ 市町村長は、判定実施の決定をした場合、速やかにその旨を知事（総合振興局長）に報告するも

のとし、判定の実施後その結果を知事（総合振興局長）に報告するものとする。 

３ 市町村長は、判定の実施にあたり、必要であると判断する場合は、知事（総合振興局長）に応急

危険度判定士及び応急危険度判定コーディネーター（以下「応急危険度判定士等」という。）の支援

を要請することができる。 

４ 知事（総合振興局長）は、市町村長から応急危険度判定士等の支援の要請を受けた場合、速やか

に当該総合振興局内に存する北海道震災建築物応急危険度判定地区協議会（以下「地区協議会」と

いう。）に応急危険度判定士の派遣要請を行うものとする。 

５ 総合振興局長は、被害が大規模で広範囲にわたることにより、応援が必要であると判断した場

合、速やかに知事に報告し、応急危険度判定士等の支援を求めるものとする。 

６ 知事は、前項の要請を受けた場合、速やかに北海道震災建築物応急危険度判定連絡協議会（以下

「連絡協議会」という。）に応急危険度判定士の派遣要請を行うものとする。 

 

第４ 実施本部の設置  

１ 市町村長は、判定の実施を決定した場合、実施本部を設置し、指揮監督する職員の決定、応急危

険度判定士等の受入れ、判定資機材の配布、現地への輸送などを行うものとする。 

２ 実施本部の具体的な活動等については、全道的な相互支援体制を考慮し別に市町村が作成する、

「応急危険度判定実施本部業務マニュアル」（以下、「実施本部業務マニュアル」という。）による。 
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第５ 判定の実施に関する道と市町村の間の連絡調整等 

１ 道及び市町村は、判定調査の活動をより迅速かつ的確に実施するため、各総合振興局ごとの地区

協議会及び連絡協議会において、事前の連絡、判定実施に必要な事項の調整等を行う。  

２ 総合振興局長は、経済部建設指導課に応急危険度判定支援地方本部（以下「支援地方本部」とい

う。）を設置するとともに、市町村長が判定の実施を決定した場合又は応急危険度判定士等の派遣を

要請した場合、地区協議会に支援要請を行うとともに、その協力を得て必要な支援を行うものとす

る。 

３ 総合振興局長は、支援地方本部の設置、判定調査の実施状況等の報告及び応急危険度判定士等の

支援要請を知事に行うものとし、知事は、報告及び要請の内容を確認するとともに総合振興局長に

必要な指示を行うものとする。 

４ 知事は、建設部建築指導課に応急危険度判定支援本部（以下「支援本部」という。）を設置すると

ともに、総合振興局長等から支援要請があった場合は連絡協議会等に支援要請を行うとともに、そ

の協力を得て必要な支援を行うものとする。 

５ 支援本部及び支援地方本部の具体的活動については、別に道が作成する「応急危険度判定支援本

部業務マニュアル」（以下「支援本部業務マニュアル」という。）及び「応急危険度判定支援地方本

部業務マニュアル」（以下「支援地方本部業務マニュアル」）による。  

 

第６ 判定の基準及び震前計画の作成等  

１ 判定の基準は、全国被災建築物応急危険度判定協議会（以下、「全国協議会」という。）が作成す

る「被災建築物応急危険度判定マニュアル」によるほか、別に市町村が作成する「実施本部業務マ

ニュアル」による。 

２ 市町村長は、想定される建築物の被害、実施可能な判定の内容、必要となる人員、資機材の量等

を検討し、それと対応した震前判定計画を作成し、地震発生から応急危険度判定の完了までの一連

の業務を把握するよう努めるものとする。  

３ 知事は、市町村長が地域防災計画等を踏まえて震前に計画する事項について必要な助言をするこ

とができる。 

４ 知事は、市町村長が定める震前判定計画に対応できる震前支援計画を作成し、地震発生から判定

の完了までの一連の業務を把握するよう努めるものとする。  

 

第７ 応急危険度判定士等の確保、判定の実施体制等  

市町村は、判定が必要となった場合に応急危険度判定士等を確保できるよう必要な措置を講じるも

のとする。 

具体的な実施体制等については、別に市町村が作成する「実施本部業務マニュアル」による。 

 

第８ 他の都府県に対する支援要請  

知事は、地震規模が大規模であること等により必要であると判断する場合は、北海道・東北８道県

相互応援に関する協定に基づく要請のほか、国土交通省及び全国協議会に応急危険度判定士等の支援

を要請することができる。 

 

第９ 判定の方法、判定結果の表示等 

判定は、被災者等への一次的な情報提供であり、判定の方法、判定結果の表示等は全国協議会が作

成する「被災築物応急危険度判定マニュアル」による。  

 

第 10 応急危険度判定士等の判定区域までの移動方法、宿泊場所の設定等  
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応急危険度判定士等の判定区域までの移動方法、宿泊場所の設定等は、別に市町村が作成する「実

施本部業務マニュアル」、道が作成する「支援地方本部業務マニュアル及び支援本部業務マニュアル」

による。  

 

第 11 応急危険度判定士の養成、登録 

道は、「北海道震災建築物応急危険度判定士認定制度要綱」に基づき、応急危険度判定士の養成及び

登録を行うものとする。 

 

第 12 判定用資機材の調達、備蓄  

１ 市町村は、判定実施のため、次に示す資機材等を必要度に応じて備え、あらかじめ市町村内の複

数の箇所への備蓄に努めるものとする。  

(1) 判定街区マップ、判定調査表、判定ステッカー、腕章、ヘルメットシール等  

(2) ヘルメット、クラックスケール、下げ振り、サインペン、蛍光ペン、バインダー等  

(3) 被災街区までの移動車両、自転車等  

２ 道は、市町村と協力して資機材の備蓄に努めるものとする。 

 

第 13 他の被災都府県に対する支援に関する事項  

知事は、北海道・東北８道県相互応援に関する協定に基づく支援要請のほか、国土交通省又は全国

協議会から応急危険度判定士等の支援の要請を受けた場合、連絡協議会及び地区協議会と協力し、必

要な支援を行うものとする。 

 

第 14 応急危険度判定活動等における補償  

道は、民間の応急危険度判定士等が当該判定活動若しくは当該訓練活動により死亡し、負傷し、若

しくは傷害の状態となった場合の補償を実施するため、全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償

制度運用要領に基づく補償制度に加入するものとする。  

ただし、この補償制度の適用を受けるために必要な判定士等の保険加入料は、原則として訓練及び

判定活動の実施主体が負担する。 

 

第 15 その他  

１ 知事及び市町村長は、判定の円滑な実施を図るため、必要な財政上の措置、組織体制その他所用

の措置を講じるものとする。 

２ 道及び市町村は、地域の建築関係団体等と連携して、判定の意義、目的について住民に普及、啓

発をはかるとともに、その的確な実施のため模擬訓練の計画・実施、相互の連絡網の整備等を協力

して実施するものとする。 

訓練の実施にあたっては、道、市町村等が実施する他の防災訓練等との連携をはかるものとする。  

３ この要綱に定めるもののほか、判定に関し必要な事項は別に定める。  

４ この要綱は、全国的な判定体制の整備状況等を勘案し、必要があれば随時改正するものとする。  

 

附 則 

この要綱は、平成 11年３月 24日から施行する  

 

附 則 

この要綱は、平成 18年２月 15日から施行する。 
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６．各種協定に関すること 
 

■各種協定一覧 

区

分 

番

号 
協定の名称 

協定の相手方 

締結年月日 
協定の概要 

対応 

章節 
連絡先 

他

市

町

村

等

と

の

協

定 

1 
香美市・積丹町災害
時相互応援協定書 

高知県香美市長 
平成 23年 10月 14日 

大規模災害発生時における相互
応援活動 

第 5章 
第 4節 

香美市防災対策課 

0887-52-8008 

2 
国道 229号通行止め
時の公の施設の相互
利用に関する協定書 

古平町長・余市町長 

平成 11年 3月 26日 
国道 229号通行止め時の各町住
民を各の公共施設に収容 

第 6章 
14節 

古平町総務課 

0135-42-2181 

余市町企画政策課 

0135-21-2142 

3 
原子力災害時におけ

る広域避難等に関す
る覚書 

札幌市長 
平成 26年 3月 24日 

北電泊発電所で原子力災害が発
生した場合の避難応援協力 

第 8章 

札幌市危機管理対
策室 

O11-211-3062 

4 

災害時等における北
海道及び市町村相互
の応援等に関する協

定 

北海道知事 
北海道市長会 
北海道町村会 

平成 27年 3月 31日 

災害対策基本法に規定するする

災害及び国民保護への対応につ
いての相互応援 

第 5章 
第 4節 

第 1 要請 後志振
興局及び管内市町

村 

第 2要請、第 3要請
まであり 

5 
北後志広域防災連携
に係る協定 

古平町長 

仁木町長 
余市町長 
赤井川村長 

サツドラホールディ
ングス株式会社代表
取締役社長兼ＣＥＯ 

ＢＥＬＬ・ホールディ
ングス株式会社 
ベル・データ株式会社 

株式会社ワンテーブ
ル代表取締役 

各種災害が発生した場合の相互
広域連携 

第 5章 
第 4節 

古平町企画課 

0135-76-5011 

仁木町企画課 

0135-32-3953 

余市町地域協働推

進課 

0135-21-2142 

サツドラホールデ
ィングス㈱ 

011-788-5166 

ＢＥＬＬ・ホールデ

ィングス㈱ 

03-6386-4433 

ベル・データ㈱ 
03-6386-4433 

㈱ワンテーブル 
022-355-6696 

公

共

施

設

等

応

急

復

旧 

6 
北海道地方における
災害時の応援に関す
る申合わせ 

北海道開発局長 

平成 22年 5月 31日 

町内において大規模自然災害に
より土木施設等の被害が発生し
た場合の緊急的応援 

第 6章 
第 22節 

北海道開発局小樽

開発建設部（防災対
策官） 

0134-23-5119 

7 
災害時における被災
車両等の移動に関す
る協力協定 

社団法人札幌地方自
動車整備振興会余市

支部長 
平成 19年 7月 13日 

大規模災害等による被災車両の
移動及び一時保管、応急活動に
必要な車両等の提供 

第 6章 
第 14節 

支部長：古平町 

(有)信自動車工業 

0135-42-4353 

8 

災害等の発生時にお
ける積丹町と北海道

エルピーガス災害対
策協議会の応急・復
旧活動の支援に関す

る協定 

北海道エルピーガス

災害対策協議会現地
本部長 
平成 23年 8月 24日 

災害等発生時に必要な LP ガス
の応急・普及活動を行うための
情報提供と会員事業者に対する
指示 

第 6章 
第 20節 

(社)北海道エルピ
ーガス協会小樽支
部 

0134-25-2361 

9 災害時協力協定書 

一般財団法人北海道

電気保安協会理事長 
平成 24年 10月 26日 

自然災害や重大事故発生時に公
共施設の電力復旧のために必要
な応急対策活動 

第 6章 
第 19節 

北海道でんき保安
協会小樽支部 

0134-23-5382 

10 
大規模災害時におけ

る相互協力に関する
基本協定 

北海道電力株式会社

執行役員総務部長 
北海道電カネットワ
ーク株式会社小樽支

店長 
令和 3年 7月 30日 

大規模災害等発生時の迅速な停
電復旧のための相互協力 

第 6章 
第 19節 

北海道電力ネット
ワーク（株）小樽支
店 

0134-23-1112 
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区

分 

番

号 
協定の名称 

協定の相手方 
締結年月日 

協定の概要 
対応 
章節 

連絡先 

公

共

施

設

等

応

急

復

旧 

10 
大規模災害時におけ
る停電復旧作業の支
援に関する覚書 

北海道電力ネットワ
ーク株式会社 
小樽支店長 

基本協定に基づく停電復旧作業
の支援 

第 6章 
第 19節 

北海道電力ネット
ワーク（株）小樽支

店 

0134-23-1112 

避

難

受

入 

11 
原子力災害時におけ
る積丹町民の受入支
援に関する協定書 

株式会社京王プラザ
ホテル札幌代表取締

役社長 
令和元年 12月 23日 

原子力災害発生時に町民避難が
必要となった場合の宿泊等ホテ

ルサービスの提供、ホテル施設
の使用。 

第 6章 
第 4節 

管理部コンプライ
アンス担当 

011-271-9256 

自

衛

隊 

12 
大規模災害時等の連
携に関する協定書 

陸上自衛隊第 11 旅団

第 11特科隊長 
平成 27年 1月 23日 
（北後志 6市町村） 

災害に際して相互に連携し、迅
速かつ円滑に災害応急対策を行

い、住民の安全を確保 

第 6章 
第 7節 

第 11特科隊 

防衛・防災・国民保

護担当幹部 

011-581-3139 

(内 2681) 

飲

料

水

提

供 

13 
災害対応型自動販売
機による協働事業に

関する協定書 

北海道コカ・コーラボ

トリング株式会社代
表取締役社長 
平成 21年 12月 22日 

①自動販売機電光掲示板による
情報提供 

②緊急時における自動販売機内
在庫の無償提供（美国町内 4か

所設置） 

第 6章 
第 16節 

北海道コカ・コーラ
ボトリング(株)小
樽事業所 

0134-28-3577 

14 

災害時における飲料
水の提供に関する協
定書 

株式会社伊藤園総務
部長 
平成 24年 12月 27日 

災害対策本部設置時における飲
料水提供要請に営業拠点在庫飲
料により応じる 

第 6章 
第 16節 

(株)伊藤園札幌西
部支店 

0133-72-0811 
覚書 

株式会社伊藤園札幌
西部支店支店長 

平成 23年 12月 7日 

自然災害により、避難指示等が
発令された場合、自動販売機内
の飲料水を無償提供（美国町内
2か所設置） 

資
機

材 

15 

災害発生時における

応急生活物資の供給
に関する協定書 

合同容器株式会社代
表取締役社長 

令和 2年 7月 20日 

段ボール製簡易ベッド・間仕切
り等の供給 

第 6章 

第 4節 

合同容器（株） 

札幌事業部 

011-841-4186 

16 
災害時におけるレン
タル機材の供給に関
する協定書 

株式会社共成レンテ
ム代表取締役社長 

平成 25年 4月 1日 

災害時に保有するレンタル機材
の供給 

第 5章 

第 3節 

(株)共成レンテム
余市営業所 

0135-31-2355 

緊
急
輸
送 

17 
災害時等における緊
急・救援輸送に関す
る協定書 

札幌地区トラック協
会北後志支部長 

平成 28年 3月 28日 

（北後志 5町村） 

災害発生時等の場合、必要な物
資の緊急・救援輸送 

第 6章 

第 15節 

北後志支部事務局： 

(有)仁木小型運輸 

0135-32-2074 

18 包括連携協定書 
ヤマト運輸株式会社 

札幌主管支店 

災害時における物資輸送・物資
拠点に関すること 

第 6章 

第 15節 

ヤマト運輸㈱札幌
主管支店 

011-892-2126 

防
疫

活
動 

19 
災害時における防疫
活動業務の協力に関
する協定書 

株式会社北日本消毒
代表取締役 

平成 31年 2月 5日 

衛生状態の悪化を防止し、感染
症の発生・拡大を防止するため
防疫活動を行う。 

第 6章 

第 12節 

（株）北日本消毒 

0134-29-3143 

防
災

情
報 

20 
防災情報の共有に係
る協定書 

北海道開発局長 

平成 20年 9月 25日 

北海道開発局が所有する光ファ
イバ網を利用して防災情報を共
有（町建設課に設置のパソコン

による映像確認） 

第 6章 

第 1節 

北海道開発局小樽
開発建設部（防災対

策官） 

0134-23-5119 

広
報
活

動 

21 
災害発生時における
積丹郵便局と積丹町
の協定に関する協定 

郵便局株式会社代表 

美国郵便局 

平成 20年 6月 30日 

災害発生時の広報活動、避難者
リスト等の情報相互提供、車両
の提供等 

第 6章 

第 3節 

美国郵便局 

0135-44-2321 
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区
分 

番
号 

協定の名称 
協定の相手方 

締結年月日 
協定の概要 

対応 

章節 
連絡先 

広
域

消
防 

22 
北海道広域消防相互

応援協定 

各市町村・消防組合 

平成 3年 2月 13日 
消防機関の相互応援 

第 5章 

第 10節 
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資料 6-1 香美市・積丹町災害時相互応援協定書 

 

香美市・積丹町災害時相互応援協定書 

姉妹都市である高知県香美市と北海道積丹町は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第

８条第２項第 12号の規定に基づき、災害時の相互応援活動に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第２条 この協定は、両市町のいずれかの地域において、地震等の大規模な災害が発生し、当該被

害を受けた市町（以下「被災市町」という。）が独自では十分に被災者の救援等の応援措置が実

施できない場合において、市町相互の応援による応急措置等を円滑に遂行するために、必要な事

項について定めるものとする。 

 

（応援の内容） 

第２条 応援の内容は次のとおりとする。 

(1) 食料、飲料水、生活必需品その他供給に必要な資機材及び物資の提供 

(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資 

の提供 

(3) 救援、医療、防疫その他応急復旧活動等に必要な職員の派遣 

(4) 被災者を一時収容するための施設の提供 

(5) 被災児童、生徒等の一時受入れ 

(6) ボランティアの斡旋 

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

 

（応援要請の手続） 

第３条 被災市町が、被害を受けていない市町（以下「非被災市町」という。）に対し応援を要請

しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにするものとする。ただし、緊急を要するとき

は、これらの事項のうち確認できるものについてのみ明らかにするものとする。 

(1) 被害の種類及び状況 

(2) 第２条第１号及び第２号に掲げるものの種類及び数量又は容量 

(3) 第２条第３号に掲げる職員の職種及び人員 

(4) 応援の期間 

(5) 応援場所及び応援場所への経路 

(6) 前各号に掲げるもののほか、応援の実施に関し必要な事項 

２ 前項の規定による要請は、電話、ファックス、電子メール等、当該要請の時点においてとり得

る最も適切な方法により行うものとする。 

 

（応援の実施） 

第４条 前条の規定により応援の要請を受けた非被災市町は、可能な限りこれに応じ、応援に努め

るものとする。 

 

（自主的活動） 

第５条 地震等の大規模災害発生時において、被災市町から第３条の規定に基づく応援要請がない

ときは、非被災市町は、速やかに被災市町の被害状況等について情報収集を行うものとする。 

２ 非被災市町は、前項の情報収集により、被災市町の被害が甚大で、かつ、事態が緊急を要する

と認められるときは、第３条の要請を待たずに、自主的に応援活動を実施できるものとする。 

 

（経費の負担） 

第６条 応援に要する経費のうち、前２条の規定により応援活動を実施する非被災市町が提供した

第２条各号に掲げる経費は、非被災市町が負担するものとし、その他の経費は、原則として被災

市町の負担とする。 

２ 前項の規定により難い場合には、別途協議するものとする。 
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（災害補償等） 

第７条 第２条第３号の規定により派遣された職員（以下「派遣職員」という。）が、その業務に

より負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、非被災市

町の負担とする。 

２ 派遣職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が派遣業務の従事中に生じた

ものについては、被災市町が負担するものとする。ただし、非被災市町側の重大な過失により発

生した損害賠償に要する経費は、非被災市町側の負担とする。 

 

（情報等の交換） 

第８条 両市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、災害防止の方策に関する必要な

資料、情報等を常時交換するものとする。 

 

（その他） 

第９条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項に

ついては、その都度、両市町が協議して定めるものとする。 

 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、両市町双方が署名押印の上、各自その１通を

保有するものとする。 

 

    平成２３年１０月１４日 

 

高知県香美市土佐山田町宝町１丁目２番１号 

 

            香美市長      

 

 

北海道積丹郡積丹町大字美国町字船澗４８番地５ 

 

積丹町長 
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資料 6-2 香国道 229号通行止め時の公の施設の相互利用に関する協定書 

 

国道 229号通行止め時の公の施設の相互利用に関する協定書 

（目的） 

第１条 この協定書は、大雨等により国道 229号（余市町～積丹町間）が通行止めになり古平町・

積丹町及び余市町の住民を、一時的に３町各々の施設に収容する際の相互利用に関し必要な事項

を定めるものとする。 

 

（公の施設の相互利用） 

第２条 ３町は各々２以上の収容施設を指定（別表１）し、通行止めの際は相互の利用に供させる

ものとする。 

 

（経費の負担） 

第３条 各町の施設における諸経費については、次のとおり精算するものとする。 

(1) 各施設における施設使用料は、無償とする。 

(2) 現物支給品（食事、寝具借上等）に係る経費は、各町の施設を利用した町民数で按分する

ものとする。 

 

（事務局） 

第４条 この協定の実施に伴う連絡調整・経費精算等のための事務局を古平町企画財政課に置くも

のとする。 

 

（協定の期間） 

第５条 この協定は、平成 11年４月１日から平成 12年３月 31日までとする。 

２ この協定期間満了前に解約の通知がないときは、期間満了の翌日から引き続き１年間効力を有

するものとし、以降満了のときも同様とする。 

 

（補則） 

第６条 この協定に定めのない事項については、必要に応じてその都度協議して定めるものとす

る。 

 

この協定の締結を証するため、本書３通を作成し各町長記名押印のうえ、各１通保管する。 

 

平成１１年３月２６日 

 

余 市 町 長 

積 丹 町 長 

古 平 町 長 

（別表 1） 

町 名 施 設 名 住 所 電話番号 

余 市 町 

余 市 町 

積 丹 町 

積 丹 町 

古 平 町 

古 平 町 

福祉センター 

水産加工研修センター 

総合文化センター 

研修センター 

文化会館 

漁港会館 

余市町富沢町５丁目 13番地 

余市町富沢町６丁目 117番地 

積丹町大字美国町字船澗 48番地 12 

積丹町大字美国字小泊 115番地 

古平町大字浜町 40番地２ 

古平町大字港町(古平漁港埋立地) 

22-6228 

23-6216 

44-2111 

44-3421 

42-2590 

42-2128 
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資料 6-3 原子力災害時における広域避難等に関する覚書 

 

原子力災害時における広域避難等に関する覚書 

 

札幌市（以下「甲」という。）と積丹町（以下「乙」という。）は、北海道電力㈱泊発電所で原子力

災害が発生した場合または発生するおそれがある場合において、甲が行う広域避難等の応援協力

を円滑に遂行するため、次のとおり覚書を締結する。 

 

（応援協力の内容） 

第 1条甲が行う応援協力の内容は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 一時滞在場所及び予備滞在場所（一時滞在場所内で宿泊できない場合の予備施設をいう。以

下同じ。)の提供 

(2) 一時滞在場所及び予備滞在揚所の開設及び運営に関わる業務を支援するための職員派遣 

(3) 前各号に定めるもののほか、特に乙から要請のあった事項 

 

（応援協力の実施） 

第２条 甲は、この覚書に基づき、可能な限り、乙に対する応援協力を実施するものとする。 

 

（経費の負担） 

第３条 甲が行う応援協力に要する経費は、原則として乙の負担とし、その詳細は甲乙協議のうえ

決定するものとする。 

 

（連絡担当部局） 

第４条 甲及び乙は、この覚書に基づく応援協力の窓口として、あらかじめ連絡担当部局を定める

ものとする。 

２ 甲及び乙は、この覚書に基づく応援協力が円滑に行われるよう、平時から必要に応じ、相互に

情報交換を行うものとする。 

 

（その他） 

第５条 この覚書の実施に際し必要な事項及びこの覚書に定めのない事項は、甲乙協議のうえ定め

るものとする。 

 

この覚書の締結を証するため、本書2通を作成し、記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。 

 

平成２６年３月２４日 

 

  札幌市中央区北1条 

甲 札幌市 

  札幌市長 

 

 

 

  積丹郡積丹町大字美国字船澗48番地５ 

乙 積丹町 

  積丹町長 
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資料 6-4 災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定 

 

災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定 

 

北海道と各市町村の長から協定の締結について委任を受けた北海道市長会長及び北海道町村会長

は、災害時等における北海道（以下「道」という。）及び市町村相互の応援、広域一時滞在等に関

し、次のとおり協定する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、道内において災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）（以下「法」とい

う。）第２条第１号に規定する災害が発生し、被災市町村のみでは災害応急対策を十分に実施で

きない場合において、法第 67条第 1項及び第 68条の規定に基づく道及び市町村相互の応援、法

第 86条の 8第 1項の規定に基づく広域一時滞在その他法令に基づく被災市町村の災害応急対策

（以下「応援等」という。）を円滑に遂行するために必要な事項を定めるものとする。 

２ 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16年法

律第 112号）が適用される事態に準用する。 

 

（応援等の種類） 

第２条 応援等の種類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 災害応急対策に従事する職員の派遣 

(2) 災害応急対策に必要な車両、船艇、機械器具、資機材、物資（食料、飲料水、生活必需物資

等）等の提供及びあっせん 

(3) 被災市町村に対する災害応急対策に従事する防災関係機関の活動のための施設及び場所の提

供並びにあっせん 

(4) 広域一時滞在等による被災住民の受入れ 

(5) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

 

（地域区分） 

第３条 応援等の円滑な実施を図るため、市町村を別表の総合振興局及び振興局地域に区分するも

のとする。 

 

（道の役割） 

第４条 道は、市町村の処理する防災に関する事務又は業務の実施を支援するとともに、市町村と

の連絡調整、情報交換等につき総合調整を果たすものとする。 

 

（連絡担当部局） 

第５条 道及び市町村は、必要な情報等を相互に交換することなどにより応援等の円滑な実施を図

るため、予め連絡担当部局を定めるものとする。 

 

（応援等の要請の区分） 

第６条 応援等の要請は、被災市町村の長から知事又は他の市町村の長に対し、災害の規模等に応

じて次に掲げる区分により行うものとする。 

(1) 第１要請被災市町村の長が当該総合振興局又は振興局地域内の市町村の長に対して行う応援

等の要請 
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(2) 第２要請被災市町村の長が他の総合振興局又は振興局地域の市町村の長に対して行う応援等

の要請 

(3) 第３要請被災市町村の長が知事に対して行う応援等の要請 

 

（応援等の要請の手続） 

第７条 被災市町村の長は、次に掲げる事項を明らかにして、前条に規定する区分に応じ、知事又

は他の市町村の長に対し応援等の要請を行うものとする。 

(1) 被害の種類及び状況 

(2) 職員の職種別人員 

(3) 車両、船艇、機械器具等の種類、規格及び台数 

(4) 資機材及び物資等の晶名、数量等 

(5) 受入れを求める被災住民の人数等 

(6) 応援等に関する区域又は場所及びそれに至る経路 

(7) 応援等の期間 

(8) 前各号に定めるもののほか、応援等の実施に関し必要な事項 

２ 応援等の要請を受けた知事及び市町村の長は、応援等の要請に応じる場合にあってはその応援

等の内容を、応援等の要請に応じることができない場合にあってはその旨を当該被災市町村の長

に通報するものとする。 

３ 前２項に規定する応援等の要請及び応援等の可否に関する通報は、第１要請及び第２要請にあ

っては、原則として道を経由して行うものとする。 

 

（応援等の経費の負担） 

第８条 応援等に要した経費は、応援等を受けた被災市町村において負担するものとする。 

２ 応援等を受けた被災市町村において前項の規定により負担する経費を支弁するいとまがない場

合には、応援等を受けた被災市町村の求めにより、応援等を行った道及び市町村は、当該経費を

一時繰替（国民保護に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。）支弁するものとする。 

３ 前２項の規定により難い揚合については、その都度、応援等を受けた被災市町村と応援等を行

った道及び市町村が協議して定めるものとする。 

 

（自主応援） 

第９条 知事及び市町村の長は、被災市町村との連絡がとれない場合又は緊急を要する揚合であっ

て必要があると認めたときは、自主的に、被災市町村の被災状況等に関する情報収集を行うとと

もに、当該情報に基づく応援等を行うものとする。 

２ 自主応援については、第７条第１項の規定による被災市町村の長からの要請があったものとみ

なす。 

３ 自主応援に要する経費の負担については、前条の規定を準用する。ただし、被災市町村の情報

収集に要する経費は、応援等を行った道及び市町村において負担するものとする。 

 

（他の協定との関係） 

第 10条 この協定は、道及び市町村相互において締結している北海道広域消防相互応援協定、北

海道消防防災ヘリコプター応援協定その他の災害時の相互応援に係る協定を妨げるものではな

い。 

 

（その他） 
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第 11条 この協定に基づく応援等は、裸災市町村が定める法第 42条に基づく市町村地域防災計画

又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第 35条に基づく市町村の国

民の保護に関する計画に準拠して、実施するものとする。 

２ この協定の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。 

３ この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、道及び市町村が鰺議

して定めるものとする。 

 

 附 則 

この協定は、平成 27年 3月 31日から施行する。 

平成 20年 6月 10日に締結された協定は、これを廃止する。 

この協定の締結を証するため、協定書に知事、北海道市長会長及び北海道町村会長が記名押印の

上、各自 1通を保有し、北海道市長会長及び北海道町村会長は、各市町村の長に対し、その写し

を交付するものとする。 

 

  平成２７年３月３１目 

 

北海道 

北海道知事 

 

北海道市町会長 

北海道市長会会長 

 

北海道町村会 

北海道町村会長 

 

別 表 

 

地域区分 構成市町村 

空知総合振興局 空知総合振興局管内の市町 

石狩振興局 石狩振興局管内の市町村 

後志総合振興局 後志総合振興局管内の市町村 

胆振総合振興局 胆振総合振興局管内の市町 

日高振興局 日高振興局管内の町 

渡島総合振興局 渡島総合振興局管内の市町 

檜山振興局 檜山振興局管内の町 

上川総合振興局 上川総合振興局管内の市町村 

留萌振興局 留萌振興局管内の市町村 

宗谷総合振興局 宗谷総合振興局管内の市町村 

オホーツク総合振興局 オホーツク総合振興局管内の市町村 

十勝総合振興局 十勝総合振興局管内の市町村 

釧路総合振興局 釧路総合振興局管内の市町村 

根室振興局 根室振興局管内の市町 
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 資料 6-5 北後志広域連携会議に係る協定 

 

北後志広域防災連携に係る協定 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、北後志構成５町村の積丹町、古平町、仁木町、余市町及び赤井川村

（以下「甲」という。）とサツドラホールディングス株式会社、BELL・ホールディングス株

式会社、ベル・データ株式会社及び株式会社ワンテーブル（以下「乙」という。）が連携

し、甲のいずれか又はすべてにおいて各種災害が発生した場合、甲による応援や職員派

遣、支援物資の供給輸送等を迅速かつ円滑に行い、被災からの速やかな復旧回復のため、

甲及び乙による相互間で広域連携に取り組むことにより住民の生命・生活と安全を高める

ことを目的に協定を締結する。 

 

（町村の連携） 

第２条 甲のいずれか又はすべてにおいて災害が発生した場合は、甲は連携し、被災した甲

に対し、当該被害の復旧にあたり、全面的に協力するものとする。 

２ 甲が協力し支援するものは、次に掲げるものとする。 

（１）人的支援 担当、専門職の職員の派遣 

（２）物資の供給 不足する食料及び防災資機材の供給・補完 

（３）避難所の共用 帰宅困難者及び緊急時における最寄りの避難所が他町村の場合の避難

者受け入れ 

（４）その他 甲が求めるもので支援が可能なもの 

 

（民間事業者の連携） 

第３条 乙のうちサツドラホールディングス株式会社は、備蓄食料品など備蓄資機材の補完

を担い、これらの運搬や在庫の保管に協力し、支援体制の構築にむけた連携に協力する。 

２ 乙のうちベル・データ株式会社は、前項の事業者と甲のすべての広域連携に関する助言

の提供、並びに甲と乙の間においてデータを共有し、活用できるシステムの構築に向けた

協力を図る。 

３ 乙のうち株式会社ワンテーブルは、甲及び甲乙連携について被災地における復興経験に

伴う知見に基づいた助言等の協力を図る。 

 

（大学との連携） 

第４条 本協定は「国立大学法人北海道大学大学院公共政策学連携研究部及び大学院公共政

策学教育部と余市町の包括連携協定書」の活動との連携を図る。 

 

（相互連携のための平常準備） 

第５条 甲は、甲における相互応援のための連携を高めるべく、合同による防災訓練や勉強

会を行うものとする。 

２ 甲は、乙の求めに応じ、情報の提供等連携に必要な措置を行うものとする。 

 

（費用の負担） 

第６条 この協定に基づく災害支援のための費用は、応援要員に係る人件費及び法令に別段

の定めがあるものを除くほか、被災事業体が負担するものとする。 
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（秘密の保持） 

第７条 甲及び乙は、本協定に基づき知り得た秘密の情報を、甲又は乙以外の者に対し、漏

らしてはならない。本協定の効力が失われた後も同様とする。ただし、事前に相手方の承

諾を得た場合は、この限りではない。 

 

（協定内容の変更） 

第８条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の

上、必要な変更を行うものとする。 

 

（委任） 

第９条 この協定の実施に関して必要な事項については、別に定める。 

 この協定は、令和４年３月２９日から施行する。 

 

この協定の成立を証するため本書９通を作成し、署名の上、各自その１通を保管する。 

  

令和４年３月２９日       

（甲）積丹郡積丹町大字美国町字船澗４８番地５ 

積丹町 

積丹町長 

 

古平郡古平町大字浜町４０番地４ 

古平町 

古平町長 

 

余市郡仁木町西町１丁目３６番地１ 

仁木町 

仁木町長 

 

余市郡余市町朝日町２６番地 

余市町 

余市町長 

 

余市郡赤井川村赤井川７４番地２ 

赤井川村 

赤井川村長 

 

（乙）北海道札幌市東区北八条東四丁目１番２０号 

サツドラホールディングス株式会社 

代表取締役社長兼ＣＥＯ 
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東京都新宿区西新宿二丁目１番１号新宿三井ビ 

ル４９階 

BELL・ホールディングス株式会社 

代表取締役社長 

 

東京都新宿区西新宿二丁目１番１号新宿三井ビ  

ル４９階 

ベル・データ株式会社 

代表取締役社長 

 

宮城県多賀城市八幡字一本柳１１７番地の８ 
株式会社ワンテーブル 
代表取締役ＣＥＯ                  
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資料 6-6 北海道地方における災害時の応援に関する申合せ 

 

北海道地方における災害時の応援に関する申合せ 

 

北海道開発局長（以下「甲」という。）と、積丹町長（以下「乙」という。〉は、災害時におい

て、甲から乙に対する応援が円滑に行われるよう、次のとおり申合せを行う。 

 

（目的） 

第１条 この申合せは、乙が代表する地方公共団体の区域において、士木施設等に被害が発生した

場合に、被害の拡大や二次災害の防止に資するため、甲が被災直後の緊急的な対応（以下「応

援」という。）を実施することにより、国民の安全・安心を確保し、もって民生の安定を保持す

ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この申合せにおいて、「大規模自然災害発生時」とは、地震、津波、風水害、土砂災害、

雪害、火山噴火等の自然災害により社会的な影響が大きい重大な被害が発生した場合をいう。 

２ この申合せにおいて、「管轄開発建設部」とは、乙が代表する地方公共団体の区域において、

土木施設等を管理する甲の機関である開発建設部をいう。 

 

（応援の要請） 

第３条 乙は、大規模自然災害発生時に、乙が代表する地方公共団体の区域において、土木施設等

に被害が発生し、甲による応援が必要と判断した場合は、電話またはファクシミリ等により甲に

応援を要請することができる。 

 

（応援の実施） 

第４条 甲は、次の各号に掲げる場合において、乙に対して応援を実施することができるものとす

る。 

（1）大規模自然災害発生時に、乙から応援の要請を受けた場合 

（2）大規模自然災害発生時に、乙から応援の要請がない場合であっても、被災状況によっては特

に緊急を要し、かつ要請を待ついとまがないと甲が認め、独自に応援を行うと判断をした場合 

（3）その他、特に甲が緊急に応援を実施する必要があると認めた場合 

２ 甲が独自の判断により応援を実施する場合には、乙に対して応援内容を速やかに通知するもの

とする。 

 

（応援の内容〉 

第５条 前条に基づく甲の応援の内容は、次の各号に掲げるものとする。 

（1）土木施設等の被害状況の把握 

（2）二次災害の防止に資する応急措置の準備（資機材の運搬、被災箇所の監視、進入路の確保

等） 

（3）その他、甲が緊急に応援を実施する必要があると認めるもの 
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（費用負担） 

第６条 乙の要請に基づく甲の応援の実施に要する費用は、他に特段の定めのある場合を除き、原

則として乙の負担とする。ただし、乙の負担を求めることが困難又は不適当な場合は、相互に協

議するものとする。 

 

（相互の情報交換） 

第７条 甲、乙及び管轄開発建設部は、災害時の協力が円滑に実施されるよう、平時から緊急時の

連絡体制等に関する情報交換を行うものとする。 

 

（他の協定との関係） 

第８条 この申合せは、乙が既に締結している他の相互応援に関する協定等による応援及び新たな

相互応援に関する協定等の締結を妨げるものではない。 

 

（その他） 

第９条 この申合せに疑義を生じたとき、又はこの申合せに定めのない事項については、その都度

甲及び乙が協議の上定めるものとする。 

 

（適用〉 

第10条 この申合せは、平成22年5月31日から適用するものとする。 

 

平成２２年５月３１日 

 

甲 北海道開発局長 

 

乙 積丹町長 
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資料 6-7 災害時における被災車両等の移動に関する協力協定 

 

災害時における被災車両等の移動に関する協力協定 

 

積丹町（以下「甲」という｡）と社団法人札幌地方自動車整備振興会余市支部（以下「乙」とい

う｡）とは、災害時における被災車両の移動に関し、次のとおり協定する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、積丹町の区域内に地震、風水害その他の大規模災害並びに武力攻撃事態及び

緊急対処事態が発生し、又は発生のおそれがある場合（以下これらを「災害時」という｡）にお

いて、甲と乙が相互に協力して被災車両を迅速に移動し的確な応急対策を実施するとともに災害

情報の共有と平常時からの防災意識を高めるために必要な事項を定めるものとする。 

 

（協力の内容） 

第２条 乙は、災害時において甲から要請があった場合、次に掲げる事項について可能な範囲で協

力する。 

(1) 自走が困難となった車両の移動及び一時保管 

(2) 災害応急活動に必要な車両等の提供及びあっせん 

(3) その他可能な協力 

２ 乙は平常時において、会員事業所周辺で見聞きした異常現象などの情報を甲に提供するよう努

めるものとする。 

 

（協定事項の発効） 

第３条 前条第１項に定める災害時の協力は、原則として甲が災害対策本部又は国民保護対策本部

（緊急対処事態対策本部を含む）を設置し、乙に対して要請を行ったときに実施する。 

 

（費用負担） 

第４条 この協定に基づく活動に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（情報交換） 

第５条 甲及び乙は、この協定を円滑に推進するために事務担当者名簿を作成し、相互に交換する

とともに平常時から防災に関する情報交換を行うものとする。 

 

（効力） 

第６条 この協定の有効期間は平成 20年３月 31日までとする。 

２ この協定の有効期間満了の１ヶ月前までに、甲乙いずれかから解約等の意思表示がないときは

１年間更新されるものとし、以降同様とする。 

 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙協議して決定するもの

とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有

するものとする。 

 

平成１９年７月１３日 

 

甲  積丹郡積丹町大字美国町船澗４８番地５ 

積 丹 町 長 

乙  社団法人 札幌地方自動車整備振興会余市支部 

支 部 長  
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資料 6-8 災害等の発生時における積丹町と北海道エルピーガス災害対策協議会の応急・復

旧活動の支援に関する協定 

 

災害等の発生時における積丹町と北海道エルピーガス災害対策協議会の 

応急・復旧活動の支援に関する協定 

積丹町（以下「甲」という）と北海道エルピーガス災害対策協議会（以下「乙」という。）は、

積丹町の区域に災害等が発生し、又は発生するおそれがある揚含（以下「災害等の発生時」とい

う。）における応急・復旧活動の支援に関して必要な事項を建め、次のとおり協定を締結する。 

 

（用語の定義） 

第１条 この協定における「災害等」とは、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１

項に定める災害、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法

律第１１２号）第２条第４項に定める武力攻撃災害及び国民の安全の確保に関する法律（平成１

５年法律第７９号）第２５条第１項に規定する緊急対処事態をいう。）により直接又は間接に生

じる人的又は物的災害をいう。 

 

（協力体制の確保） 

第２条 災害等の発生時に必要な応急・復旧活動を行うため、甲は、乙に対し情報提供及び第４条

の規定による要請を行うこととし、乙は、それを受け乙の会員事業者に対して必要な指示を行う

ものとする。 

 

（応急・復旧活動支援の範囲） 

第３条 この協定の対象となる応急・復旧活動支援とは、次に掲げるものとする。 

（1）被災場所におけるLPガスの被害状況及び復旧状況の情報提供 

（2）被災場所における応急措置及び復旧工事 

（3）避難場所等へのLPガスの供給及び供給に必要な関連機器の設置工事 

（4）LPガス供給停止が長期となった場合の簡易コンロ等の手配 

（5）大規模火災現場におけるLPガス設備の撤去等の安全対策 

（6）その他甲が必要とする要請事項 

 

（応急・復旧活動の支援要請） 

第４条 甲は、災害等の発生時に必要があると認めるときは、乙に対し応急・復旧活動の支援を要

請できるものとする。要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急を要する揚合

は、口頭で要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

 

（災害対策本部会議等への参加） 

第５条 乙は、甲の要請があった場合、甲が設置する積丹町災害対策本部会議、積丹町国民保護対

策本部会議若しくは積丹町緊急対処事態対策本部会議又は防災関係機関情報連絡室等にその職員

を出席させ、又は派遣するものとする。 

 

（応急・復旧活動支援の実施） 

第６条 乙は、甲の要請により応急・復旧活動の支援を行う場合、積極的な協力に努めるものとす

る。 
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（費用の負担） 

第７条 乙が甲の要請による応急・復旧活動の支援に要した費用（人件費は除く。）は、原則とし

て甲が負担する。 

２ 前項の費用は、災害発生直前における適正な価格を基準として、甲と乙が協議のうえ決定する

ものとする。 

３ 乙が要した費用の支払い方法等は、甲乙協議によるものとし、甲はその支払いに責任を負うも

のとする。 

 

（災害補償） 

第８条 甲の要請により応急・復旧活動の支援業務に従事した者が、その業務により負傷し、若し

くは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、乙の会員事業者が使用者責任にお

いて行うものとする。 

 

（損害の負担） 

第９条 乙が甲の要請による応急・復旧活動の支援を行ったことにより生じた物的損害の負担につ

いて、その割合は、その都度、甲乙協議し定めるものとする。 

 

（防災意識の向上等） 

第10条 乙は、その協議会活動を通じて、LPガスの備蓄、緊急時対応設備の整備を日常的に行うほ

か、甲が行う防災訓練に参加するなど、会員の防災意識の向上に努めることとし、甲は、乙に対

して必要な協力を行うものとする。 

 

（協議事項） 

第11条 この協定に定める事項に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項が生じたとき

は、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第12条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定

終了の通知をしない限り、その効力を持続するものとする。 

 

この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名のうえ各自１通を保有する。 

 

平成２３年８月２４日 

 

甲 積丹郡積丹町大字美国町字船澗４８の５ 

積 丹 町 

積丹町長  

 

乙 小樽市稲穂２丁目２２番４号 

北海道エルピーガス災害対策協議会 

現地本部長  
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資料 6-9 災害時協力協定書 

 

災害時協力協定書 

 

積丹町（以下「甲」という。）と財団法人北海道電気保安協会（以下「乙」という。）とは、災害

時における応急対策活動の実施に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲において自然災害や重大事故が発生した場合、及び発生するおそれがある

場合の、甲の電気使用設備の安全点検・検査の実施について定め、甲における迅速かつ円滑な災

害復旧活動に資することを目的とする。 

 

（対象とする災害） 

第２条 この協定の対象となる災害は、台風、地震等の自然災害及び大規模停電、大規模火災・爆

発等の重大事故が発生した場合、及び発生するおそれがある場合で、甲が乙に対して協力を要請

する必要があると認めた災害とする。 

 

（応急対策活動の内容） 

第３条 この協定により、甲が乙に協力を要請する応急対策活動は、次のとおりとする。 

(1) 公共施設の電力復旧のために必要な調査等の応急対策活動 

(2) 公共施設の電力復旧工事の監督、指導及び検査 

(3) その他、甲が必要と認める応急対策活動 

 

（協力要請） 

第４条 甲は、前条の応急対策活動の実施について、乙に対し、次に掲げる事項を記載した文書を

もって協力を要請するものとする。ただし、緊急の場合は口頭で要請し、その後速やかに文書を

提出するものとする。 

(1) 応急対策活動の実施期間及び場所 

(2) 応急対策活動の内容 

(3) その他必要な事項 

２ 乙は、前項の規定による要請を受けた場合は、甲に協力するものとする。 

 

（実施報告） 

第５条 乙は、前条の規定により応急対策活動を実施した場合は、甲に対し、次に掲げる事項を文

書により報告するものとする。ただし、緊急の場合は口頭で報告し、その後速やかに文書を提出

するものとする。 

(1) 応急対策活動の実施期間及び場所 

(2) 応急対策活動の内容 

(3) その他必要な事項 

 

（費用負担） 
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第６条 乙が応急対策活動に要した費用は、乙が負担する。ただし、資材等の材料費は甲の負担と

する。 

 

（公務災害補償） 

第７条 乙は、応急対策活動の実施にあたっては、職員が労働者災害補償保険法（昭和22年法律第

50号）の適用を受けるための必要な手続きをあらかじめ実施する。 

 

（協定の有効期限） 

第８条 この協定の有効期限は、締結の日から平成25年３月31日までとする。ただし、期間満了の

日の30日前までに、甲又は乙から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り期間満了の日の

翌日から１年間延長するものとし、その後においても同様とする。 

 

（その他） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議

して決定する。 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し甲乙記名押印のうえ、それぞれ１通を保有す

る。 

 

  平成２４年１０月２６日 

 

甲     積丹郡積丹町大字美国町字船澗４８番地５ 

       積丹町長 

 

 

      札幌市西区発寒６条１２丁目６番１１号 

乙     一般財団法人 北海道電気保安協会 

       理事長 
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資料 6-10 大規模災害時における相互協力に関する基本協定 

 

大規模災害時における相互協力に関する基本協定 

 

積丹町(以下「甲」という。)、北海道電力株式会社(以下「乙」という。)及び北海道電カネット

ワーク株式会社(以下「丙」という。)は、大規模災害等の発生、又は発生のおそれがある場合の相

互協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

(目的) 

第１条 この協定は、大規模災害等が発生した場合、又は発生が予想される場合に、甲、乙及び丙

が相互に協力を行い、迅速かつ的確に対応することにより、住民生活の早期安定を図ること

を目的とする。 

 

(災害発生時の情報共有) 

第２条 乙及び丙は、大規模災害等が発生した場合、又は発生が予想される場合には、甲からの要

請に基づきて甲が設置する災害対策本部へ情報連絡員を派遣するとともに、甲、乙及び丙で

相互に連絡体制を確立し、連携して停電情報等必要な情報の共有に努めるものとする。 

２ 甲、乙及び丙が共有する主な情報は次の各号に定める。 

(1)乙及び丙が甲に提供する情報 

①停電発生時刻(停電地域、停電軒数、停電の原因、停電復旧作業の状況及び見込み 

②知り得た道路。河川の被害及び樹木倒壊の状況 

(2)甲が乙及び丙に提供する情報 

①知り得た道路。河川の被害及び樹木倒壊の状況 

②住民から提供された停電情報 

③道路啓開、樹木。上砂等の除去状況 

④住民が避難している地域、甲が開設している避難場所等 

 

(復旧における相互協力) 

第３条 甲、乙及び丙は、災害活動等に関する作業の実施にあたり、自らだけでは対応が困難な場

合は、それぞれがもつ施設・敷地・資機材。物資。人材等の資源提供について可能な範囲で

相互に協力を行う。 

 

(連絡体制の確立) 

第４条 甲、乙及び丙は、第2条に定める情報共有を迅速に行うため、連絡体制を確立する。 

２ 乙及び丙は、甲との連絡体制を毎年4月に確認することとし、変更があった場合には、直ち

に相手方に報告するものとする。 

 

(連携訓練等の実施) 

第５条 甲、乙及び丙は、この協定に定める内容を災害発生時に円滑に行うため、連携訓練等を原

則として年1回以上実施するものとする。なお、訓練内容等については、甲、乙及び丙で協議

のうえ決定する。 
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(秘密の保持) 

第６条 甲、乙及び丙は、この協定に基づく活動を通じて知り得た秘密情報を他人に開示又は、漏

えいしてはならない。 

 

(他の協定等との関係) 

第７条 この協定は、甲、乙及び丙が既に締結している他の相互協力等に関する協定等に基づく協

力内容を妨げるものではない。 

 

(協定の有効期間) 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。なお、協定期間が満了するとか月

前までに甲、乙及び丙のいずれからも変更又は解除の申し出がない場合は、この協定期限満

了の日の翌日から更に１年間継続するものとし、以降も同様とする。 

 

(覚書の締結) 

第９条 この協定の各条項に定める甲、乙及び丙の役割や具体的な実施事項等については、甲、乙

及び丙の合意により別途覚書を作成し保有するものとする。 

 

(協議) 

第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲、乙及び丙で協議

のうえ決定するものとする。 

 

この協定の証として、本書３通を作成し、甲、乙及び丙でそれぞれ記名押印のうえ、各自１通を

保有する。 

 

令和３年７月30日 

 

甲 積丹町 

積丹町長               松 井 秀 紀 

 

乙 北海道電力株式会社 

執行役員 総務部長          鹿 内 公 明 

 

丙 北海道電カネットワーク株式会社 

小樽支店長              尾 崎 伊 智 朗 
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資料 6-10 大規模災害時における停電復旧作業の支援に関する覚書 

 

大規模災害時における停電復旧作業の支援に関する覚書 

 

この覚書は、積丹町（以下「甲」という。）、北海道電力株式会社（以下「乙」という。）及び

北海道電力ネットワーク株式会社（以下「丙」という。）間にて令和３年７月３０日に締結した

「大規模災害時における相互協力に関する基本協定」に基づき、甲による、乙及び丙が行う停

電復旧作業の支援に関して、必要な事項を定めるものである。 

 

（対象区域） 

第１条 停電復旧作業の支援の対象とする区域は、甲が管理する道路区域とする。 

 

（対象作業） 

第２条 停電復旧作業の支援の対象とする作業は、停電復旧作業に支障となる樹木・土砂など

の障害物の除去作業及び道路の通行に支障となる電力設備等の除去作業とする。 

２ 前項による作業を甲が実施するにあたり、電力設備が近接し危険が伴う場合は、乙及び

丙は、現場の安全を判断できる技術員を派遣し、甲は同技術員の指示に基づき、作業を実

施することとする。 

 

（要請の手続き） 

第３条 乙及び丙は、甲に対して停電復旧作業の支援を要請する場合は、次に掲げる事項を明

示した「大規模災害時における停電復旧作業の支援要請書」（別紙第１号様式）を提出するも

のとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話で要請できることとする。 

（１）被災の状況 

（２）場所（住所、地図） 

（３）作業内容 

（４）作業希望日時 

（５）現地連絡責任者及び電話番号 

（６）その他必要な事項 

 

（可否の判断） 

第４条 甲は、乙及び丙から停電復旧作業の支援の要請を受けた場合は、前条の各号に定める

事項及び道路管理者として優先すべき業務の状況等により、支援の可否を判断するものとす

る。 

 

（費用の支払い） 

第５条 乙又は丙は、甲による停電復旧作業の支援終了後、停電復旧作業の支援実施者から、

停電復旧作業の支援に要した費用のうち本来乙及び丙が実施すべき作業の費用の請求を受

けるものとする。 

２ 乙又は丙は、前項の請求を精査し、適当と認めた時は、速やかに甲に費用を支払うもの

とする。 
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（事前対策の実施） 

第６条 甲、乙及び丙は、倒木等による停電、道路寸断等の発生を防止するため、被害が想定

される箇所の事前の情報共有や予防伐採について、協力体制を図るものとし、甲、乙及び丙

は連携し可能な範囲において必要な措置を講じることとする。 

 

（実施責任） 

第７条 停電復旧作業の支援に係る関係機関への周知及び第三者からの問い合わせ等への対

応は、乙及び丙が責任を持って行うものとする。 

２ 停電復旧作業の支援に伴い発生した事故への対応は、甲が責任を持って行うものとする

が、乙及び丙から派遣された技術員の指示に起因する事故への対応は、乙及び丙が責任を

持って行うものとする。 

 

（協議） 

第８条 この覚書に定めのない事項又はこの覚書に関し疑義が生じたときは、甲、乙及び丙で

協議のうえ決定するものとする。 

 

この覚書の証として、本書３通を作成し、甲、乙及び丙でそれぞれ記名押印のうえ、各自そ

の 1通を保有する。 

 

令和 ３年 ７月３０日 

 

            甲  積丹町 

                積丹町長 

 

            乙  北海道電力株式会社 

                執行役員 総務部長 

 

            丙  北海道電力ネットワーク株式会社 

                小樽支店長 
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別紙第１号様式（覚書第３条関係） 

                              令和  年  月  日 

積丹町長 様 

                     北海道電力株式会社 執行役員総務部長 

                     北海道電力ネットワーク株式会社 小樽支店長 

 

 

大規模災害時における停電復旧作業の支援要請書 

 

 

 大規模災害時における停電復旧作業の支援に関する覚書第３条の規定に基づき、次のとおり停電

復旧作業の支援を要請します。 

 

記 

 

被 災 の 状 況 

（対象作業） 

・停電復旧作業に支障となる樹木・土砂などの障害物の除去作業 

・道路の通行に支障となる電力設備等の除去作業 

（対象を○で囲む） 

 ※被災の状況が分かるように可能な限り写真を添付する。 

場所（住所） 

 

 

 ※別途地図を添付する。 

作 業 内 容 
（例）電柱○本、電線○本、倒木○本の除去 

 ※作業の規模が分かるように記載する。 

作業希望日時     年  月  日、  時  分 

現地連絡責任者 
氏  名： 

携帯電話： 

その他必要事項  

 

以 上 
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資料 6-11 原子力災害時における積丹町民の受入支援に関する協定書 

 

原子力災害時における積丹町民の受入支援に関する協定書 

 

株式会社京王プラザホテル札幌(以下「甲」という。)と、積丹町(以下「乙」という。)は、北海

道電力(株)泊発電所で原子力災害が発生した場合において、甲が行う積丹町民の施設受入支援を円

滑に遂行するため、次のとおり協定書を締結する。 

 

(目的) 

第１条 この協定書は、積丹町地域防災計画(原子力防災計画編)等に基づき、乙が行う防護対策(住

民避難)に対する甲の支援活動に関する事項を定めるものとする。 

 

(甲の受入施設) 

第２条 甲が積丹町民の受入支援に使用する施設の所在及び名称は次のとおりとする。 

所 在：札幌市中央区北５条西７丁目２番地１ 

施設名：京王プラザホテル札幌 

 

(支援内容) 

第３条 甲は、原子力災害が発生し積丹町民が避難の指示等を受けた場合において、乙からの要請

に基づき次の各号に掲げる事項について支援を行うものとする。 

(1) 積丹町民(避難者)に対する宿泊などのホテルサービスの提供 

(2) 積丹町が行う原子力災害対策等におけるホテル施設の使用 

(3) 前各号に定めるもののほか、甲乙協議により必要と認められる事項 

 

(要請の手続き) 

第４条 乙は、甲へ支援を要請する必要が生じた場合は、別紙「支援要請書」により要請するもの

とする。ただし、緊急を要する場合は、電話等の可能な手段で要請し、事後すみやかに書面の

提出をするものとする。 

 

(支援) 

第５条 甲は、この協定書に基づき、可能な限り乙を支援するものとする。ただし、甲の営業上も

しくは施設設備の事情、またはその他やむを得ない事情により要請に応じることが出来ない場

合は、この限りでない。 

 

(施設の改築等) 

第６条 乙は、施設又は施設附属設備の改築等を行い使用する場合は、事前に甲に協議し了解を得

た上で行うこととする。 

２ 乙は、第３条の規定による宿泊施設の使用や前項に係る施設又は施設附属設備の使用が終

了したときは、使用した場所を原状に復し甲に返還するものとする。 
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（経費の負担) 

第７条 甲が行う支援に要する経費は、原則として乙の負担とし、その詳細は甲乙協議のうえ決定

するものとする。 

 

(連絡担当者) 

第８条 甲及び乙は、この協定書に基づく窓日として、あらかじめ連絡担当者を定めるものとする。 

２ 甲及び乙は、この協定書に基づく支援協力が円滑に行われるよう、平時から必要に応じ、

相互に情報交換を行うものとする。 

 

(協定書の終了) 

第９条 本協定書は、甲が解散または施設所有権を第二者に譲渡したときもしくは施設の運営を終

了したときには終了となる。 

 

(事前通知) 

第10条 甲は、前条の規定に該当することとなつた場合、公知のこととなる前に乙に対して書面に

て通知するものとする。 

 

(協議) 

第11条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書に疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議の

うえ定めるものとする。 

２ この協定書は、甲及び乙の合意に基づき改定することができる。 

 

(協定書の期間) 

第12条 本協定書の有効期間は、令和２年３月31日までとする。ただし、有効期間満了の１カ月前

までに甲乙いずれも別段の意思表示がない場合は、期間満了の翌日から１年間延長し、その後

も同様とする。 

 

この協定書の締結を証するため、本書2通を作成し、記名押印のうえ、各１通を保有するものとす

る。 

 

令和元年１２月２３日 

 

甲 札幌市中央区北５条７丁目２番地１ 

株式会社京王プラザホテル札幌 

代表取締役社長 池田 純久 

 

乙 積丹郡積丹町大字美国町字船潤４８番地５ 

積丹町 

積丹町長 松井 秀紀 
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支 援 要 請 書 

 

年   月   日 

 

          様 

 

積丹町長           印 

 

原子力災害時における積丹町民の広域避難に関する協定書第３条に基づき、積丹町民の受入支援

を要請します。 

 

記 

 

１ 支援施設の所在、名称 

・所在 

・名称 

 

２ 支援要請の日時 

・    年    月    日    時    分 

 

３ 連絡担当責任者 

・積丹町総務課長 

携帯電話番号 

 

４ その他 
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資料 6-12 大規模災害時等の連携に関する協定書 

 

大規模災害時等の連携に関する協定書 

 

小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町及び赤井川村の各市町村（以下「甲」という。）と陸

上自衛隊第 11旅団第 11特科隊（以下「乙」という。）は、災害（災害対策基本法（昭和 36年法律

第 223号）第２条第１号に定める災害をいう。）に際して相互に連携し、迅速かつ円滑に災害応急

対策を行い、各市町村民の安全を確保するため、次のとおり協定を締結する。 
 

（平素における連携） 

第１条 情報連絡体制の充実 

甲及び乙は、災害に係る情報伝達及び情報共有を円滑にするため、複数の情報伝達手段の確保

等、情報連絡体制の充実を図るものとする。 
 

第２条 情報資料の収集・整理・共有 

甲及び乙は、乙の災害応急救援活動が円滑に行われるよう、収集・整理した各種災害に係る各種

資料(地誌資料、災害発生予測に関する資料、住民避難予定地、ヘリコプター離発着場適地、活動

拠点適地等)を共有するものとするとともに、関係資料の作成又は修正を行う場合には、意見を交

換する等連携を図るものとする。 
 

第３条 防災訓練、会議等への参加 

１ 甲及び乙は、甲又は乙が主催する防災訓練、防災に関する諸会議等に積極的に参加するものと

する。 
 

２ 甲及び乙は、防災訓練を実施する場合は、効果的な防災訓練の実施に努めるとともに、訓練内

容の検証により必要に応じて災害に関する計画の見直しを行い、災害応急対策実施体制の整備等

を図るものとする。 
 

第４ 条防災関係資機材等の通知 

甲は、乙の災害応急救援活動を円滑にするため、甲の保有する防災関係資機材等の保有状況を乙

に通知するものとする。 
 

（初動における連携） 

第５条 初動対応 

甲及び乙は、大規模災害発生時の初動において、次の事項により連携し、対応するものとする。 

１ 大規模災害の発生が予想される場合の対応 

(1) 甲は、大規模災害の発生が予想され、自衛隊に災害派遣を要請する可能性があると判断する

場合、乙の迅速な災害派遣に資するため、速やかに災害等の状況、見通し等を乙に連絡するも

のとする。 

(2) 乙は、前項の連絡に基づき、災害派遣準備を推進するとともに、甲及び乙の災害等の状況・

見通し等の認識の共有を図るため、必要に応じて甲の災害対策本部が設置されている場所等に

連絡幹部を派遣するものとする。 
 

２ 大規模災害の発生が突発的な場合の対応 

(1) 甲は、災害の発生が突発的で、文書による要請が困難な場合においては、口頭又は電話等を

用いる等、'時宜に適した手段をもって乙に要請するものとする。 

(2) 乙は、災害の発生が突発的で、災害応急救援活動が特に急を要し、通信の途絶等により、甲

からの災害派遣の要請を待ついとまがないと認められる場合は、自主的に部隊を派遣し、直ち

に、人命救助を第一義とした災害応急救援活動を開始する。 
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この場合において、乙は速やかに甲との連絡を確保するため、連絡幹部を甲の災害対策本部が設置

されている場所等に派遣する等、甲との密接な連携の下に災害応急救援活動を実施するよう努める

ものとする。 
 

３ 活動拠点の提供 

甲は、乙が災害応急救援活動のために活動拠点を設置する必要がある場合は、乙と協議して、

当該活動拠点設置のための場所を乙に提供するものとする。 
 

（災害応急対策活動における連携） 

第６条 乙が実施する災害応急救援活動 

災害派遣時の乙が実施する災害応急救援活動は、被災者の生命・身体の安全を守るための活動を

最優先で実施するものとする。 
 

第７条 災害応急救援活動実施期間の調整 

甲及び乙は、乙が実施する災害応急救援活動の実施期間、派遣の規模・内容等について継続的に

調整するものとする。 
 

第８条 経費の負担等 

１ 災害派遣要請により、乙が甲の地域において実施する災害応急救援活動に要する費用は、次に

定めるものを除き甲が負担するものとし、甲が負担する費用の項目等必要な事項については、別

に定めるものとする。 

(1) 災害派遣部隊の糧食費、被服維持費、医療費並びに装備品等の燃料費及び修理費用並びに記

録に関する費用 

(2) 災害応急救援活動中に発生した賠償に係る費用 
 

２ 乙が甲に物品の無償貸与又は無償譲渡を行う場合は、「防衛省所管に属する物品の無償貸付及

び譲与等に関する省令（昭和33年1月10日総理府令第１号）」によるほか、その都度、甲と乙が

協議して定めるものとする。 
 

（その他） 

第９条 協 議 

この協定に定めのない事項については、甲乙が協議して定めるものとする。 
 

この協定の締結を証するため、本書を 7通作成し、甲乙両署名捺印の上、各自その１通を保有す

るものとする。 
 

平成２７年１月２３日 
 
甲 小樽市 

小樽市長 
 

積丹町 

積丹町長 
 

古平町 

古平町長 
 

仁木町 

仁木町長 
 

余市町 

余市町長 
 

赤井川村 

赤井川村長 
 
乙 陸上自衛隊第11旅団第11特科隊 

隊長 
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資料 6-13 災害対応型自動販売機による協働事業に関する協定書 

 

災害対応型自動販売機による協働事業に関する協定書 

 

積丹町（以下「甲」という。）と北海道コカ・コーラボトリング株式会社（以下「乙」とい

う。）は、北海道と乙との間で平成１８年１２月２２日付締結した「災害時における飲料の供給等

防災に関する協力協定」（以下「防災協力協定」という。）に基づき、甲の地域において災害対応

型自動販売機により取り組む協働事業について、次のとおり協定を締結する。 
 

（目的・協働事業） 

第１条 本協働事業は、防災協力協定に基づき、地域及び住民の安全・安心の補完、平常時からの

防災意識の高揚による地域防災力の強化並びに地域振興活動の充実を目的として、乙所有のネッ

トワーク接続された災害対応型自動販売機（電光掲示機能搭載型）を通して、次のサービスを提

供するものである。 

（１） 災害対応型自動販売機の電光掲示板による甲の地域情報、行政情報、災害情

報、気象情報等（以下「情報」という。）の提供。 

（２） 甲の災害基準により対策本部が設置された場合などの緊急時（以下「緊急

時」という。）における災害対応型自動販売機内在庫飲料の無償提供（以下「商

品提供」という。）。 
 

（情報提供に関する事項） 

第２条 災害対応型自動販売機の電光掲示板に掲示する情報の管理は甲が行うこととし、これによ

って生じる責任について、乙は一切負わないものとする。 

２． 電光掲示板の保全に要する費用及び電光掲示情報の送信等に係る費用は乙が負担するも

のとする。 
 

（商品提供に関する事項） 

第３条 乙は、緊急時の認定及び商品提供の実行権限を甲に委任するものとする。甲がその商品提

供の開始時期を決定した場合は、可能な限り事前に電話等にてその旨を乙に報告するものとし、

後日速やかに報告書（様式１）を乙に提出するものとする。 
 

（災害対応型自動販売機の設置施設） 

第４条 災害対応型自動販売機の設置施設は、別紙のとおりとする。 

２． 甲は、災害対応型自動販売機での情報提供及び商品提供を行うために乙より貸与された

「認証キー」等を、善良なる管理者の注意をもって保管するとともに、紛失した場合は

甲が実費弁償するものとする。 
 
（連絡先） 

第５条 甲及び乙の連絡先は、次のとおりとする。 
 

（甲の連絡先の表示） 

名称 電話番号 
積丹町総務課（代表） ０１３５-４４-２１１１ 

 
（乙の連絡先の表示） 

名称 電話番号 
小樽事業所（代表） ０１３４-２８-３５７７ 

本社総務部（夜間・休日/衛星携帯） ０８０-１０１７-０１３８ 
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（守秘義務） 

第６条 甲、乙は、協働事業の遂行にあたり、知り得たすべての情報及び相手方の営業上の秘密

を、その目的・手段を問わず、第三者に漏洩してはならない。ただし、次に掲げる情報はこの限

りではない。 

（１）開示又は知得の際、既に公知・公用となっているもの 

（２）開示又は知得の際、自己が所有していたもの 

（３）正当な権限を有する第三者から入手したもの 

２． 前項に定める義務は、この協定の有効期間満了後も有効に存続するものとする。 

 

（効力） 

第７条 この協定の有効期間は締結の日から１年間とし、有効期間満了までに甲乙双方又はいずれ

か一方から解約等の意思表示がないときは１年間更新されるものとし、以降同様とする。 

 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲及び

乙が協議の上、決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有するものとす

る。 

 

 

平成２１年１２月２２日 

 

甲   積丹郡積丹町大字美国町字船澗４８-５ 

積丹町長      

 

乙   札幌市清田区清田一条一丁目２番１号 

北海道コカ・コーラボトリング株式会社 

代表取締役社長   

 

（別紙） 

 

災害対応型自動販売機による協働事業に関する協定 

第４条に基づく災害対応型自動販売機の設置施設 

 

 

災害対応型自動販売機の設置施設の表示（積丹町） 

 

設置施設名 所在地 

積丹町役場（１階ロビー） 積丹郡積丹町大字美国町宇船澗４８-５ 

入江文具店（自動販売機コーナー） 積丹郡積丹町美国町字船澗８７-３ 

積丹観光センター 積丹郡積丹町大字美国町字船澗３８０-６ 

北後志消防組合積丹支署 積丹郡積丹町大字美国町字大沢６９８-８ 

 
以 上 
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資料 6-14 災害時における飲料水の提供に関する協定書 

 

災害時における飲料水の提供に関する協定書 

 

積丹町（以下「甲」という。）と株式会社伊藤園（以下「乙」という。）とは、災害時における

飲料水の提供（以下「飲料水提供」という。）に関し、次のとおり協定を締結する。 
 

（協力） 

第１条 甲が、災害対策本部を設置した場合において、甲から飲料水提供の要請があった時は、乙

は、当該要請に協力するものとする。 

２ 乙は、その営業拠点で保有する在庫飲料水のうちから、飲料水提供の協力を行うものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、乙は、特別な理由がある時は、甲の要請に協力しないことができ

る。この場合においては、乙は、この協定違反等の責任を負わない。 
 

（要請） 

第２条 甲は、前条第１項の要請を文書により行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲において文書を作成する時間的余裕がないときは、口頭で要請す

ることができる。この場合において、甲は、後日速やかに文書を乙に提出するものとする。 
 

（費用の負担） 

第３条 飲料水提供に係わる費用は、甲が負担するものとする。 

２ 前項の費用の価格は、災害発生時における市場価格を基準に算定し、飲料水の引渡しまでの運

搬に係わる運賃を含むものとする。 
 

（運搬） 

第４条 飲料水提供のために必要となる飲料水の運搬は、甲乙相互の協力のうえ行うものとする。 

２ 前項の場合において、甲は、乙に対して、必要とする飲料水の数量、引渡しの日時、運搬場所

等を指示することができる。ただし、乙の営業拠点の在庫状況又は交通事情等により乙が甲に指

示の変更を求めたときは、甲は、この求めに応じるものとする。 
 

（有効期間等） 

第５条 この協定の有効期間は、締結の日から平成２５年３月３１日までとする。ただし、期間満

了の日の３０日前までに、甲又は乙から文書をもって協定終了の意志表示をしない限り期間満了

の日の翌日から１年間延長するものとし、その後においても同様とする。 
 

（その他） 

第６条 この協定書に定めのない事項、又はこの協定の履行に関し必要な事項は、その都度、甲乙

が協議して定めるものとする。 
 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する

ものとする。 
 

平成２４年１２月２７日 

 

甲 積丹郡積丹町大字美国町字船澗48番地5 

積丹町長  
 
乙 東京都渋谷区本町３丁目４７番１０号 

株式会社伊藤園 

総務部長   



- 118 - 

資料 6-15 災害発生時における応急生活物資の供給に関する協定書 

 

災害発生時における応急生活物資の供給に関する協定書 

 

積丹町（以下「甲」という。）と合同容器株式会社（以下「乙」という。）は、災害発

生時における応急生活物資（以下「物資」という。）の供給に関して、次のとおり協定を

締結する。 

 

（趣旨）  

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定

する災害が発生又は発生するおそれがある時において、避難所の設営等において必要な

物資の調達に関し、必要な事項を定める。 

 

（協力の要請及び受諾）  

第２条 甲は、災害時に物資の調達が必要となった場合は、救援物資供給要請書（様式第

１号）により、乙に協力を要請できるものとする。ただし、緊急を要する時は、口頭又

は電話等により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

２ 乙は、甲からの要請をできる限り受諾するよう努めるものとする。 

 

（物資の種類）  

第３条 前条の物資の種類は、次に掲げるものとする。  

 (１) 暖段はこベッド（段ボール製簡易ベッド） 

 (２) 段ボール製シート 

 (３) 段ボール製間仕切り 

 (４) その他乙の取扱商品 

 

（手続等）  

第４条 乙は、甲の指定する場所に物資を搬送し納品するものとする。その際に、甲は職

員をもってこれを確認させ、受け取るものとする。 

２ 乙はできる限り暖段はこベッドの組み立て等を指導できる者を派遣し、避難所の設営

等が円滑に進むよう努めるものとする。 

３ 乙は、搬送終了後、速やかに救援物資供給完了報告書（様式第２号）により甲に報告

するものとする。 

 

（物資の回収） 

第５条 乙は、納品した暖段はこベッドの使用が終了し、甲から依頼があった場合、でき

る限り暖段はこベッドの回収について調整を行い、リサイクルに努めるものとする。 

 

（経費の負担）  

第６条 甲は、乙に対し、第４条の規定により納品された物資の費用及び物資の運搬に要

する費用について負担するものとする。 

２ 前項に掲げる経費の価格は、災害時の直近の価格を基準とし、甲、乙協議のうえ定め

るものとする。 

 

（経費の支払） 
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第７条 経費は、乙が甲に請求するものとし、甲は請求書を受け取った日から起算し、３

０日以内にこれを支払うものとする。ただし、甲が予算措置を必要とする場合は、予算

措置後速やかに支払うものとする。 

 

（連絡窓口） 

第８条 甲及び乙は、この協定に関する連絡窓口を定め、相手方に通知しなけれ

ばならない。また、連絡窓口を変更したときも同様とする。 

 

（情報の共有等） 

第９条 甲及び乙は、この協定に定める事項の円滑な実施を図るため、情報を共有すると

ともに、必要な連絡及び調整を図るものとする。 

 

（有効期間）  

第10条 この協定書の有効期間は締結の日から令和３年３月31日までとする。ただし、期

間満了の日の30日前までに、甲及び乙は、各相手方に対し文書による終了の意思表示が

無い場合は、更に１年間継続するものとし、以後この例による。 

 

（疑義の解決）  

第11条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関して疑義が生じたときは、その

都度甲、乙協議のうえ、定めるものとする。  

 

 

 この協定の成立を証するため、この協定書を2通作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自

その１通を所持する。 

 

 令和２年 ７月２０日  

 

                （甲）積丹郡積丹町大字美国町字船澗48番地５  

                   積丹町 

                       積丹町長 

 

                （乙）恵庭市北柏木町 3丁目 39番 

                   合同容器株式会社 

                   代表取締役社長 
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様式第１号（第２条関係） 

 

                             年   月   日 

 

 合同容器株式会社  

 代表取締役社長       様 

 

                          積丹町長 

 

 

救 援 物 資 供 給 要 請 書 
 

災害発生時におけるダンボール製品の調達に関する協定第２条の規定に基づき、次のとお

り協力を要請します。 

物資の種類 数量 搬送日時 搬送場所 備考 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

                 （積丹町連絡担当者） 

所 属 
 

 

職 名 ・ 氏 名  
 

 

電 話 番 号 
 

 



- 121 - 

様式第２号（第４条関係） 

 

                             年   月   日 

 

 積丹町長         様 

 

                          合同容器株式会社  

                          代表取締役社長  

 

 

救 援 物 資 供 給 完 了 報 告 書 
 

災害発生時におけるダンボール製品の調達に関する協定第４条の規定に基づき、次のとお

り供給したことを報告します。 

物資の種類 数量 搬送日時 搬送場所 備考 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

                 （合同容器株式会社 連絡担当者） 

所 属 
 

 

職 名 ・ 氏 名  
 

 

電 話 番 号 
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資料 6-16 災害時におけるレンタル機材の供給に関する協定書 

 

災害時におけるレンタル機材の供給に関する協定書 

 
積丹町（以下「甲」という。）と株式会社共成レンテム（以下「乙」という。）は、甲の地域に災

害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）におけるレンタル機材の

供給に関し、次のとおり協定を締結する。 
 
（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時に甲の要請に応じ、乙が保有するレンタル機材を供給することについ

て、必要な事項を定めるものとする。 
 
（定義） 

第２条 この協定において「レンタル機材」とは、仮設トイレ、発電機等の乙が保有するレンタル

機材一式をいう。 
 
（協力要請） 

第３条 甲は、災害時において、レンタル機材を必要とするときは、乙に対して乙の保有する機材

の供給について協力を要請することができる。 

２ 前項の規定による要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいと

まがないときは、口頭又は電話等により要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。 
 
（協力実施） 

第４条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、保有機材の優先供給及び運搬に対する協力

に積極的に努めるものとする。 

２ 乙は、甲の要請に的確に対応するため、保有機材の供給可能な体制を保持するものとする。 
 
（運搬） 

第５条 機材の運搬は、甲又は乙の指定するものが行うものとする。この場合において、甲は必要

に応じて乙に対し運搬の協力を求めることができる。 
 
（費用） 

第６条 前２条の規定により、乙が供給した機材のレンタル料及び乙が行った運搬の費用について

は、甲が負担するものとする。この場合において、当該費用は、甲乙協議の上、適正価格を算出

するものとする。 
 
（引渡し） 

第７条 機材の引渡し場所は、甲が指定するものとし、甲は、当該引渡場所に職員を派遣し、機材

を確認の上、引渡しを受けるものとする。 
 
（実施に関し必要な事項等の決定） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲

乙協議して定めるものとする。 
 
（協定の有効期限） 

第９条 この協定の有効期限は、締結の日から平成２６年３月３１日までとする。ただし、期間満

了の日の３０日前までに、甲又は乙から文書をもって協定終了の意志表示をしない限り期間満了

の日の翌日から１年間延長するものとし、その後においても同様とする。 
 
 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１ 

通を保有するものとする。 
 

平成２５年  月  日 

甲 積丹郡積丹町大字美国町字船澗４８番地５ 
積丹町長  

乙 帯広市西１８条北１丁目１４番地 
株式会社 共成レンテム 
代表取締役社長   
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資料 6-17 災害時等における緊急・救援輸送に関する協定書 

 

災害時等における緊急・救援輸送に関する協定書 

 

積丹町、古平町、仁木町、余市町及び赤井川村の各町村（以下「甲」という。）と札幌地区トラ

ック協会北後志支部（以下「乙」という。）は、甲の区域内において、災害対策基本法(昭和 36年

法律第 223号)第 2条第 1号に定める災害又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に

関する法律（平成 16年法律第 112号）第２条第４項に定める武力攻撃災害（同法第 172条第２項

に定める緊急対処事態における災害を含む。）が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下

「災害時等」という。）に必要な物資の緊急・救援輸送に関して、次のとおり協定を締結する。 
 
（輸送の要請） 

第１条 甲は、乙に対し、次に掲げる事項を明示して「緊急・救援輸送要請書」（別記第1号様

式）により要請するものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要

請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

(1) 災害の状況及び応援を要請する事由 

(2) 応援を必要とする期間及び輸送区間 

(3) 輸送品目及び数量 

(4) 必要とする車両の車種ごとの数及び人員 

(5) 物資の積み込み場所及び引渡し場所 

(6) その他参考となる事項 
 
（実施） 

第２条 乙は、前条の規定により甲から要請があったときは、特別の理由がない限り、他に優先し

て乙に所属する輸送事業者を指定し(以下「指定輸送事業者」という。)緊急・救援輸送を行うも

のとする。 
 
（報告） 

第３条 乙は、緊急・救援輸送を実施した場合には、速やかに甲に対して、次に掲げる事項を「緊

急・救援輸送実施報告書」(別記第２号様式)により報告するものとする。ただし、文書をもって

要請するいとまがないときは、口頭で報告し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

(1) 緊急・救援輸送を行った指定輸送事業者 

(2) 輸送に従事した車両の車種ごとの数及び登録番号並びに人員 

(3) 走行距離 

(4) 輸送期間及び輸送区間 

(5) 輸送品目及び数量 

(6) 物資の積み込み場所及び引渡し揚所 

(7) その他 
 
（物資の運搬等） 

第４条 甲は、第１条の規定により要請した物資等の引渡し場所に人員を派遣し、物資等を確認の

上、引き取るものとする。 
 
（経費の負担） 

第５条 甲が要請した緊急・救援輸送に係る運賃及び料金並びに実費負担額（甲の指示又は同意に

基づいて使用した有料道路通行料、駐車場使用料等をいう。以下同じ。）は、甲が負担するもの

とし、災害発生時に所管行政庁に届け出ている運賃及び料金を基準とし、甲乙が協議して決定す

るものとする。 
 
（費用の支払） 

第６条 乙は、甲に提出した第3条の報告書により、甲の検査を受けた後、運賃及び料金並びに実

費負担額を請求するものとする。 
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２ 甲は、前項の請求があったときは、その費用について速やかに支払うものとする。 
 
（事故等） 

第７条 乙が使用する車両が故障、その他の理由により運行を中断したときは、乙は速やかに当該

車両を交換して、その運行を継続しなければならない。 

２ 乙は、緊急・救援輸送に際し、事故が発生したときは、甲に対し速やかにその状況を報告しな

ければならない。 
 
（損害の負担） 

第８条 乙が実施した第3条の緊急・救援輸送により、自らの責任に帰する理由により甲又は第三

者に損害を与えたときは、乙はその賠償の責任を負うものとし、紛議が生じた場合は、早期解決

のため誠実に対応するものとする。 

２ 甲又は第三者に与えた損害の起因が明らかに災害による場合においては、甲が負担するものと

する。 

３ 責任の所在が不明確な場合においては、甲乙が協議して定めるものとする。 
 
（災害補償） 

第９条 物資の緊急・救援輸送に従事した者の責めに帰することが出来ない理由により、当該従事

者が死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は心身に障害がある状況になった場合は、指定

輸送事業者が補償するものとする。 
 
（情報交換） 

第10条 甲及び乙は、この協定を円滑に推進するため事務担当者名簿を作成し相互に交換するとと

もに、平常時から防災に関する情報交換を行うものとする。 
 
（協定の有効期間） 

第11条 この協定の有効期間は、この協定の締結日から1年間とし、その有効期間の満了日までに

甲乙双方又はいずれか一方から解約等の意思表示がないときは、有効期間の満了日の翌日から１

年問更新されるものとし、以降同様とする。 
 
（協議） 

第12条この協定に定めるもののほか、必要な事項については、甲乙が協議して定めるものとする。 
 

この協定の締結を証するため、本書 6通を作成し、甲乙署名の上、各 1通を保有するものとす

る。 
 

平成２８年３月２８日 
 

甲 積丹町 

積丹町長 
 
古平町 

古平町長 
 
仁木町 

仁木町長 
 
余市町 

余市町長 
 
赤井川村 

赤井川村長 
 

乙 札幌地区トラック協会北後志支部 

支部長 
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資料6-18 包括連携協定書 

 

包括連携協定書 
 

積丹町(以下「甲」という。)とヤマト運輸株式会社(以下「乙」という。)とは、地域の一層の活

性化及び住民サービスの向上を図るため、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、甲及び乙が相互に緊密に連携することにより、双方の資源を有効に活用した協

働による活動を推進し、地域の一層の活性化及び住民サービスの向上に資することを目的とす

る。 

 

（連携事項等） 

第２条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、双方協議の上、次に掲げる事項(以下「連携事

項」という。)について、自らの事業活動の範囲内で、連携して取組むよう努めるものとする。 

(1) 災害時における物資輸送・物資拠点に関すること 

(2) 高齢者・障がい者支援に関すること 

(3) 安全で安心な地域社会の実現に関すること 

(4) 地域活性化に関すること 

(5) ＩＣＴを活用した住民サービスの向上に関すること 

(6) 前５号に掲げるもののほか甲及び乙の協議により定めること 

２ 乙は、甲と協議の上、連携事項の一部を乙の関係会社に実施させることができる。 

３ 甲及び乙は、連携事項を効果的に実施するため、必要に応じて協議を行うものとし、具体的な

取り組みの内容及び実施方法については、甲乙協議の上、連携事項ごとに、別途、取り決めるも

のとする。 

 

（経費の負担） 

第３条 本協定に基づき、甲の依頼により乙が行った連携事項に係る業務の諸費用(以下「費用」

という。)については、原則として甲が負担するものとし、業務を実施した時点において所轄行

政庁に届けている運賃・料金等を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

（費用の支払い） 

第４条 甲は、前条の規定に基づき乙から請求を受けたときは、その費用を速やかに支払うものと

する。 

 

（確認事項） 

第５条 甲及び乙は、本協定の締結が、第三者と連携・協力することを妨げるものではないことを

確認する。 
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（協定内容の変更） 

第６条 甲及び乙のいずれか一方が本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度、甲乙協議の

上、必要な変更を行うものとする。 

 

（協定の有効期間等） 

第７条 本協定の有効期間は、本協定を締結した日から令和４年３月 31日までとする。ただし、

本協定の有効期間が満了する日の１ヶ月前までに、甲又は乙が書面により特段の申出を行わない

ときは、有効期間が満了する日の翌日から、１年間、本協定は更新されるものとし、以後も同様

とする。 

２ 前項の規定に関わらず、 １ヶ月前の予告期間をもって相手方に対し事前に書面により通知す

ることにより、本協定の全部又は一部を解約することができる。 

 

（守秘義務） 

第８条 甲及び乙は、本協定に基づく事業の実施に際して、職務上知り得た個人情報等について、

この協定書の有期間中及び有効期間終了後を間わず、相手方の承認を得ずに、第二者に開示又は

提供してはならない。 

 

（規定外事項） 

第９条 本協定に定めない事項又は本協定の各条項の解釈に関して疑義が生じた事項については、

甲乙協議の上、解決を図るものとする。 

 

以上、本協定の締結を証するため、本書 2通を作成し、甲乙署名捺印の上、各自 1通を保有す

る。 

令和３年 10月 20日 

 

甲:北海道積丹郡積丹町大字美国町字船澗 48番地５ 

積丹町 

積丹町長 

 

 

乙：北海道札幌市厚別区厚別中央三条１-２-30 

              ヤマト運輸株式会社 

              主管支店長 
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資料 6-19 災害時における防疫活動業務の協力に関する協定書 

 

災害時における防疫活動業務の協力に関する協定書 

 
積丹町（以下「甲」という。）と株式会社北日本消毒（以下「乙」という。）とは、災害時の防疫

活動に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時において、衛生状態の悪化を防止し、被災場所等における感染症の発

生、拡大及びまん延を防止することを目的として、甲が行う防疫活動に対する乙の協力に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この協定おいて「災害」とは、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第２条第１号

に規定する災害をいう。 

 

（防疫活動協力の要請） 

第３条 甲は、災害時において必要があると認めるときは、乙に対して、書面により防疫活動への

協力を要請するものとする。ただし、特に緊急を要する場合は、電話等により要請し、その後速

やかに書面を提出するものとする。 

２ 前項の規定による要請後、甲及び乙は実施方法等について協議し、乙は、その詳細につい

て、書面により甲に通知するものとする。 

３ 乙は、第 1項の規定による要請を受けたときは、特別の事情がない限り、当該要請に応じる

ものとする。 

 

（防疫活動の業務範囲） 

第４条 乙が協力する防疫活動は、次の各号に掲げる業務とする。 

（1）甲が指定した地域における家屋（床上・床下・敷地）等の消毒 

（2）甲が指定した地域におけるそ族・昆虫等の生息場所の駆除 

（3）前 2号に掲げるもののほか、甲及び乙が協議し必要と認めた事項 

 

（薬剤等の調達） 

第５条 乙が行う業務に使用する薬剤・機材等は、乙が調達するものとする。 

 

（報告） 

第６条 乙は、甲の要請に基づき実施した業務を終了したときは、甲に対して、速やかに書面で報

告するものとする。 

 

（費用負担） 

第７条 この協定に基づき乙が実施した業務に係る経費は、甲が負担するものとする。 

２ 前項の経費は、災害発生時の直前における通常の価格を基準として、甲及び乙が協議の上、

決定するものとする。 

 

（連絡責任者） 

第８条 甲及び乙は、業務等を円滑に行うため、それぞれ連絡責任者を定め、相手方に通知する。

変更があった場合は速やかに相手方へ通知するものとする。 

 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から１年間とする。ただし、この協定の有効期

間満了日の一ヶ月前までに、甲乙いずれからも文書をもって協定の終了を通知しないときは、有
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効期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定は更新されるものとし、その後も同様とす

る。 

 

（協議） 

第 10条 この協定に定めがない事項及びこの協定の履行に関し必要な事項は、その都度甲乙協議

して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各その１通を保有する。 

 

  平成３１年２月５日 

 

                    甲    積丹町 

                         積丹町長 

 

                    乙    株式会社北日本消毒 

                         代表取締役 
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資料 6-20 防災情報の共有に係る協定書 

 

防災情報の共有に係る協定書 

 

北海道開発局長（以下「甲」という。）と、積丹町長（以下「乙」という。）は、防災情報の共有

に関して次のとおり協定を締結する。 
 

（目的） 

第１条 この協定は、甲及び乙が所有する防災に係る情報（画像情報を含む。以下同じ｡）を相互

に共有すること（以下「共有」という。）について必要な事項を定め、もって迅速かつ適確な防

災対策、状況に応じた施設の維持管理等に資することを目的とする。 
 

（防災情報の共有） 

第２条 甲及び乙は、次に掲げる場合を除き、それぞれが保有する防災情報を共有するものとす

る。 

(1) 天災その他の事由により、次条第１項に規定する情報共有機器（この号及び次号において

同じ｡）に故障、異常等が発生し、又は次条第３項の規定により情報共有機器を使用できない

とき。 

(2) カメラの倍率変更等、保守、点検その他の管理のために情報共有機器を使用できないと

き。 

(3) 前２号に定めるもののほか、防災情報を共有できないことについてやむを得ない事情があ

るとき。 
 

（共有の方法） 

第３条 防災情報の共有は、甲の所有する河川、道路等の公共施設管理用光ファイバ網（以下「光

ファイバ網」という｡）、防災情報共有サーバ等（以下「情報共有機器」という｡）を使用して行

うものとする。 

２ 情報共有機器を使用するに当たっては、甲の定める防災情報セキュリティポリシー実施手順に

よるものとする。 

３ 甲及び乙は、情報共有機器に故障、異常等が発生し、又は情報の漏えい、滅失若しくはき損の

おそれがある場合は、そのおそれがなくなるまでの間、情報共有機器の使用を停止することがで

きる。 

４ 甲及び乙は、前項の規定により情報共有機器の使用を停止する場合は、あらかじめ相手方に通

知するものとする。 
 

（光ファイバ網への接続及び管理の特則） 

第４条 光ファイバ網への接続に当たり、甲又は乙が整備する機器は別紙※のとおりとする。 

２ 光ファイバ網への接続機器は、別紙の分類に基づき、それぞれが管理するものとする。 

３ この協定に定めるもののほか、光ファイバ網への接続機器の管理に必要な事項は、別に定める

ものとする。 
 

（情報共有機器の故障等における報告義務） 

第５条 甲及び乙は、情報共有機器に故障、異常等が発生した場合は、速やかに相手方に報告する

ものとする。 
 

（情報共有機器の更新等） 

第６条 甲及び乙は、情報共有機器の更新､改修等を行う場合は、あらかじめ相手方と協議するも

のとする。 
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（防災情報共有推進協議会等への参加） 

第７条 乙は、甲が設置し、甲及び甲と防災情報の共有に係る協定書を締結した防災関係機関（以

下「防災関係機関」という。）で構成する防災情報共有推進協議会（以下「協議会」という｡）に

参加するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、この協定の締結時に協議会が設置されていない場合は、乙は、小樽

開発建設部長が設置する後志地方河川・道路防災連絡協議会に参加するものとする。 
 

（権利等の帰属） 

第８条 防災情報及びカメラを操作する権限は､当該情報及びカメラの所有者に帰属するものとす

る。 
 

（防災情報の取扱い） 

第９条 甲及び乙は、情報共有機器を使用して知ることのできた防災情報を、自らのために使用す

ることができるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、情報共有機器を使用して知ることのできた防災情報を

公表し、又は変更、切除その他の改変をしようとする場合は、あらかじめ所有機関の承諾を得る

ものとする。 

３ 前項の規定により承諾を得た場合は、協議会（第７条第２項の規定により後志地方河川・道路

防災連絡協議会に参加している場合は、当該協議会）に報告するものとする。 
 

（守秘義務） 

第 10条 甲及び乙は、情報共有機器を使用して知ることのできた情報、情報共有機器の構成及び

情報管理に関する情報を漏らしてはならない。 
 

（譲渡の禁止） 

第 11条 甲及び乙は、この協定により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡してはならない。 

（協定の有効期間） 

第 12条 この協定の有効期間は、平成 21年３月 31日までとする。ただし、期間満了の日まで

に、甲又は乙のいずれから、この協定の改廃等について申出がないときは、同一の内容でさらに

１年間更新するものとし、その後の期間満了時においても同様とする。 
 

（協定の解除） 

第 13条 甲及び乙は、相手方が次に掲げる各号に該当するときは、文書により相手方に是正を勧

告し、当該勧告から２週間を経過するまでに是正されない場合は、この協定を解除することがで

きる。 

(1) 防災情報の共有を故意に怠ったとき。 

(2) この協定の履行に関し、不正又は不当な行為があったとき。 

(3) この協定の定めに違反したとき。 

(4) 前３号に定めるもののほか、この協定を解除することについてやむを得ない事情があると

き。 
 

（協定に定めのない事項等） 

第 14条 この協定に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲及び乙が

協議して定めるものとする。 

 

この協定の証として、本書２通を作成し、甲及び乙が記名捺印の上、各々１通を保有する。 

 

平成２０年９月２５日 

甲 北海道開発局長 

乙 積丹町長     
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※別紙 
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資料 6-21 災害発生時における積丹郵便局と積丹町の協定に関する協定 

 

災害発生時における積丹町内郵便局と積丹町の協力に関する協定 

 

積丹町内郵便局（美国郵便局・野塚郵便局・入舸郵便局・余別郵便局以下「甲」という。）と積

丹町（以下「乙」という。）は、積丹町内に発生した地震その他による災害時において、甲及び乙

が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するために、次のとおり協定する。 

 

（定義） 

第１条この協定において、「災害」とは、災害対策基本法（昭湘36年法律第223号）第２条第１号

に定める被害をいう。 

 

（協力要言青） 

第２条 甲及び乙は、積丹町内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた揚合は、相互に協

力を要請することができる。 

（1）郵便局ネットワークを活用した広報活動 

（2）被災者の避難先及び避難者リスト等の情報を相互に提供 

（3）甲が所有する車再を緊急車両等として業務に支障のない範囲で提供 

（車両配備局に限る） 

（4）郵便事業株式会祉の災害特別事務取扱い、株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かん

ぽ生命保険の非常取扱いについて各社から要請があった場合の取扱い 

（5）前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項 

 

（協力の実施） 

第３条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務に支障のな

い範囲内において協力するものとする。 

 

（会議） 

第４条 甲は、業務の遂行に支障のない範囲内で、乙が開催する防災会議に出席する。 

 

（訓練） 

第５条 甲は、業務の遂行に支障のない範囲内で、乙が行う防災訓練に参加する。 

 

（経費の負担） 

第６条 第２条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に

別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。 

 

２ 前項の規程により、負担すべき金額は、適正な方法により箪出するものとし、甲乙協議の上、

決定するものとする。 

 

（災害情報連絡体制の整備） 
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第７条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとす

る。 

 

（情報の交換〉 

第８条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、脇力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行

う。 

 

（連絡責任者〉 

第９条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。 

甲 郵便局株式会社 美国郵便局長 

乙 積丹町     総務課長 

 

（協議） 

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、両者で協議し決定す

る。 

 

（有効期間） 

第11条 この協定の有効期聞は、平成20年6月30日から平成25年6月29日までとする。ただし、甲又

は乙から書面による解約の申し出がないときは、有効期間最終日から起算し、さらに１年間効力

を有するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方が押印のうえ、各自１通を保有す

る。 

 

平成２０年６月３０日 

 

甲 積丹郡積丹町大字美国町字船澗９８ 

積丹町内郵便局 

代表 郵便局株式会社 美国郵便局長 

 

乙 積丹郡積丹町大字美国町字船澗４８ 

 

代表 積丹町長 
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資料 6-22 北海道広域消防相互応援協定 
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平成 26年 12月 策定 

平成 29年 ３月 前回修正 

令和 ４年 ８月 修正 

 

 

 

積丹町地域防災計画 

（資料編） 

 

令和４年８月 

発 行：積丹町防災会議 

 

問合せ先：役場総務課 

電 話：0135-44-2112 

ＦＡＸ：0135-44-2125 

 

 

 

 

平成 26年 12月 策定 

 


